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（
１
）
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

施
策
名

〔
参
考
〕

(
イ
)
「
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
デ

　
　
ー
タ
を
読
み
解

　
　
く
た
め
の
市
民

　
　
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

 
 
 
 
」
の
請
求
部
数

(
ロ
)
化
学
物
質
ア
ド

　
　
バ
イ
ザ
ー
の
派

　
　
遣
回
数

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（
イ
）
手
引
き
を
新
た

　
　
　
に
作
成
又
は
改

　
　
　
訂
し
た
家
庭
用

　
　
　
化
学
製
品
の
製

　
　
　
品
群
数

（
ロ
）
家
庭
用
化
学
製

　
　
　
品
等
を
使
用
し

　
　
　
た
際
の
危
害
報

　
　
　
告
の
件
数

３
０
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
市
民
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
（
平
成
2
6
年
度
集
計
結
果
か
ら
作
成
）
の
請
求
部
数
：
1
,
0
9
3
部

（
ロ
）
化
学
物
質
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
回
数
:
1
7
回
（
平
成
2
8
年
度
：
2
3
回
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
8
年
度

（
イ
）
手
引
き
を
新
た
に
作
成
又
は
改
訂
し
た
家
庭
用
化
学
製
品
の
製
品
群
数
：
０
件

（
ロ
）
家
庭
用
化
学
製
品
等
を
使
用
し
た
際
の
危
害
報
告
の
件
数
：
2
,
1
0
8
件
（
平
成
2
7
年
度
：
1
,
6
2
1
件
）

３
１
年
度

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

①
身
近
な
化

　
学
製
品
等

　
に
関
す
る

　
理
解
促
進

②
家
庭
用
化

　
学
製
品
の

　
安
全
対
策

　
の
た
め
の

　
「
安
全
確

　
保
マ
ニ
ュ

　
ア
ル
作
成

　
の
手
引

　
き
」
作
成

（ １ ） 事 故 の 未 然 防 止 の た め の 取 組

必
要
に
応
じ
て
、
製
品
群
ご
と
に
手
引
き
を
作
成
又
は
改
訂
【
厚
生
労
働
省
】

身
近
な
化
学
物
質
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
等
の
作
成
・
配
布
や
、
疑
問
に
対
応
す
る
「
化
学
物
質
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
派
遣

【
環
境
省
、
関
係
省
庁
等
】
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（
１
）
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

③
軽
井
沢
ス

　
キ
ー
バ
ス

　
事
故
を
受

　
け
た
対
応

２
９
年
度

２
８
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

（ １ ） 事 故 の 未 然 防 止 の た め の 取 組

施
策
名

２
７
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
再
発
防
止
策
の
取
組
状
況

　
　
「
安
全
・
安
心
な
貸
切
バ
ス
の
運
行
を
実
現
す
る
た
め
の
総
合
的
な
対
策
」
に
掲
げ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
以
下
の
内
容
を
含
む
8
5
項
目
全
て

　
　
を
着
実
に
実
施
。
（
平
成
2
9
年
度
）

　
　
・
　
企
画
募
集
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
貸
切
バ
ス
の
運
行
事
業
者
名
を
掲
載
（
通
達
改
正
）
。

　
　
・
　
比
較
サ
イ
ト
等
に
お
い
て
、
セ
ー
フ
テ
ィ
バ
ス
認
定
の
ラ
ン
ク
等
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
、
貸
切
バ
ス
事
業
者
の
A
S
V
技
術
搭
載
車
両
導
入
率
等
、

　
　
　
貸
切
バ
ス
事
業
者
に
関
す
る
安
全
情
報
を
更
新
す
る
と
と
も
に
、
項
目
等
を
充
実
し
公
表
。

　
　
・
　
ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
（
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
）
に
係
る
規
制
の
創
設
。
（
平
成
2
9
年
度
）

（
ロ
）
下
限
割
れ
運
賃
等
に
つ
い
て
の
通
報
窓
口
を
平
成
2
8
年
８
月
に
設
置
。

（
イ
）
再
発
防
止
策
の

　
　
　
取
組
状
況

（
ロ
）
下
限
割
れ
運
賃

　
　
　
等
に
つ
い
て
の

　
　
　
通
報
窓
口
の
設

　
　
　
置

「
安
心
・
安
全
な
貸

切
バ
ス
の
運
行
を
実

現
す
る
た
め
の
総
合

的
な
対
策
」
に
基
づ

く
検
討
【
国
土
交
通

省
】

ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
係
る
規
制
の

整
備
【
国
土
交
通
省
】

運
転
者
の
技
量
チ
ェ
ッ
ク
の
強
化
、
運
行
管
理
の
強
化
等
の
貸
切
バ
ス
事
業
者
、
運
行
管
理
者
等
の
遵
守
事
項
の
強
化

等
【
国
土
交
通
省
】

貸
切
バ
ス
ツ
ア
ー
に
関
す
る
消
費
者
意
識
調
査
を
踏
ま
え
、
消
費
者
が
安
全
性
を
考
慮
し
て
バ
ス
ツ
ア
ー
商
品
を
選
択

で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
を
推
進
【
消
費
者
庁
、
国
土
交
通
省
】

実
質
的
な
下
限
割
れ
運
賃
防
止
等
の
取
引
環
境
の
適
正
化
【
国
土
交
通
省
】

利
用
者
に
対
す
る
安
全
性
の
「
見
え
る
化
」
【
国
土
交
通
省
】

ラ
ン
ド
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
係
る
規
制
の
着
実
な
実
施
【
国
土
交
通
省
】
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（
１
）
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
特
定
行
政
庁
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
の
実
施
状
況
：
3
9
4
の
特
定
行
政
庁
に
お
い
て
実
施

（
ロ
）
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
改
訂
数
：
２
件

　
　
(
平
成
2
7
年
5
月
(
大
規
模
盛
土
造
成
地
の
滑
動
崩
落
対
策
推
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
同
解
説
)
、
平
成
2
8
年
２
月
(
市
街
地
液
状
化
対
策
推
進
ガ
イ
ダ
ン
ス
)
)

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
国
土
交
通
省
が
告
示
し
た
一
般
的
施
工
ル
ー
ル
や
こ
れ
を
受
け
て
策
定
さ
れ
た
業
界
団
体
ル
ー
ル
を
自
社
の
施
工
に
取
り
入
れ
て
い
る
事
業
者

　
　
　
：
1
3
3
社
/
1
3
3
社
（
平
成
2
8
年
７
月
末
）

（
ロ
）
地
盤
・
基
礎
に
関
す
る
講
習
内
容
が
国
土
交
通
省
に
よ
る
追
加
・
充
実
の
依
頼
を
反
映
し
て
い
る
一
級
建
築
士
定
期
講
習
の
実
施
状
況

 
 
 
 
 
 
（
平
成
2
9
年
度
）
：
受
講
者
数
　
6
4
,
5
2
0
名

（
イ
）
特
定
行
政
庁
に

　
　
　
お
け
る
マ
ネ
ジ

　
　
　
メ
ン
ト
計
画
の

　
　
　
実
施
状
況

（
ロ
）
マ
ニ
ュ
ア
ル

　
　
　
等
の
改
訂
数

（
イ
）
関
係
建
設
業
団

　
　
　
体
及
び
建
設
会

 
 
 
 
 
 
社
に
お
け
る
ル

 
 
 
 
 
 
ー
ル
を
受
け
た

 
 
 
 
 
 
対
応
の
実
施
状

 
 
 
 
 
 
況

（
ロ
）
建
築
士
の
定
期

 
 
 
 
 
 
講
習
の
実
施
状

 
 
 
 
 
 
況

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

２
９
年
度

３
０
年
度

（ １ ） 事 故 の 未 然 防 止 の た め の 取 組

⑤
基
礎
ぐ
い

　
工
事
の
適

　
正
な
施
工

　
を
確
保
す

　
る
た
め
の

取
組

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

④
住
宅
・
宅

　
地
に
お
け

　
る
事
故
の

　
防
止

住
宅
に
お
け
る
事
故
の
防
止
の
た
め
の
助
言
等
の
支
援
【
国
土
交
通
省
】

宅
地
造
成
に
伴
う
災
害
の
防
止
の
た
め
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
改
訂
【
国
土
交
通
省
】

建
築
会
社
が

基
礎
ぐ
い
工

事
に
際
し
て

一
般
的
に
遵

守
す
べ
き
施

工
ル
ー
ル
の

作
成
【
国
土

交
通
省
】

関
係
建
設
業

団
体
及
び
建

設
会
社
に
お

け
る
ル
ー
ル

を
受
け
た
対

応
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ

【
国
土
交
通

省
】

基
礎
ぐ
い
工

事
に
お
け
る

工
事
監
理
を

行
う
に
当

た
っ
て
の
留

意
点
及
び
建

築
基
準
法
上

の
中
間
検
査

の
留
意
点
の

作
成
【
国
土

交
通
省
】

建
築
士
や
特
定
行
政
庁
へ
の
周
知
【
国
土
交
通
省
】
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（
１
）
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

施
策
名

２
７
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
「
子
ど
も
を
事
故
か
ら
守
る
！
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
普
及
活
動
の
実
施
状
況

 
　
・
子
ど
も
安
全
メ
ー
ル
登
録
件
数
（
平
成
3
0
年
３
月
末
時
点
）
：
約
2
3
,
0
0
0
件
（
平
成
2
8
年
度
：
3
1
,
4
9
7
件
）

 
 
 
・
子
ど
も
安
全
メ
ー
ル
配
信
回
数
（
平
成
2
9
年
４
月
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
末
ま
で
）
：
6
2
回
（
平
成
2
8
年
度
：
5
1
回
）

　
 
・
子
ど
も
を
事
故
か
ら
守
る
！
T
w
i
t
t
e
r
フ
ォ
ロ
ワ
ー
数
（
平
成
3
0
年
３
月
末
時
点
）
：
約
3
,
0
0
0
人

　
 
・
子
ど
も
を
事
故
か
ら
守
る
！
T
w
i
t
t
e
r
発
信
件
数
（
平
成
2
9
年
４
月
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
末
ま
で
）
：
1
1
7
件

（
ロ
）
分
析
・
調
査
の
実
施
状
況

 
 
 
平
成
2
8
年
度
に
、
人
口
動
態
調
査
の
調
査
票
（
平
成
2
2
年
か
ら
平
成
2
6
年
ま
で
の
５
年
分
。
非
公
表
の
死
亡
票
を
含
む
詳
細
デ
ー
タ
）
を
基
に
事
故
の
動
向

 
 
 
分
析
を
実
施
。

（ １ ） 事 故 の 未 然 防 止 の た め の 取 組

⑦
子
ど
も
の

　
不
慮
の
事

　
故
を
防
止

　
す
る
た
め

　
の
取
組

⑥
ま
つ
毛
エ

　
ク
ス
テ
ン

　
シ
ョ
ン
に

　
よ
る
危
害

　
の
防
止

ま
つ
毛
エ
ク
ス
テ
ン

シ
ョ
ン
に
係
る
被
害

件
数

Ｋ
Ｐ
Ｉ

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

（
K
P
I
の
現
状
）

・
事
故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
へ
の
ま
つ
毛
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
に
関
す
る
事
故
情
報
登
録
件
数
（
平
成
2
9
年
度
発
生
）
：
1
0
1
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
1
1
件
）

　
（
消
費
者
庁
）

・
各
地
方
公
共
団
体
（
衛
生
主
管
部
局
）
で
把
握
し
た
健
康
被
害
等
の
件
数
（
平
成
2
8
年
度
）
：
1
5
9
件
（
平
成
2
7
年
度
：
1
7
5
件
）
（
厚
生
労
働
省
）

（
イ
）
「
子
ど
も
を
事

　
　
　
故
か
ら
守
る
！

　
　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク

　
　
　
ト
」
の
普
及
活

　
　
　
動
の
実
施
状
況

（
ロ
）
分
析
・
調
査
の

　
　
　
実
施
状
況

実
態
把
握
を

行
い
、
地
方

公
共
団
体
に

対
応
を
要
請

【
消
費
者
庁
、

厚
生
労
働
省
、

関
係
省
庁

等
】

継
続
的
に
事
故
情
報
を
収
集
し
、
美
容
師
へ
の
教
育
や
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
指
導
監
督
を
実
施
【
消
費
者

庁
、
厚
生
労
働
省
、
関
係
省
庁
等
】

「
子
供
の
事
故
防
止
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
連
絡
会
議
」
の
開
催
【
消
費
者
庁
、
関
係
府
省
庁
】

「
子
ど
も
を
事
故
か
ら
守
る
!プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
展
開
、
子
ど
も
の
不
慮
の
事
故
を
防
止
す
る
た
め
の
普
及
活
動
の
推
進
等

【
消
費
者
庁
、
経
済
産
業
省
、
関
係
府
省
庁
等
】

子
ど
も
の
事
故
の
動
向
の
分
析
及
び
子
供
の
事
故
に
関
す
る
保
護
者

等
の
意
識
・
行
動
調
査
の
実
施
【
消
費
者
庁
】

子
ど
も
の
事
故
の
動
向
の
分
析

【
消
費
者
庁
】
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（
１
）
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

⑧
危
険
ド
ラ

　
ッ
グ
対
策

　
の
推
進

（
イ
）
国
内
外
で
流
通

　
　
　
が
確
認
さ
れ
た

　
　
　
危
険
ド
ラ
ッ
グ

　
　
　
に
含
ま
れ
る
物

　
　
　
質
の
指
定
薬
物

　
　
　
へ
の
指
定
状
況

（
ロ
）
危
険
ド
ラ
ッ
グ

　
　
　
の
監
視
指
導
等

 
 
 
 
 
 
の
強
化
状
況

（
ハ
）
調
査
を
実
施
し

　
　
　
た
通
信
販
売
サ

　
　
　
イ
ト
数
、
表
示

　
　
　
の
是
正
要
請
し

　
　
　
た
通
信
販
売

　
　
　
サ
イ
ト
数
、
行

　
　
　
政
処
分
し
た
通

　
　
　
信
販
売
サ
イ
ト

　
　
　
運
営
事
業
者
数

（
ニ
）
普
及
啓
発
活

　
　
　
動
の
実
施
状
況

（
ホ
）
薬
物
乱
用
防
止

　
　
　
教
育
の
取
組
状

　
　
　
況

（
ヘ
）
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ

　
　
　
（
国
連
薬
物
・

　
　
　
犯
罪
事
務
所
）

　
　
　
が
実
施
す
る
グ

　
　
　
ロ
ー
バ
ル
Ｓ
Ｍ

　
　
　
Ａ
Ｒ
Ｔ
プ
ロ
グ

　
　
　
ラ
ム
へ
の
協

　
　
　
力
状
況

（ １ ） 事 故 の 未 然 防 止 の た め の 取 組

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

Ｋ
Ｐ
Ｉ

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

＜
第
五
次
薬
物
乱
用
防
止
五
か
年
戦
略
等
の
推
進
＞

<
第
四
次
薬
物
乱
用
防
止
五
か
年
戦
略
等
の
推
進
>

【
内
閣
官
房
、
内
閣
府
、
警
察
庁
、
消
費
者
庁
、

総
務
省
、
法
務
省
、
外
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科

学
省
、
厚
生
労
働
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通

省
、
海
上
保
安
庁
】

・
危
険
ド
ラ
ッ
グ
に
含
ま
れ
る
物
質
の
指
定
薬
物
へ
の
指
定

・
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
を
踏
ま
え
た
指
導
取
締
の
徹
底
【
厚
生
労
働
省
】

Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
が
実
施
す
る
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
継
続
的
な
拠
出

危
険
ド
ラ
ッ
グ
に
係
る
各
種
国
際
会
議
へ
の
積
極
的
な
参
加
【
外
務
省
】

危
険
ド
ラ
ッ
グ
の
監
視
指
導
等
の
強
化
【
厚
生
労
働
省
、
警
察
庁
、
消
費
者
庁
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
海
上
保
安
庁
】

特
定
商
取
引
法
に
基
づ
く
危
険
ド
ラ
ッ
グ
の
通
信
販
売
サ
イ
ト
に
対
す
る
表
示
の
是
正
要
請
等
、
関
係
機
関
に
対
す
る
情
報

提
供
（
不
定
期
）
【
消
費
者
庁
、
警
察
庁
、
厚
生
労
働
省
】

危
険
ド
ラ
ッ
グ
の
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
【
内
閣
府
、
警
察
庁
、
消
費
者
庁
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、

国
土
交
通
省
、
関
係
省
庁
等
】

学
校
に
お
け
る
薬
物
乱
用
防
止
教
育
の
充
実

【
文
部
科
学
省
、
警
察
庁
、
厚
生
労
働
省
、
関
係
省
庁
等
】

危
険
ド
ラ
ッ
グ
問
題
の
動
向
を
踏

ま
え
つ
つ
、
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
と
の
連

携
を
追
求
【
外
務
省
】

※
第
５
次
薬
物
乱
用
防
止
五
ヵ
年
戦
略
の
策
定
時
に
お
い
て
、

施
策
の
内
容
等
が
整
理
さ
れ
る
見
込
み
。
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（
１
）
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

（ １ ） 事 故 の 未 然 防 止 の た め の 取 組

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
新
た
に
指
定
し
た
指
定
薬
物
：
９
物
質
（
平
成
2
9
年
度
（
平
成
2
9
年
1
2
月
１
日
時
点
）
）

（
ロ
）

　
・
地
方
厚
生
局
麻
薬
取
締
部
に
お
い
て
、
平
成
2
8
年
、
医
薬
品
医
療
機
器
法
違
反
で
9
4
事
件
8
8
名
を
検
挙
し
た
（
平
成
2
7
年
：
1
4
2
事
件
1
6
6
名
）
。

 
 
 
 
水
際
の
検
査
命
令
対
応
と
し
て
、
平
成
2
9
年
1
2
月
末
時
点
で
指
定
薬
物
相
当
の
輸
入
品
9
3
物
品
の
輸
入
通
関
を
差
し
止
め
、
そ
の
う
ち
2
3
物
品
に

 
 
 
 
検
査
命
令
を
実
施
（
平
成
2
8
年
度
：
指
定
薬
物
相
当
の
輸
入
品
6
6
物
品
の
輸
入
通
関
を
差
し
止
め
、
そ
の
う
ち
2
1
物
品
に
検
査
命
令
を
実
施
）
。

 
 
 
（
厚
生
労
働
省
）

 
 
・
平
成
2
9
年
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
関
連
事
件
を
6
2
8
事
件
（
前
年
比
：
2
7
.
3
％
減
）
、
6
5
1
人
（
前
年
比
：
2
9
.
2
％
減
）
検
挙
し
た
（
平
成
2
8
年
：
8
6
4
事
件
、

　
　
9
2
0
人
）
。
（
警
察
庁
）

 
 
・
平
成
2
9
年
の
税
関
に
お
け
る
指
定
薬
物
の
摘
発
件
数
：
2
7
4
件
（
前
年
比
：
4
2
.
5
％
減
）
（
財
務
省
）

（
ハ
）

 
 
・
削
除
要
請
し
た
サ
イ
ト
数
：
3
0
3
、
そ
の
う
ち
閉
鎖
さ
れ
た
サ
イ
ト
数
：
2
4
7
（
平
成
2
6
年
1
2
月
か
ら
平
成
2
8
年
1
2
月
ま
で
）
（
厚
生
労
働
省
）

 
 
・
平
成
2
9
年
度
に
お
い
て
、
調
査
を
実
施
し
た
サ
イ
ト
数
 
：
1
1
（
平
成
2
8
年
度
：
1
0
）
、
表
示
の
是
正
を
要
請
し
た
通
信
販
売
サ
イ
ト
数
 
：
１

　
　
（
平
成
2
8
年
度
：
1
0
）
（
消
費
者
庁
）

（
ニ
）

 
 
・
各
種
広
報
啓
発
活
動
の
推
進
に
よ
り
、
国
民
の
規
範
意
識
や
薬
物
根
絶
意
識
の
醸
成
が
図
ら
れ
た
。
（
警
察
庁
）

 
 
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
薬
物
乱
用
防
止
教
室
を
通
じ
た
普
及
啓
発
を
実
施
中
。
（
財
務
省
）

　
・
「
ダ
メ
。
ゼ
ッ
タ
イ
。
」
普
及
運
動
等
の
国
民
的
啓
発
運
動
に
あ
わ
せ
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
等
の
危
険
性
・
有
害
性
の
周
知
徹
底
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

 
 
 
 
の
実
施
等
、
広
報
啓
発
活
動
の
推
進
を
図
っ
た
。
ま
た
、
関
係
機
関
や
薬
物
乱
用
防
止
教
室
に
お
い
て
講
演
を
実
施
し
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
等
の
危

 
 
 
 
険
性
・
有
害
性
に
つ
い
て
意
識
の
醸
成
を
図
っ
た
。
（
厚
生
労
働
省
）

 
 
・
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
し
、
監
査
や
啓
発
活
動
の
推
進
等
を
通
じ
、
薬
物
の
使
用
禁
止
の
徹
底
を
図
る
。
（
国
土
交
通
省
）

 
 
・
平
成
2
9
年
に
お
い
て
は
、
非
行
防
止
教
室
を
1
,
6
5
4
件
（
平
成
2
8
年
：
1
,
8
7
5
件
）
開
催
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
薬
物
乱
用
問
題
を
取
り
扱
っ
た
。

 
 
 
（
法
務
省
）

　
・
講
演
会
の
開
催
等
を
通
じ
、
産
業
界
等
に
対
し
て
、
我
が
国
に
お
け
る
麻
薬
等
原
材
料
輸
出
規
制
制
度
等
の
周
知
そ
の
他
関
連
情
報
に
つ
い
て
提

　
　
供
を
行
う
と
と
も
に
、
事
業
者
に
お
け
る
自
主
管
理
の
徹
底
等
を
要
請
し
た
。
（
経
済
産
業
省
）

 
 
・
海
上
保
安
庁
緊
急
通
報
用
電
話
番
号
「
１
１
８
番
」
を
積
極
的
に
広
報
し
、
薬
物
密
輸
事
犯
等
の
情
報
提
供
を
一
般
国
民
に
対
し
て
広
く
呼
び
掛

 
 
 
 
け
た
。
（
海
上
保
安
庁
）

（
ホ
）
薬
物
乱
用
防
止
教
室
の
開
催
率
（
平
成
2
8
年
度
実
績
）
（
文
部
科
学
省
）

 
 
・
小
学
校
：
7
7
.
3
％
（
平
成
2
7
年
度
：
7
6
.
2
％
）

 
 
・
中
学
校
：
9
1
.
0
％
（
平
成
2
7
年
度
：
8
8
.
9
％
）

 
 
・
高
等
学
校
：
8
6
.
3
％
（
平
成
2
7
年
度
：
8
4
.
6
％
）

 
 
・
中
等
教
育
学
校
：
7
6
.
9
％
（
平
成
2
7
年
度
：
7
8
.
0
％
）

（
ヘ
）
平
成
2
9
年
度
に
お
い
て
も
、
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｄ
Ｃ
が
実
施
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｓ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
し
、
1
5
万
ド
ル
を
拠
出
し
た
（
平
成
2
8
年

 
 
 
 
度
：
1
5
万
ド
ル
拠
出
）
。
（
外
務
省
）

⑧
危
険
ド
ラ

　
ッ
グ
対
策

　
の
推
進
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（
１
）
事
故
の
未
然
防
止
の
た
め
の
取
組

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
臍
帯
血
を
用
い
た
医
療
の
適
切
な
提
供
に
関
す
る
検
証
・
検
討
会
議
に
お
け
る
継
続
的
な
検
証
と
検
討
：
平
成
2
9
年
1
1
月
に
開
催

（
ロ
）
臍
帯
血
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
か
ら
の
事
業
実
績
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
公
開
と
確
認
等
：
６
社
に
つ
い
て
事
業
の
実
施
状
況
・
実
績
等
を
確
認

⑨
臍
帯
血
を

　
用
い
た
医

　
療
の
適
切

　
な
提
供
に

　
関
す
る
検

　
証
・
検
討

（ １ ） 事 故 の 未 然 防 止 の た め の 取 組

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（
イ
）
臍
帯
血
を
用
い

　
　
　
た
医
療
の
適
切

　
　
　
な
提
供
に
関
す

　
　
　
る
検
証
・
検
討

　
　
　
会
議
に
お
け
る

　
　
　
継
続
的
な
検
証

　
　
　
と
検
討

（
ロ
）
臍
帯
血
プ
ラ
イ

　
　
　
ベ
ー
ト
バ
ン
ク

　
　
　
か
ら
の
事
業
実

　
　
　
績
の
ウ
ェ
ブ
サ

　
　
　
イ
ト
公
開
と
確

　
　
　
認
等

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

「
臍
帯
血
を
用
い
た
医
療
の
適
切
な
提
供
に
関
す
る
検
証
・
検
討
会
議
」
に

お
い
て
、
臍
帯
血
の
品
質
管
理
・
安
全
性
の
確
保
、
契
約
者
へ
の
情
報
提
供

な
ど
に
つ
い
て
の
実
効
性
を
継
続
的
に
検
証
・
検
討
【
厚
生
労
働
省
】

臍
帯
血
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
か
ら
届
出
の
あ
っ
た
事
業
実
績
等
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

公
開
等
【
厚
生
労
働
省
】

臍
帯
血

プ
ラ
イ

ベ
ー
ト

バ
ン
ク

へ
の
業

務
内
容

等
の
届

出
依
頼
、

関
係
機

関
に
対

す
る
公

的
バ
ン

ク
の
周

知
依
頼

等
【
厚

生
労
働

省
】
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１ 消費者の安全の確保 

（１）事故の未然防止のための取組 

① 身近な化学製品等に関する理解促進 

② 家庭用化学製品の安全対策のための「安全確保マニュアル作成の手引き」作成 

③ 軽井沢スキーバス事故を受けた対応  

8



④ 住宅・宅地における事故の防止 

9



10



⑦ 子どもの不慮の事故を防止するための取組 

⑧ 危険ドラッグ対策の推進 

11



12



13



⑨ 臍帯血を用いた医療の適切な提供に関する検証・検討 

14



15



16



17



18



（
２
）
消
費
者
事
故
等
の
情
報
収
集
及
び
発
生
・
拡
大
防
止

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ２ ） 消 費 者 事 故 等 の 情 報 収 集 及 び 発 生 ・ 拡 大 防 止

⑤
道
路
運
送

　
車
両
法
に

　
基
づ
く
自

　
動
車
の
リ

　
コ
ー
ル
の

　
迅
速
か
つ

　
着
実
な
実

　
施

（
イ
）
法
令
等
の
見
直

　
　
　
し
状
況
：
平
成

　
　
　
1
8
年
法
令
改

　
　
　
正
、
平
成
2
3

　
　
　
年
通
達
改
正

（
ロ
）
リ
コ
ー
ル
届
出

　
　
　
件
数
：
3
5
5

 
 
 
 
 
 
件
、
リ
コ
ー
ル

 
 
 
 
 
 
対
象
台
数
：

 
 
 
 
 
 
9
,
5
5
7
,
8
8
8
台

 
 
 
 
 
 
（
全
て
平
成
2
6

 
 
 
 
 
 
年
度
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
法
令
等
の
見
直
し
状
況
：
自
動
車
の
リ
コ
ー
ル
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
道
路
運
送
車
両
法
改
正
法
が
成
立
し
た
（
平
成
2
7
年
６
月
）
。

（
ロ
）
リ
コ
ー
ル
届
出
件
数
：
3
7
7
件
（
平
成
2
8
年
度
：
3
6
4
件
）
、
リ
コ
ー
ル
対
象
台
数
：
7
,
7
0
2
,
3
4
0
台
（
平
成
2
8
年
度
：
1
5
,
8
4
8
,
4
0
1
台
）

⑥
高
齢
者
向

 
 
け
住
ま
い

 
 
に
お
け
る

 
 
安
全
の
確

 
 
保

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基

づ
く
自
治
体
の
指
導

指
針
に
お
け
る
事
故

予
防
・
対
応
に
係
る

規
定
の
追
加
状
況

(
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

 
厚
生
労
働
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
の
指
導
指
針
の
反
映
状
況
：
1
1
4
団
体
の
う
ち
全
て
反
映
済
み
（
平
成
2
8
年
度
：
1
1
3
団
体
で

反
映
済
み
）
。

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

事
故
予
防
・

対
応
の
規
定

を
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
位
置

付
け
【
厚
生

労
働
省
】

事
故
発
生
の
防
止
、
事
故
発
生
時
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
運
用
を
徹
底
【
厚
生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
】

自
動
車
ユ
ー
ザ
ー
等
か
ら
の
不
具
合
情
報
の
収
集
・
分
析
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
等
に
対
す
る
監
査
等
及
び
独
立
行
政
法
人
自
動
車
技

術
総
合
機
構
に
お
け
る
技
術
的
検
証
の
実
施
【
国
土
交
通
省
】

19
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④ 製品安全に関する情報の周知 

⑤ 道路運送車両法に基づく自動車のリコールの迅速かつ着実な実施 

⑥ 高齢者向け住まいにおける安全の確保 

22
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（
３
）
的
確
か
つ
迅
速
な
事
故
の
原
因
究
明
調
査
と
再
発
防
止

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ３ ） 的 確 か つ 迅 速 な 事 故 の 原 因 究 明 調 査 と 再 発 防 止

①
消
費
者
安

　
全
調
査
委

　
員
会
に
よ

　
る
事
故
等

　
原
因
調
査

 
 
等
の
実
施

事
故
等
原
因
調
査
等

の
実
施
数
、
申
出
受

付
件
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

 
事
故
等
原
因
調
査
等
の
実
施
数
：
1
5
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
3
件
）

 
申
出
受
付
件
数
：
2
9
4
件
（
平
成
2
8
年
度
：
2
4
9
件
）

 
※
件
数
は
、
消
費
者
安
全
調
査
委
員
会
発
足
（
平
成
2
4
年
1
0
月
）
以
降
の
実
績

②
昇
降
機
、

　
遊
戯
施
設

　
に
お
け
る

　
事
故
の
原

　
因
究
明
、

　
再
発
防
止

（
イ
）
技
術
基
準
の
見

　
　
　
直
し
状
況

（
ロ
）
調
査
結
果
の
公

　
　
　
表

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
昇
降
機
（
平
成
2
8
年
1
1
月
）
・
遊
戯
施
設
（
平
成
2
9
年
２
月
）
の
点
検
項
目
、
遊
戯
施
設
の
客
席
部
分
の
身
体
保
持
装
置
（
同
年
３
月
）
の
基
準
改

　
　
正
を
行
っ
た
（
そ
れ
ぞ
れ
平
成
2
9
年
４
月
、
同
年
1
0
月
、
平
成
3
0
年
４
月
に
施
行
）
。

（
ロ
）
調
査
結
果
（
報
告
書
）
の
公
表
：
９
件
（
平
成
2
7
年
度
～
平
成
2
8
年
度
：
1
2
件
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

昇
降
機
や
遊
戯
施
設
に
係
る
事
故
情
報
・
不
具
合
情
報
の
分
析
、
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
の
事
故
発
生
原
因
解
明
に
係
る
調
査
、
再

発
防
止
対
策
等
に
係
る
調
査
・
検
討
を
踏
ま
え
た
必
要
な
技
術
基
準
の
見
直
し
、
調
査
結
果
の
公
表
、
建
築
基
準
法
改
正
法
（
平
成

2
6
年
６
月
４
日
公
布
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
国
の
調
査
権
限
の
活
用
等
に
よ
る
迅
速
な
原
因
究
明
及
び
そ
れ
を
踏
ま
え
た
再
発
防
止

等
【
国
土
交
通
省
】

昇
降
機
等
の
点
検
項
目
の
見
直

し
【
国
土
交
通
省
】

遊
戯
施
設
の
客
席
部
分
の
離
隔
距
離
の
技
術
基
準

の
見
直
し
の
検
討
・
実
施
【
国
土
交
通
省
】

事
故
等
原
因
の
調
査
【
消
費
者
庁
】

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
【
消
費
者
庁
】

改
正
法
施
行
後
５
年
見
直
し

必
要
に
応

じ
て
措
置

を
実
施

【
消
費
者

庁
】

改
正
法
の
規
定
の

施
行
状
況
に
関
す

る
検
討
【
消
費
者

庁
】

遊
戯
施
設
の
客
席
部
分
の
身
体

保
持
装
置
の
技
術
基
準
の
見
直

し
【
国
土
交
通
省
】
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（
３
）
的
確
か
つ
迅
速
な
事
故
の
原
因
究
明
調
査
と
再
発
防
止

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ３ ） 的 確 か つ 迅 速 な 事 故 の 原 因 究 明 調 査 と 再 発 防 止

③
国
民
生
活

　
セ
ン
タ
ー

　
に
お
け
る

　
商
品
テ
ス

　
ト
の
実
施

地
方
公
共
団
体
か
ら

の
商
品
テ
ス
ト
依
頼

へ
の
対
応
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

 
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
商
品
テ
ス
ト
依
頼
に
対
応
し
た
件
数
：
3
4
4
件
（
平
成
2
8
年
度
：
3
7
3
件
）

 
対
応
内
容
の
内
訳
は
以
下
の
と
お
り
。

 
・
商
品
テ
ス
ト
を
受
け
付
け
た
件
数
：
2
2
1
件
（
平
成
2
8
年
度
：
2
0
5
件
）

 
・
過
去
の
事
例
や
知
見
に
よ
り
技
術
相
談
し
た
件
数
：
1
2
3
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
6
8
件
）

④
消
費
生
活

　
用
製
品
安

　
全
法
に
基

　
づ
く
事
故

　
情
報
の
分

　
析
と
原
因

　
の
調
査
・

　
究
明
等

重
大
製
品
事
故
の
報

告
件
数
目
標
値
：
前

年
度
比
減

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

 
重
大
製
品
事
故
の
報
告
件
数
：
8
4
5
件
（
平
成
2
8
年
度
：
8
0
2
件
）

⑤
製
品
等
の

　
利
用
に
よ

　
り
生
じ
た

　
事
故
等
の

　
捜
査
等

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

製
品
等
の
利
用
に
よ

り
生
じ
た
事
故
等
に

つ
い
て
関
係
行
政
機

関
に
対
し
通
知
し
た

件
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

 
製
品
等
の
利
用
に
よ
り
生
じ
た
事
故
等
に
つ
い
て
関
係
行
政
機
関
に
対
し
て
通
知
し
た
件
数
：
3
9
件
（
平
成
2
8
年
度
通
知
件
数
：
7
3
件
）
（
警
察
庁
）

⑥
製
品
火
災

　
対
策
の
推

　
進
及
び
火

　
災
原
因
調

　
査
の
連
絡

　
調
整

収
集
し
た
火
災
情
報

の
件
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
8
年

 
製
品
の
不
具
合
に
よ
り
発
生
し
た
と
判
断
さ
れ
た
火
災
：
1
8
8
件
（
平
成
2
7
年
：
1
4
2
件
）
（
総
務
省
消
防
庁
）

有
識
者
や
研
究
機
関
等
の
知
見
を
活
用
し
た
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
も
の
を
始
め
と
す
る
商
品
テ
ス
ト
の
実
施
【
消

費
者
庁
】

「
消
費
者
行
政
新
未
来
創
造
オ
フ
ィ
ス
」
に
お
け

る
、
徳
島
県
を
実
証
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
先
駆
的

な
商
品
テ
ス
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
実
施
【
消
費
者

庁
】

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
等
に
基
づ
く
収
集
さ
れ
た
事
故
情
報
の
原
因
究
明
調
査
、
事
故
の
再
発
防
止
の
た
め
の
必
要
な
措
置
【
消

費
者
庁
、
経
済
産
業
省
】

製
品
等
の
利
用
に
よ
り
生
じ
た
と
疑
わ
れ
る
事
故
等
を
認
知
し
た
際
の
迅
速
な
捜
査
、
関
係
行
政
機
関
と
の
協
力
に
よ
る
再
発
防
止

【
警
察
庁
】

発
火
源
と
な
っ
た
製
品
の
種
類
ご
と
の
火
災
件
数
の
集
計
、
製
造
事
業
者
名
と
製
品
名
等
を
四
半
期
ご
と
に
全
国
の
消
防
機
関
へ
通

知
す
る
と
と
も
に
公
表
、
収
集
し
た
火
災
情
報
の
共
有
と
連
携
し
た
製
品
火
災
対
策
の
推
進
【
総
務
省
消
防
庁
、
経
済
産
業
省
】
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１ 消費者の安全の確保 

（３）的確かつ迅速な事故の原因究明調査と再発防止 

① 消費者安全調査委員会による事故等原因調査等の実施 

② 昇降機、遊戯施設における事故の原因究明、再発防止 

26



③ 国民生活センターにおける商品テストの実施 

④ 消費生活用製品安全法に基づく事故情報の分析と原因の調査・究明等 
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⑤ 製品等の利用により生じた事故等の捜査等 

⑥ 製品火災対策の推進及び火災原因調査の連絡調整 
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

①
食
品
安
全

　
に
関
す
る

　
関
係
府
省

　
の
連
携
の

　
推
進

 
関
係
府
省
間
の
連
携

 
強
化
を
図
る
た
め
の

 
各
種
会
議
の
開
催

 
状
況

 
（
イ
）
関
係
府
省
連

 
 
 
 
 
 
 
絡
会
議
：
年

 
 
 
 
 
 
 
度
内
２
回
開

 
 
 
 
 
 
 
催

 
（
ロ
）
関
係
府
省
連

 
 
 
 
 
 
 
絡
会
議
幹
事

 
 
 
 
 
 
 
会
：
原
則
毎

 
 
 
 
 
 
 
週
開
催

 
（
ハ
）
リ
ス
ク
コ

 
 
 
 
 
 
 
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

 
 
 
 
 
 
 
シ
ョ
ン
担
当

 
 
 
 
 
 
 
者
会
議
：
隔

 
 
 
 
 
 
 
週
開
催

 
（
ニ
）
リ
ス
ク
情
報

 
 
 
 
 
 
 
関
係
府
省
担

 
 
 
 
 
 
 
当
者
会
議
：

 
 
 
 
 
 
 
毎
月
開
催

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
関
係
府
省
連
絡
会
議
：
２
回
（
平
成
2
8
年
度
：
２
回
）

（
ロ
）
関
係
府
省
連
絡
会
議
幹
事
会
：
4
6
回
（
平
成
2
8
年
度
：
4
5
回
開
催
）
（
週
１
回
）

（
ハ
）
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
担
当
者
会
議
：
2
5
回
（
平
成
2
8
年
度
：
2
5
回
）
（
隔
週
１
回
）

（
ニ
）
食
品
リ
ス
ク
情
報
関
係
府
省
担
当
者
会
議
：
1
2
回
（
平
成
2
8
年
度
：
1
2
回
）
（
月
１
回
）

②
リ
ス
ク
評

　
価
機
関
と

　
し
て
の
機

　
能
強
化

海
外
の
リ
ス
ク
評
価

機
関
等
と
の
連
携
状

況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

協
力
覚
書
に
基
づ
き
、
１
機
関
と
定
期
会
合
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
欧
州
食
品
安
全
機
関
と
共
同
で
食
品
の
リ
ス
ク
評
価
分
野
に
お
け
る
国
際
協
力
に
関
す
る

国
際
会
議
を
開
催
し
た
。

新
た
に
１
機
関
と
協
力
覚
書
を
締
結
し
た
。
（
平
成
2
8
年
度
：
１
機
関
と
締
結
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

海
外
の
リ
ス
ク
評
価
機
関
等
と
の
連
携
強
化
、
リ
ス
ク
評
価
に
必
要
な
体
制
整
備
の
継
続
的
実
施
【
食
品
安
全
委
員
会
】

「
食
品
安
全
行
政
に
関
す
る
関
係
府
省
連
絡
会
議
」
を
始
め
と
す
る
各
種
会
議
等
の
定
期
的
な
開
催
、
緊
急
事
態
等
の
発
生
時
に

お
け
る
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応
【
消
費
者
庁
、
食
品
安
全
委
員
会
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
環
境
省
】
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

③
食
品
安
全

　
に
関
す
る

　
リ
ス
ク
管

　
理

（
イ
）
食
品
添
加
物
の

　
　
 
 
新
規
指
定
件
数

（
ロ
）
食
品
中
の
農
薬

 
 
 
 
 
 
等
の
残
留
基
準

 
 
 
 
 
 
の
設
定
件
数

（
ハ
）
食
中
毒
事
件
発

 
 
 
 
 
 
生
件
数

（
ニ
）
実
態
調
査
の
実

 
 
 
 
 
 
施
件
数

（
ホ
）
低
減
対
策
を
ま

 
 
 
 
 
 
と
め
た
指
針
等

 
 
 
 
 
 
の
作
成
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
食
品
添
加
物
の
新
規
指
定
件
数
：
０
件
（
平
成
2
8
年
度
：
５
件
）

（
ロ
）
食
品
中
の
農
薬
等
の
残
留
基
準
の
設
定
件
数
：
4
3
件
（
平
成
2
8
年
度
：
6
0
件
）

（
ハ
）
食
中
毒
事
件
発
生
件
数
：
1
,
0
1
4
件
（
平
成
2
8
年
：
1
,
1
3
9
件
）

（
ニ
）
危
害
要
因
に
関
す
る
実
態
調
査
の
実
施
件
数
：
2
3
件
（
平
成
2
8
年
度
：
2
9
件
）

（
ホ
）
低
減
対
策
を
ま
と
め
た
指
針
等
の
作
成
状
況
：
1
0
本
（
平
成
2
8
年
度
：
1
0
本
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
食
品
等
の
規
格
基
準
等
の
設
定
や
食
品
の
監
視
指
導
の
実
施
【
厚
生
労
働
省
】

国
産
農
産
物
等
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
危
害
要
因
に
関
す
る
実
態
調
査
や
低
減
対
策
の
検
討
等
の
実
施
【
農
林
水
産
省
】

※
危
害
要
因
ご
と
に
順
次
調
査
を
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
低
減
対
策
の
検
討
等
を
実
施
す
る
。
実
施
時
期
は
危
害
要
因
に
よ
り

異
な
る
。
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

④
食
品
の
安

　
全
性
に
関

　
す
る
リ
ス

　
ク
コ
ミ
ュ

　
ニ
ケ
ー
シ

　
ョ
ン
の
推

　
進

意
見
交
換
会
の
開
催

回
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

　
平
成
2
9
年
度
に
開
催
し
た
意
見
交
換
会
：
1
1
回
実
施
（
平
成
2
8
年
度
：
1
4
回
実
施
）

 
【
消
費
者
庁
、
食
品
安
全
委
員
会
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
環
境
省
等
】

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

各
年
度
、
時
宜
に
適
っ
た
テ
ー
マ
を
選
定
し
、
食
品
の
安
全
性
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
継
続
的
に
推
進

【
消
費
者
庁
、
食
品
安
全
委
員
会
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
環
境
省
等
】

「
総
合
的
な
T
P
P
等
関
連
政
策
大
綱
」
も
踏
ま
え
、
食
品
の
安
全
性

全
般
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
【
消
費
者

庁
、
内
閣
官
房
、
食
品
安
全
委
員
会
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産

省
、
環
境
省
等
】

食
の
安
全
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
等
を
通
じ
て
広
く
提
供
す
る
な
ど
、

消
費
者
へ
の
わ
か
り
や
す
い
情
報
発
信
の
取

組
【
消
費
者
庁
、
関
係
府
省
】

「
食
品
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
報
告

書
」
を
踏
ま
え
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
リ
ス
ク
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
【
消
費
者
庁
、
食
品
安
全
委
員
会
、

厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
環
境
省
】
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

⑤
輸
入
食
品

　
の
安
全
性

　
の
確
保

輸
入
食
品
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
検
査
目
標
達
成

率 目
標
値
：
1
0
0
％

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
8
年
度

　
輸
入
食
品
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
目
標
達
成
率
：
1
0
2
％
（
平
成
2
7
年
度
：
1
0
2
％
）

　
※
輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
で
定
め
た
検
査
目
標
件
数
を
超
え
て
検
査
を
実
施
し
た
た
め
、
1
0
0
％
を
超
過
し
た
数
値
と
な
っ
て
い
る
。

⑥
食
品
中
の

　
放
射
性
物

　
質
に
関
す

　
る
消
費
者

　
理
解
の
増

　
進

（
イ
）
理
解
増
進
の
取

　
　
　
組
見
直
し
の
実

　
　
　
施
状
況

（
ロ
）
検
査
機
器
の
貸

　
　
　
与
の
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

　
（
イ
）

　
・
消
費
者
に
最
近
の
情
報
を
届
け
る
た
め
、
改
訂
し
た
冊
子
「
食
品
と
放
射
能
Ｑ
＆
Ａ
」
（
第
1
2
版
）
、
「
食
品
と
放
射
能
Ｑ
＆
Ａ
ミ
ニ
」
（
第
４
版
）

　
　
を
平
成
3
0
年
３
月
に
公
表
。

　
・
「
風
評
被
害
に
関
す
る
消
費
者
意
識
調
査
の
実
態
調
査
」
の
第
1
1
回
を
平
成
3
0
年
２
月
に
実
施
し
、
調
査
結
果
を
公
表
。

　
・
「
放
射
性
物
質
を
テ
ー
マ
と
し
た
食
品
安
全
に
関
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
意
識
調
査
」
を
平
成
3
0
年
１
月
に
実
施
し
、
調
査
結
果
を
公
表
。

　
（
ロ
）
※
平
成
2
9
年
度

　
　
貸
与
台
数
：
2
6
6
台
（
2
0
6
地
方
公
共
団
体
）
（
平
成
2
8
年
度
：
2
9
1
台
（
2
2
5
地
方
公
共
団
体
）
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
に
基
づ
く
、
輸
出
国
、
輸
入
時
（
水
際
）
、
国
内
流
通
時
の
三
段
階
の
監
視
指
導
の
実
施
。
必
要
な
食
品

衛
生
監
視
員
の
確
保
な
ど
に
よ
る
輸
入
食
品
監
視
体
制
の
充
実
。
【
厚
生
労
働
省
】

※
輸
出
国
に
お
け
る
生
産
地
の
事
情
等
を
踏
ま
え
て
、
年
度
ご
と
に
輸
入
食
品
監
視
指
導
計
画
を
策
定

在
外
公
館
の
「
食
の
安
全
」
担
当
官
に
よ
る
関
係
政
府
機
関
と
の
連
絡
体
制
の
構
築
と
、
個
別
問
題
の
発
生
時
の
情
報
収
集
及
び

働
き
掛
け
等
の
体
制
整
備
・
維
持
【
外
務
省
】

関
係
府
省
、
地
方
公
共
団
体
、
消
費
者
団
体
等
と
連
携
し
、
食
品
中
の
放
射
性
物
質
に
関
す
る
消
費
者
理
解
の
増
進
の
た
め
、
正
確

な
情
報
提
供
を
継
続
し
て
実
施
【
消
費
者
庁
、
関
係
府
省
等
】

※
環
境
変
化
に
応
じ
て
、
理
解
増
進
の
取
組
を
見
直
し

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
住
民
が
消
費
す
る
食
品
等
の
放
射
性
物
質
検
査
体
制
の
支
援
（
検
査
機
器
の
貸
与
等
）
【
消
費
者
庁
】

「
風
評
被
害
に
関
す
る
消
費
者
意
識
の
実
態
調
査
」
の
実
施
【
消
費
者
庁
】
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

⑦
農
業
生
産

　
工
程
管
理

（
Ｇ
Ａ
Ｐ
）

　
の
普
及
推

　
進

（
イ
）
各
県
内
の
Ｇ
Ａ

　
　
　
Ｐ
指
導
体
制
に

　
　
　
お
け
る
指
導
員

　
　
　
数
を
全
国
で

　
　
　
1
,
0
0
0
人
以
上

　
　
　
育
成
確
保

 
　
 
（
平
成
3
0
年
度

　
　
　
中
）

（
ロ
）
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
認
証

 
 
 
 
 
 
取
得
数
を
平
成

 
 
 
 
 
 
2
9
年
４
月
か
ら

　
　
　
３
倍
以
上
に
拡

　
　
　
大

 
　
 
（
平
成
3
1
年
度
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

　
各
都
道
府
県
に
お
け
る
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
指
導
員
数
：
2
9
0
名
（
平
成
2
9
年
６
月
１
日
時
点
）

　
国
内
に
お
け
る
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
認
証
取
得
経
営
体
数
：
約
4
,
5
0
0
経
営
体
（
平
成
2
9
年
４
月
末
時
点
）

⑧
中
小
規
模

　
層
の
食
品

　
製
造
事
業

　
者
の
Ｈ
Ａ

　
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導

　
入
の
促
進

食
品
製
造
事
業
者
に

お
け
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ

に
沿
っ
た
衛
生
管
理

を
実
施
し
て
い
る
事

業
者
の
割
合

目
標
値
：
8
0
％
（
平

成
3
3
年
度
）

（
K
P
I
の
現
状
）

　
食
品
製
造
事
業
者
に
お
け
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
基
づ
く
衛
生
管
理
を
実
施
し
て
い
る
事
業
者
の
割
合
：
2
9
％

（
平
成
2
8
年
度
食
品
製
造
業
に
お
け
る
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
状
況
実
態
調
査
結
果
）
（
平
成
2
7
年
度
：
2
3
％
）

※
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
の
制
度
化
等
を
含
む
「
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
第
1
9
6
回
通
常
国
会
に
提
出
し
て
い
る
。

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
等
の
活
用

に
よ
る
、
普

及
啓
発
「
輸

出
用
Ｇ
Ａ
Ｐ

等
普
及
推
進

事
業
」
に
よ

る
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
則

し
た
Ｇ
Ａ
Ｐ

の
導
入
促
進

【
農
林
水
産

省
】

・
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
支
援
法
に
基
づ
く
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
や
高
度
化
基
盤
整
備
に
関
す
る
長
期
低
利
融
資
の
支
援

・
中
小
規
模
の
食
品
事
業
者
を
主
な
対
象
と
し
て
、
高
度
化
基
盤
整
備
の
普
及
・
定
着
の
た
め
の
研
修
、
衛
生
管
理
計
画
作
成
の

た
め
の
研
修
、
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
導
入
の
た
め
の
現
場
責
任
者
・
指
導
者
養
成
の
た
め
の
研
修
、
消
費
者
の
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
へ
の
理
解

促
進
の
取
組
等
の
支
援
【
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
】

（
Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
：
危
害
要
因
分
析
・
重
要
管
理
点
）

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
の
制
度
化
を
踏
ま
え
た
、
食
品

事
業
者
向
け
手
引
書
の
作
成
支
援
【
農
林
水

産
省
】

指
導
体
制
の
強
化
等
を
通
じ
た
、
国
際
水
準
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
取
組
及
び
認
証
取
得
の

拡
大
促
進
【
農
林
水
産
省
】

ほ
ぼ
全
て
の
国
内
の
産
地
で

国
際
水
準
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
取
組
の

拡
大
促
進
【
農
林
水
産
省
】

Ｈ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に
沿
っ
た
衛
生
管
理
の
制
度
化
の
検
討
、
食
品

等
事
業
者
団
体
が
策
定
す
る
手
引
書
の
策
定
過
程
で
の
助
言

及
び
確
認
【
厚
生
労
働
省
】
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

⑨
食
品
の
ト

　
レ
ー
サ
ビ

　
リ
テ
ィ
の

　
推
進

（
イ
）
米
ト
レ
ー
サ
ビ

　
　
　
リ
テ
ィ
法
に
係

　
　
　
る
取
引
記
録
の

　
　
　
作
成
・
保
存
の

　
　
　
適
正
実
施
率

　
　
　
（
適
正
実
施
率

　
　
　
（
％
）
＝
1
0
0

　
　
　
－
｛
（
違
反
件

　
　
　
数
／
立
入
検

　
　
　
査
件
数
）
×

　
　
　
1
0
0
｝
）

（
ロ
）
食
品
ト
レ
ー
サ

　
　
　
ビ
リ
テ
ィ
の
取

　
　
　
組
状
況

　
（
K
P
I
の
現
状
）

　
（
イ
）
※
平
成
2
9
年
度

　
　
・
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
に
係
る
取
引
記
録
の
作
成
・
保
存
の
適
正
実
施
率
：
平
成
2
8
年
度
：
9
9
.
8
％
（
平
成
2
7
年
度
：
9
9
.
6
％
）
（
農
林
水
産
省
）

　
　
・
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
に
係
る
取
引
記
録
の
作
成
・
保
存
の
適
正
実
施
率
（
平
成
2
9
年
４
月
か
ら
同
年
９
月
ま
で
の
集
計
値
）
：
9
9
.
5
％

　
　
　
（
平
成
2
8
年
度
：
9
9
.
4
％
、
平
成
2
7
年
度
(
平
成
2
7
年
７
月
か
ら
平
成
2
8
年
３
月
ま
で
の
集
計
値
)
：
9
9
.
0
％
）
（
国
税
庁
）

　
（
ロ
）
※
平
成
2
8
年
度

　
　
・
生
産
者
に
お
け
る
基
礎
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
取
組
率
：
7
2
.
4
％

　
　
・
流
通
加
工
業
者
に
お
け
る
内
部
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
取
組
率
：
4
4
.
5
％

⑩
食
品
関
係

　
事
業
者
の

　
コ
ン
プ
ラ

　
イ
ア
ン
ス

　
の
徹
底
促

　
進

食
品
関
係
事
業
者
の

企
業
行
動
規
範
等
策

定
率
及
び
策
定
後
の

見
直
し
・
改
善
の
実

施
率

策
定
率
 
：
 
8
0
%

改
定
率
 
：
 
8
0
%

　
（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
8
年
度
末
時
点

　
食
品
関
係
事
業
者
の
企
業
行
動
規
範
等
策
定
率
及
び
策
定
後
の
見
直
し
・
改
善
の
実
施
率

　
策
定
率
：
6
8
％
（
平
成
2
7
年
度
：
7
1
％
）
、
改
定
率
：
6
8
％
（
平
成
2
7
年
度
：
6
9
％
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

「
実
践
的
な

マ
ニ
ュ
ア

ル
」
の
内
容

拡
充
【
農
林

水
産
省
】

「
実
践
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
活
用
し
た
普
及
推
進
活
動
の
実
施
【
農
林
水
産
省
】

（
引
き
続
き
食
品
関
係
企
業
に
お
け
る
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
の
徹
底
を
促
進
）

・
食
品
事
業
者
向
け
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
研
修
の
開
催

・
「
『
食
品
業
界
の
信
頼
性
向
上
自
主
行
動
計
画
』
策
定
の
手
引
き
～
５
つ
の
基
本
原
則
～
」
の
周
知
・
啓
発
【
農
林
水
産
省
】

米
穀
事
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査
等
の
実
施
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
【
農
林
水
産
省
、
国
税
庁
、
消
費
者
庁
】
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

該
当
す
る
事
犯
に
対

す
る
取
締
状
況

　
（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
の
取
締
り
状
況

・
食
品
衛
生
関
係
事
犯
：
2
1
事
件
（
前
年
：
2
1
事
件
）
、
検
挙
人
員
2
8
人
（
前
年
：
4
2
人
）

・
食
品
の
産
地
等
偽
装
表
示
事
犯
：
５
事
件
（
前
年
：
1
1
事
件
）
、
検
挙
人
員
1
0
人
（
前
年
：
2
0
人
）

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

⑪
食
品
衛
生

　
関
係
事
犯

　
及
び
食
品

　
の
産
地
等

　
偽
装
表
示

　
事
犯
の
取

　
締
り
の
推

　
進施
策
名

２
７
年
度

Ｋ
Ｐ
Ｉ

⑫
流
通
食
品

　
へ
の
毒
物

　
混
入
事
件

　
へ
の
対
処

関
係
行
政
機
関
と
の

情
報
交
換
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

発
生
し
た
流
通
食
品
へ
の
毒
物
混
入
事
件
等
は
な
い
。
（
平
成
2
8
年
度
も
な
し
）

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

関
係
機
関
と
連
携
し
た
情
報
収
集
、
食
品
表
示
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
揺
る
が
す
事
犯
や
国
民
の
健
康
を
脅
か
す
可
能
性
が
高
い

事
犯
の
取
締
り
【
警
察
庁
】

流
通
食
品
へ
の
毒
物
混
入
の
疑
い
の
あ
る
事
案
を
認
知
し
た
際
の
迅
速
な
捜
査
、
関
係
行
政
機
関
と
の
相
互
協
力
に
よ
る
被
害
の
未

然
防
止
、
拡
大
防
止
【
警
察
庁
、
関
係
省
庁
等
】
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

⑬
廃
棄
食
品

　
の
不
正
流

　
通
事
案

「
廃
棄
食
品
の
不
正

流
通
に
関
す
る
今
後

の
対
策
」
（
平
成
2
8

年
２
月
2
6
日
　
食
品

安
全
行
政
に
関
す
る

関
係
府
省
連
絡
会
議

申
合
せ
）
に
沿
っ
た

各
行
政
機
関
の
取
組

状
況

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

施
策
名

Ｋ
Ｐ
Ｉ

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
関
係
を
基
に
、
平
成
28
年
２

月
の
局
長
級
会
合
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
方
針
に
基
づ
き
、

対
策
を
実
施
【
関
係
府
省
】

○
食
品
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
対
策

マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
の

強
化
（
平
成
2
9年
通

常
国
会
で
廃
棄
物
処

理
法
改
正
法
が
成

立
）
【
環
境
省
】

・
不
適
正
な
登
録
等

の
検
知
に
資
す
る
よ

う
シ
ス
テ
ム
を
改
修

検
討
を
踏
ま
え
た
対
応
を
実
施
【
環
境
省
】

廃
棄
物
処
理
業
者
の
透
明
性
と
信
頼
性
の
強
化

・
行
政
に
よ
る
廃
棄
物
処
理
業
者
へ
の
監
視
体
制
の
強
化
及
び
関
係
団
体
へ
の
確
認
要
請
【
環
境
省
、
農
林
水
産
省
】

・
適
正
処
理
の
強
化
と
人
材
育
成
等
【
環
境
省
】
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（
４
）
食
品
の
安
全
性
の
確
保

１
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ４ ） 食 品 の 安 全 性 の 確 保

⑬
廃
棄
食
品

　
の
不
正
流

　
通
事
案

　
（
K
P
I
の
現
状
）

　
・
平
成
2
9
年
１
月
に
食
品
関
連
事
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
指
針
（
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
上
の
省
令
）
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
食
品
関
連
事
業
者
向
け
の

　
　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
。
（
農
林
水
産
省
、
環
境
省
）

　
・
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
等
へ
の
立
入
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
、
都
道
府
県
等
へ
通
知
（
平
成
2
8
年
６
月
2
1
日
）
。
（
環
境
省
）

　
・
排
出
事
業
者
責
任
の
徹
底
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
等
へ
通
知
（
平
成
2
9
年
３
月
2
1
日
付
）
す
る
と
と
も
に
、
排
出
事
業
者
が
講
ず
べ
き
具
体
的
な
措
置

 
 
 
 
（
処
理
状
況
の
確
認
等
）
の
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
作
成
に
つ
い
て
も
通
知
(
平
成
2
9
年
６
月
2
0
日
付
)
。
（
環
境
省
）

　
・
平
成
2
8
年
度
か
ら
、
電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
の
改
修
を
実
施
中
。
（
環
境
省
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

排
出
事
業
者
に
よ
る

転
売
防
止
対
策
の
強

化
【
環
境
省
、
農
林

水
産
省
】

・
食
品
事
業
者
が
取

り
組
む
べ
き
指
針

（
食
品
リ
サ
イ
ク

ル
法
上
の
省
令
）

の
見
直
し

・
排
出
事
業
者
責
任

の
徹
底
、
許
可
を

取
消
さ
れ
た
廃
棄

物
処
理
業
者
等
に

対
す
る
措
置
（
平

成
2
9年
通
常
国
会

で
廃
棄
物
処
理
法

が
成
立
）

食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
等
に
基
づ
く
対
応
を
実
施
【
農
林
水
産
省
、
環
境
省
】

食
品
等
事
業
者
に
よ
る
食
品
の
適
正
な
取
扱
い
に
係
る
対
策
【
厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
】

・
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
監
視
指
導
の
徹
底

・
食
品
表
示
法
に
係
る
周
知

○
食
品
関
連
事
業
者
に
よ
る
食
品
の
適
正
な
取
扱
い
に
係
る
対
策
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１ 消費者の安全の確保 

（４）食品の安全性の確保 

① 食品安全に関する関係府省の連携の推進 

② リスク評価機関としての機能強化 
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③ 食品安全に関するリスク管理 

④ 食品の安全性に関するリスクコミュニケーションの推進 
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⑤ 輸入食品の安全性の確保 
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⑥ 食品中の放射性物質に関する消費者理解の増進 

⑦ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及推進 

41



⑧ 中小規模層の食品製造事業者のＨＡＣＣＰ導入の促進 

42



⑨ 食品のトレーサビリティの推進 

⑩ 食品関係事業者のコンプライアンスの徹底促進 

43



⑪ 食品衛生関係事犯及び食品の産地等偽装表示事犯の取締りの推進 

⑫ 流通食品への毒物混入事件への対処 

⑬ 廃棄食品の不正流通事案 
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（
１
）
不
当
な
表
示
を
一
般
的
に
制
限
・
禁
止
す
る
景
品
表
示
法
の
普
及
啓
発
、
厳
正
な
運
用

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ １ ） 不 当 な 表 示 を 一 般 的 に 制 限 ・ 禁 止 す る 景 品 表 示 法 の 普 及 啓 発 、 厳 正 な 運 用

①
景
品
表
示

　
法
の
厳
正

　
な
運
用
及

　
び
執
行
体

　
制
の
拡
充

景
品
表
示
法
に
基
づ
く

措
置
命
令
件
数
（
都
道

府
県
に
よ
る
も
の
を
含

む
。
）
及
び
課
徴
金
納

付
命
令
件
数
並
び
に
指

導
件
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

　
消
費
者
庁
に
よ
る
措
置
命
令
：
5
0
件
（
平
成
2
8
年
度
：
2
7
件
）
、
指
導
：
集
計
中
（
平
成
2
8
年
度
：
1
3
8
件
）

　
課
徴
金
納
付
命
令
：
1
9
件
（
平
成
2
8
年
度
：
１
件
）
、
課
徴
金
納
付
命
令
に
係
る
返
金
計
画
に
対
す
る
処
分
件
数
：
１
件
（
認
定
１
件
）

　
（
平
成
2
8
年
度
：
３
件
（
認
定
２
件
、
不
認
定
１
件
）
）

　
都
道
府
県
に
よ
る
措
置
命
令
：
８
件
（
平
成
2
8
年
度
：
１
件
）

②
景
品
表
示

　
法
の
普
及

　
啓
発

（
イ
）
景
品
表
示
法
に

　
　
　
係
る
説
明
会
の

　
　
　
参
加
者
数
、
説

 
 
 
 
 
 
明
会
に
お
け
る

 
 
 
 
 
 
理
解
度

（
ロ
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

　
　
　
の
配
布
状
況
（

　
　
　
配
布
部
数
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）

　
・
景
品
表
示
法
に
係
る
説
明
会
の
参
加
者
数
：
1
1
,
4
0
0
人
程
度
（
平
成
2
8
年
度
：
1
0
,
4
0
0
人
程
度
）

　
・
講
師
派
遣
回
数
：
1
6
3
回
（
平
成
2
8
年
度
：
1
5
3
回
）

　
・
説
明
会
の
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
見
る
参
加
者
の
理
解
度
：
約
9
5
％
（
平
成
2
8
年
度
：
約
9
4
％
）

　
　
※
消
費
者
庁
か
ら
職
員
を
派
遣
し
た
、
消
費
者
団
体
や
事
業
者
団
体
等
の
団
体
が
主
催
す
る
景
品
表
示
法
に
関
す
る
説
明
会
等
に
お
い
て

　
　
　
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果

（
ロ
）
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
部
数
：
約
6
,
4
7
0
部
（
平
成
2
8
年
度
：
約
9
2
,
6
5
0
部
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

講
師
派
遣
、
説
明
会
の
開
催
、
景
品
表
示
法
に
係
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
等
を
通
じ
た
様
々
な
業
界
に
対
す
る
普
及
啓
発
【
消
費

者
庁
】

不
当
な
表
示
に
係
る
事
案
に
対
す
る
景
品
表
示
法
の
厳
正
な
執
行
【
消
費
者
庁
】

課
徴
金
制
度
の
施
行
状
況
に
係
る
評
価
及
び
必
要
に
応
じ
た
制
度
の
見
直
し
【
消
費
者
庁
】

違
反
事
例
の

整
理
【
消
費

者
庁
】

周
知
活
動
【
消
費
者
庁
】
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（
１
）
不
当
な
表
示
を
一
般
的
に
制
限
・
禁
止
す
る
景
品
表
示
法
の
普
及
啓
発
、
厳
正
な
運
用

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ １ ） 不 当 な 表 示 を 一 般 的 に 制 限 ・ 禁 止 す る 景 品 表 示 法 の 普 及 啓 発 、 厳 正 な 運 用

③
公
正
競
争

　
規
約
の
積

　
極
的
な
活

　
用
、
円
滑

　
な
運
用
の

　
た
め
の
支

　
援

（
イ
）
公
正
競
争
規
約

　
　
　
を
運
用
す
る
関

　
　
　
連
団
体
等
が
主

　
　
　
催
す
る
研
修
会

　
　
　
等
の
参
加
者
数

（
ロ
）
公
正
競
争
規
約

　
　
　
を
運
用
す
る
関

　
　
　
連
団
体
等
へ
の

　
　
　
講
師
派
遣
実
施

　
　
　
率

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
研
修
会
等
の
参
加
者
数
：
4
,
4
0
0
人
程
度
（
平
成
2
8
年
度
：
3
,
2
7
0
人
程
度
）

（
ロ
）
講
師
派
遣
実
施
率
：
1
9
％
（
平
成
2
8
年
度
：
1
7
％
）

 
 
 
 
 
 
※
講
師
派
遣
実
施
率
の
計
算
式
：
（
派
遣
公
正
取
引
協
議
会
数
／
全
公
正
取
引
協
議
会
数
）
×
1
0
0

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

公
正
競
争
規
約
の
積
極
的
な
活
用
、
円
滑
な
運
用
に
向
け
た
事
業
者
の
取
組
の
支
援
【
消
費
者
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
】
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２ 表示の充実と信頼の確保

（１）不当な表示を一般的に制限・禁止する景品表示法の普及啓発、厳正な運用 

① 景品表示法の厳正な運用及び執行体制の拡充 

② 景品表示法の普及啓発 
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③ 公正競争規約の積極的な活用、円滑な運用のための支援 
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
表
示
の
普
及
・
改
善

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

①
家
庭
用
品

　
の
品
質
表

　
示
の
見
直

　
し

（
イ
）
説
明
会
等
の
参

　
　
　
加
者
数
及
び
参

　
　
　
加
者
ア
ン
ケ
ー

　
　
　
ト
に
お
け
る
参

　
　
　
加
者
の
満
足
度

（
ロ
）
新
た
な
洗
濯
表

　
　
　
示
の
認
知
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
1
1
回
の
講
師
派
遣
を
行
っ
た
（
平
成
2
8
年
度
：
1
9
回
）
。
平
成
2
9
年
５
月
に
行
っ
た
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の
講
師
派
遣
で
は
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者

 
 
 
 
の
９
割
超
が
「
役
立
っ
た
」
を
選
ん
で
い
た
。

（
ロ
）
新
し
い
洗
濯
表
示
に
関
し
、
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
す
ご
ろ
く
及
び
か
る
た
を
配
布
す
る
な
ど
、
認
知
度
を
高
め
る
べ
く
普
及
・
啓
発
を
行

 
 
 
 
っ
て
い
る
。
ま
た
、
政
府
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
テ
レ
ビ
の
動
画
コ
ン
テ
ン
ツ
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
配

 
 
 
 
布
し
た
。

（ ２ ） 商 品 ・ サ ー ビ ス に 応 じ た 表 示 の 普 及 ・ 改 善

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
の
普
及
啓
発
活
動
【
消
費
者
庁
】

＜
洗
濯
表
示
の
見
直
し
関
係
＞

・
新
た
な
洗
濯
表
示
の
普
及
啓
発
活
動

【
消
費
者
庁
】

＜
そ
の
他
対
象
品
目
及
び
表
示

の
標
準
の
見
直
し
＞

2
7
年
度

・
見
直
し
の
検
討
（
現
状
調

査
、
勉
強
会
の
運
営
等
）

2
7
～
2
8
年
度

・
政
令
、
府
令
等
の
改
正
（
品

目
関
連
）

・
４
つ
の
規
程
の
改
正

（
表
示
関
連
）

【
消
費
者
庁
】

＜
そ
の
他
対
象
品
目
及
び
表
示
の
標
準
の
見
直
し
＞

改
正
内
容
の
普
及
、
啓
発
活
動
【
消
費
者
庁
】

必
要
に
応
じ
た
対
象
品
目
等
の
見
直
し
【
消
費
者
庁
】
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
表
示
の
普
及
・
改
善

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

②
住
宅
性
能

　
表
示
制
度

　
の
普
及
推

　
進
及
び
評

　
価
方
法
の

　
充
実

住
宅
性
能
表
示
制
度
関

連
の
講
習
会
等
の
実
施

状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

登
録
評
価
機
関
に
よ
る
評
価
員
講
習
会
を
８
回
実
施
。
そ
の
他
、
各
種
講
演
会
等
に
お
い
て
制
度
の
周
知
を
実
施
。

③
省
エ
ネ
性

　
能
表
示
の

　
普
及
促
進

省
エ
ネ
性
能
表
示
の
普

及
活
動
実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
（
平
成
2
9
年
1
2
月
１
日
時
点
）

省
エ
ネ
関
連
の
講
習
会
に
お
い
て
、
省
エ
ネ
性
能
表
示
に
つ
い
て
の
説
明
を
実
施
中
（
平
成
2
9
年
度
：
1
0
9
回
実
施
予
定
（
平
成
2
8
年
度
：
1
9
1
回
実
施
）
。
）
。

④
特
殊
開
錠

　
用
具
の
所

　
持
の
禁
止

　
等
に
関
す

　
る
法
律
に

　
基
づ
く
指

　
定
建
物
錠

　
の
性
能
表

　
示
の
適
正

　
な
運
用

指
定
建
物
錠
の
性
能
表

示
の
検
証
の
実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

平
成
3
0
年
１
月
に
指
定
建
物
錠
の
性
能
表
示
に
つ
い
て
の
検
証
を
実
施
。
（
平
成
2
8
年
度
は
平
成
2
9
年
２
月
に
実
施
）

施
策
名

３
１
年
度

３
０
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ２ ） 商 品 ・ サ ー ビ ス に 応 じ た 表 示 の 普 及 ・ 改 善

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

住
宅
性
能
表
示
制
度
関
連
の
講
習
会
等
に
よ
る
普
及
推
進
、
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
の
評
価
方
法
の
充
実
【
消
費
者
庁
、

国
土
交
通
省
】

省
エ
ネ
関
連
の
講
習
会
等
に
よ
る
普
及
促
進
【
国
土
交
通
省
】

指
定
建
物
錠
の
性
能
表
示
に
つ
い
て
の
検
証
【
警
察
庁
】
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
表
示
の
普
及
・
改
善

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

⑤
医
療
機
関

　
の
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
に

　
よ
る
情
報

　
提
供

地
方
公
共
団
体
に
お
け

る
医
療
広
告
及
び
医
療

機
関
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

関
す
る
相
談
・
指
導
件

数
等

（ ２ ） 商 品 ・ サ ー ビ ス に 応 じ た 表 示 の 普 及 ・ 改 善

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
継
続
的
な
周
知
、
指
導
事
例
等
の
情
報
共
有
【
厚
生
労
働
省
】

地
方
公
共
団

体
に
お
け
る

医
療
広
告
及

び
医
療
機
関

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
関
す
る

相
談
・
指
導

件
数
等
を
把

握
し
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
策

定
等
の
取
組

の
効
果
を
検

証
【
厚
生
労

働
省
】

地
方
公
共
団
体
及
び
医
療
安
全
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
医
療
広
告
及
び
医
療
機
関
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
関
す
る

相
談
（
消
費
生
活
相
談
を
含
む
。
）
及
び
指
導
の
件
数
、
内
容
等
を
把
握
し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
取
組
の
効

果
を
検
証
【
厚
生
労
働
省
、
消
費
者
庁
】

美
容
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
注
意
す
べ
き
事
項
等
に
つ
い
て
の
周
知
【
厚
生
労
働
省
、
消
費

者
庁
】
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
表
示
の
普
及
・
改
善

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

２
８
年
度

２
７
年
度

施
策
名

Ｋ
Ｐ
Ｉ

〔
参
考
〕

３
１
年
度

３
０
年
度

２
９
年
度

（ ２ ） 商 品 ・ サ ー ビ ス に 応 じ た 表 示 の 普 及 ・ 改 善

⑤
医
療
機
関

　
の
ホ
ー
ム

　
ペ
ー
ジ
に

　
よ
る
情
報

　
提
供

（
K
P
I
の
現
状
）

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
医
療
広
告
及
び
医
療
機
関
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
関
す
る
相
談
・
苦
情
件
数
（
う
ち
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
行
政
指
導
を
要
し

た
件
数
）

平
成
2
6
年
度
：
6
6
6
件
（
2
4
6
件
）

平
成
2
7
年
度
：
4
1
1
件
（
1
4
9
件
）

平
成
2
8
年
度
：
4
7
0
件
（
1
1
8
件
）

※
法
令
に
基
づ
か
な
い
調
査
に
対
す
る
任
意
の
回
答
に
基
づ
く
数
値
。

⑥
電
気
通
信

　
サ
ー
ビ
ス

　
に
お
け
る

　
広
告
表
示

　
等
の
適
正

　
化

協
議
会
に
お
け
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
広
告

表
示
等
の
検
証
状
況
、

必
要
に
応
じ
た
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
改
定

（
K
P
I
の
現
状
）

協
議
会
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
広
告
表
示
等
の
検
証
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
を
検
討
中
。

医
療
機
関

に
関
す
る

広
告
規
制

等
の
在
り

方
に
つ
い

て
検
討

【
厚
生
労

働
省
】

・
第
1
9
3回
国
会
で
医
療

法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
成
立

・
施
行
に
向
け
、
省
令
･

新
た
な
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
発
出

・
ネ
ッ
ト
パ
ト
ロ
ー
ル

事
業
に
よ
る
監
視
体

制
の
強
化
等
、
必
要

な
対
策
を
実
施

【
厚
生
労
働
省
】

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
向
上
推
進
協
議
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
踏
ま
え
た
適
切
な
広
告
表
示
の
推
進
【
総
務
省
】

改
正
法
に
基
づ
く
周
知
・
啓
発
活
動
を
実
施

【
厚
生
労
働
省
】
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２ 表示の充実と信頼の確保 

（２）商品・サービスに応じた表示の普及・改善 

① 家庭用品の品質表示の見直し 

② 住宅性能表示制度の普及推進及び評価方法の充実 
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③ 省エネ性能表示の普及促進 

④ 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に基づく指定建物錠の性能表示の適

正な運用 

⑤ 医療機関のホームページによる情報提供 
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⑥ 電気通信サービスにおける広告表示等の適正化 
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（
３
）
食
品
表
示
に
よ
る
適
正
な
情
報
提
供
及
び
関
係
法
令
の
厳
正
な
運
用

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ３ ） 食 品 表 示 に よ る 適 正 な 情 報 提 供 及 び 関 係 法 令 の 厳 正 な 運 用

①
新
た
な
食

　
品
表
示
制

　
度
（
食
品

　
の
機
能
性

　
等
を
表
示

　
す
る
制
度

　
を
含
む
。

　
）
の
円
滑

　
な
施
行
等

（
イ
）
食
品
表
示
制
度

　
　
　
に
関
す
る
消
費

　
　
　
者
の
理
解
度

（
ロ
）
講
師
派
遣
回
数

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

新
た
な
食
品
表
示
制
度
に
関
す
る
消
費
者
、
事
業
者
等
へ
の
普
及
啓
発
【
消
費
者
庁
】

食
品
表
示
法
附
則
第
19
条
の
規

定
に
基
づ
く
見
直
し
の
検
討

【
消
費
者
庁
】

実
態
を
踏
ま
え
た
個
別
課
題
の
検
討
【
消
費
者
庁
】

加
工
食
品
の
原
料
原
産
地
表
示
の
検
討
【
消

費
者
庁
】

遺
伝
子
組
換
え
表
示
の
検
討
【
消
費
者
庁
】

食
品
添
加
物
表
示
の
検
討
【
消
費
者
庁
】

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
等
に
お

け
る
食
品
表
示
の
検
討
【
消
費

者
庁
】

機
能
性
表
示
食
品
制
度
を
始
め
と
す
る
食
品
の
機
能
性
等
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
の
適
切
な
運
用
、
及
び
消
費
者
、
事
業

者
等
に
対
す
る
制
度
に
関
す
る
普
及
啓
発
【
消
費
者
庁
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
】

特
定
保
健
用
食
品
の
製
品
に
係
る
公
開
情
報
の
充

実
【
消
費
者
庁
】

施
行
状
況
の
検
証
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
制

度
の
見
直
し
の
検
討
を
実
施
【
消
費
者
庁
、
厚

生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
】

機
能
性
表
示

食
品
制
度
届
出

デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
改
修

【
消
費
者
庁
】

機
能
性
表
示

食
品
の
届
出
等

に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
等
の
改
正

【
消
費
者
庁
】

新
た
に
施
行
さ
れ
る
機
能
性

表
示
食
品
制
度
の
残
さ
れ
た

検
討
課
題
に
つ
い
て
検
討

【
消
費
者
庁
】
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（
３
）
食
品
表
示
に
よ
る
適
正
な
情
報
提
供
及
び
関
係
法
令
の
厳
正
な
運
用

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
食
品
表
示
制
度
に
関
す
る
消
費
者
の
理
解
度
：
検
討
中

（
ロ
）
講
師
派
遣
回
数
：
1
6
2
回
（
平
成
2
8
年
度
：
7
4
回
）

　
　
　
（
内
訳
：
消
費
者
向
け
 
3
4
回
、
事
業
者
向
け
 
1
1
3
回
、
そ
の
他
（
行
政
機
関
、
学
会
等
）
 
3
2
回
）

　
　
　
　
※
対
象
が
複
数
あ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、
合
計
は
一
致
し
な
い
。

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

（ ３ ） 食 品 表 示 に よ る 適 正 な 情 報 提 供 及 び 関 係 法 令 の 厳 正 な 運 用

①
新
た
な
食

　
品
表
示
制

　
度
（
食
品

　
の
機
能
性

　
等
を
表
示

　
す
る
制
度

　
を
含
む
。

　
）
の
円
滑

　
な
施
行
等

栄
養
成
分
表
示
等
の
活
用
に
向
け
た
消

費
者
教
育
等
【
消
費
者
庁
】

地
方
公
共
団
体
等

に
お
け
る
消
費
者

教
育
の
実
施
【
消

費
者
庁
】

徳
島
県
に
お
け
る
栄
養

成
分
表
示
・
保
健
機
能

食
品
の
消
費
者
教
育
モ

デ
ル
事
業
実
施
【
消
費

者
庁
】

食
品
関
連
事
業
者
等
が
自
主
回
収
情
報
を
行
政
に

報
告
し
、
行
政
が
国
民
に
提
供
す
る
仕
組
み
を
構

築 【
消
費
者
庁
】
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（
３
）
食
品
表
示
に
よ
る
適
正
な
情
報
提
供
及
び
関
係
法
令
の
厳
正
な
運
用

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

②
健
康
食
品

　
も
含
め
た

　
食
品
の
表

　
示
・
広
告

　
の
適
正
化

事
業
者
へ
の
措
置
件
数

（
改
善
要
請
、
指
導
、

勧
告
及
び
命
令
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

改
善
要
請
件
数
：
5
8
0
事
業
者
（
平
成
2
8
年
度
：
3
7
2
事
業
者
）

・
平
成
2
9
年
４
月
2
8
日
公
表
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
健
康
食
品
等
の
虚
偽
・
誇
大
表
示
に
対
す
る
要
請
に
つ
い
て
（
平
成
2
8
年
４
月
～
平
成
2
9
年
３

月
）
」
3
3
6
事
業
者
3
8
9
商
品
（
改
善
率
：
1
0
0
％
）

・
平
成
2
9
年
７
月
2
8
日
公
表
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
健
康
食
品
等
の
虚
偽
・
誇
大
表
示
に
対
す
る
要
請
に
つ
い
て
（
平
成
2
9
年
４
月
～
６
月
）
」
1
0
4
事

業
者
1
2
5
商
品
（
改
善
率
：
1
0
0
％
）

・
平
成
2
9
年
1
1
月
２
日
公
表
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
健
康
食
品
等
の
虚
偽
・
誇
大
表
示
に
対
す
る
要
請
に
つ
い
て
（
平
成
2
9
年
７
月
～
９
月
）
」
1
4
0
事

業
者
1
5
3
商
品
（
改
善
率
：
1
0
0
％
）

・
平
成
3
0
年
１
月
3
1
日
公
表
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
健
康
食
品
等
の
虚
偽
・
誇
大
表
示
に
対
す
る
要
請
に
つ
い
て
（
平
成
2
9
年
1
0
月
～
1
2
月
）
」
8
3
事
業

者
9
2
商
品
（
改
善
率
：
1
0
0
％
）

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ３ ） 食 品 表 示 に よ る 適 正 な 情 報 提 供 及 び 関 係 法 令 の 厳 正 な 運 用

食
品
の
機
能
性
等
を
表
示
す
る
制
度
（
健
康
食
品
を
含
む
食
品
全
般
）
に
関
す
る
監
視
の
強
化
、
健
康
食
品
に
関
す
る
留
意
事
項
の

周
知
徹
底
【
消
費
者
庁
】

食
品
の
機
能

性
等
を
表
示

す
る
制
度
改

正
の
要
否
の

検
討
【
消
費

者
庁
】
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（
３
）
食
品
表
示
に
よ
る
適
正
な
情
報
提
供
及
び
関
係
法
令
の
厳
正
な
運
用

２
　
表
示
の
充
実
と
信
頼
の
確
保

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ ３ ） 食 品 表 示 に よ る 適 正 な 情 報 提 供 及 び 関 係 法 令 の 厳 正 な 運 用

③
関
係
機
関

　
の
連
携
に

　
よ
る
食
品

　
表
示
の
監

　
視
・
取
締

　
り

食
品
表
示
法
に
基
づ
く

措
置
の
実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
（
平
成
2
9
年
1
2
月
１
日
時
点
）

食
品
表
示
法
に
基
づ
く
指
示
：
８
件
、
指
導
（
平
成
2
9
年
９
月
末
時
点
）
：
1
0
7
件
（
平
成
2
8
年
度
：
指
示
1
2
件
、
指
導
2
7
7
件
）
（
消
費
者
庁
、
国
税
庁
、
農
林

水
産
省
）

④
米
穀
等
の

　
産
地
情
報

　
の
伝
達
の

　
適
正
化

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法

に
係
る
産
地
情
報
伝
達

の
適
正
実
施
率

適
正
実
施
率
（
％
）
＝

1
0
0
－
｛
(違
反
件
数
／
立

入
検
査
件
数
）
×
1
0
0
｝

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
（
平
成
2
9
年
９
月
末
時
点
）

・
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
に
係
る
産
地
情
報
伝
達
の
適
正
実
施
率
【
酒
類
を
除
く
】
：
平
成
2
8
年
度
：
8
2
.
9
 
％

　
（
平
成
2
7
年
度
：
8
2
.
8
％
）
（
農
林
水
産
省
）

・
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
に
係
る
産
地
情
報
伝
達
の
適
正
実
施
率
【
酒
類
関
係
】
：
9
7
.
2
％

　
（
平
成
2
8
年
度
：
9
6
.
2
％
、
平
成
2
7
年
度
(
平
成
2
7
年
7
月
か
ら
平
成
2
8
年
3
月
ま
で
の
集
計
値
)
：
9
6
.
7
%
）
（
国
税
庁
）

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

＜
食
品
表
示
に
関
す
る
関
係
法
令
の
効
果
的
な
執
行
＞

食
品
表
示
連
絡
会
の
実
施
等
に
よ
る
関
係
省
庁
間
の
情
報
共
有
・
連
携
強
化
、
都
道
府
県
等
と
国
の
出
先
機
関
と
の
連
携
促
進
・
情

報
共
有
の
支
援

【
消
費
者
庁
、
警
察
庁
、
国
税
庁
、
農
林
水
産
省
】

＜
地
域
に
お
け
る
関
係
機
関
の
連
携
＞

ブ
ロ
ッ
ク
レ
ベ
ル
、
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
の
監
視
協
議
会
の
開
催

【
農
林
水
産
省
、
警
察
庁
、
国
税
庁
、
消
費
者
庁
】

巡
回
調
査
等
の
実
施
【
農
林
水
産
省
、
国
税
庁
】

＜
米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
法
第
４
条
、
第
８
条
の
規
定
に
基
づ
く
違
反
行
為
へ
の
対
応
＞

米
穀
事
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査
等
の
実
施
、
調
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
【
農
林
水
産
省
、
国
税
庁
、
消
費
者
庁
】

Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
等
の
科
学
的
手
法
を
活
用
し
た
食
品
表
示
の
監
視
【
農
林
水
産
省
】
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２ 表示の充実と信頼の確保 

（３）食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用 

① 新たな食品表示制度（食品の機能性等を表示する制度を含む。）の円滑な施行

等 
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② 健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化 

62



③ 関係機関の連携による食品表示の監視・取締り 
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④ 米穀等の産地情報の伝達の適正化 
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（
１
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
横
断
的
な
法
令
の
厳
正
な
執
行
、
見
直
し

（
K
P
I
の
現
状
）

「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成
2
8
年
法
律
第
6
0
号
）
が
、
第
1
9
0
回
国
会
で
成
立
し
、
平
成
2
8
年
６
月
に
公
布
さ
れ
た
。
さ

ら
に
、
消
費
者
委
員
会
の
答
申
の
う
ち
、
法
改
正
事
項
で
は
な
く
、
改
正
法
に
基
づ
く
政
省
令
の
策
定
時
に
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
政
省
令
事
項

に
つ
い
て
は
、
「
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」
（
平
成
2
9
年
政
令
第
1
7
4
号
）
等
が
平
成
2
9
年
６
月
に
公
布
さ
れ
、
法
律
と

併
せ
て
平
成
2
9
年
1
2
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
。

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

業
務
停
止
命
令
：
1
5
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
4
件
）
、
指
示
：
1
7
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
4
件
）
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（
１
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
横
断
的
な
法
令
の
厳
正
な
執
行
、
見
直
し

（
K
P
I
の
現
状
）

消
費
者
政
策
担
当
課
長
会
議
（
平
成
2
9
年
1
1
月
）
に
お
い
て
、
執
行
状
況
把
握
の
た
め
、
同
月
か
ら
関
係
省
庁
等
へ
調
査
を
実
施
し
、
別
表
１
－
１
及
び
１
－
２

（
2
1
6
頁
）
の
と
お
り
執
行
状
況
を
取
り
ま
と
め
た
。

法
の
認
知
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

法
の
認
知
度
：
6
8
.
9
％

（ １ ） 商 品 ・ サ ー ビ ス 横 断 的 な 法 令 の 厳 正 な 執 行 、 見 直 し
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（
１
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
横
断
的
な
法
令
の
厳
正
な
執
行
、
見
直
し

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

消
費
者
安
全
法
第
3
8
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
注
意
喚
起
：
1
0
件
（
平
成
2
8
年
度
1
0
件
）

（ １ ） 商 品 ・ サ ー ビ ス 横 断 的 な 法 令 の 厳 正 な 執 行 、 見 直 し
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（
１
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
横
断
的
な
法
令
の
厳
正
な
執
行
、
見
直
し

（
イ
）
成
年
後
見
制
度

  
  
 利
用
支
援
事
業

  
  
 実
施
状
況
／
成

  
  
 年
後
見
制
度
法

  
  
 人
後
見
支
援
事

  
  
 業
実
施
状
況

  
  
 →
 1
0
0
％

（
ロ
）
成
年
後
見
制
度

  
  
  
利
用
支
援
事
業

　
　
　
／
成
年
後
見
制

　
　
　
度
普
及
啓
発
事

　
　
　
業
実
施
市
区
町

　
　
　
村
数
 →
 増
加

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
8
年
度

（
イ
）
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
実
施
状
況

　
・
高
齢
分
野
（
平
成
2
7
年
度
）
：
8
0
.
2
％
（
平
成
2
6
年
度
：
7
8
.
6
％
）
※
平
成
2
8
年
度
は
集
計
中

　
・
障
害
者
分
野
：
8
5
％
（
平
成
2
7
年
度
：
8
4
％
）

 
 
・
成
年
後
見
制
度
法
人
後
見
支
援
事
業
実
施
状
況
：
1
8
％
（
平
成
2
7
年
度
：
1
5
％
）

（
ロ
）
成
年
後
見
制
度
関
係
事
業
実
施
市
区
町
村
数

　
・
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
（
障
害
者
分
野
）
：
1
,
4
8
5
市
区
町
村
（
平
成
2
9
年
４
月
１
日
時
点
）
、
前
年
比
1
5
市
区
町
村
増
加

　
・
成
年
後
見
制
度
普
及
啓
発
事
業
　
　
　
　
　
　
　
：
　
2
5
7
市
区
町
村
（
平
成
2
9
年
４
月
１
日
時
点
）

（ １ ） 商 品 ・ サ ー ビ ス 横 断 的 な 法 令 の 厳 正 な 執 行 、 見 直 し

※
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３ 適正な取引の実現

（１）商品・サービス横断的な法令の厳正な執行、見直し 

① 特定商取引法の執行強化 

② 特定商取引法の見直し 

③ 特定商取引法の適用除外とされている消費者保護関連法の必要な執行体制強化

及び制度改正 
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④ 消費者契約法の見直し 
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⑤ 消費者の財産被害に対する消費者安全法の厳正な執行等 

⑥ 高齢者、障害者等の権利擁護の推進 
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

・
平
成
2
8
年
５
月
に
「
電
気
通
信
事
業
の
利
用
者
保
護
規
律
に
関
す
る
監
督
の
基
本
方
針
」
を
策
定
、
公
表
し
、
同
年
９
月
に
消
費
者
保
護
ル
ー
ル
の
実
施
状
況

に
つ
い
て
総
務
省
及
び
関
係
者
の
間
で
共
有
・
検
討
・
評
価
す
る
I
C
T
サ
ー
ビ
ス
安
心
・
安
全
研
究
会
「
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
定
期
会
合
」
を
設
置
し
た
。
平
成
2
9
年

度
は
、
平
成
2
9
年
６
月
に
実
施
し
た
第
３
回
会
合
に
お
い
て
、
平
成
2
8
年
度
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
評
価
・
総
括
を
行
い
、
結
果
等
を
踏
ま
え
て
調
査
対
象
事
業
者

の
運
用
面
の
改
善
や
、
制
度
面
に
お
け
る
対
応
（
消
費
者
保
護
ル
ー
ル
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
）
を
行
っ
た
。
平
成
3
0
年
２
月
に
第
４
回
会
合
を
実
施
し
た
。

・
平
成
2
9
年
度
苦
情
相
談
受
付
件
数
：
6
,
1
1
4
件

・
全
国
の
各
地
域
（
全
1
1
の
地
方
局
）
に
お
い
て
平
成
2
9
年
度
消
費
者
支
援
連
絡
会
を
開
催
。

（
K
P
I
の
現
状
）

「
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成
2
7
年
法
律
第
2
6
号
）
の
施
行
に
向
け
、
省
令
・
告
示
等
の
整
備
の
た
め
の
検
討
を
行
い
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
手
続
等
を
経
て
、
当
該
省
令
・
告
示
を
策
定
し
、
平
成
2
8
年
４
月
に
公
布
。

28
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
イ
）
無
登
録
業
者
等
に

　
　
 係
る
情
報
収
集
・

　
　
 分
析
の
状
況

  
  
 （
件
数
）

（
ロ
）
禁
止
命
令
等
の

　
　
 申
立
て
及
び
裁

  
  
 判
所
の
禁
止
命

  
  
 令
等
の
発
出
の

  
  
 状
況
（
件
数
）

（
ハ
）
金
融
商
品
取
引
法

　
　
 違
反
行
為
等
が
認

  
  
 め
ら
れ
た
適
格
機

  
  
 関
投
資
家
等
特
例

  
  
 業
務
届
出
者
の
う

  
  
 ち
、
顧
客
資
産
の

  
  
 流
用
等
が
認
め
ら

  
  
 れ
た
届
出
者
に
対

  
  
 す
る
行
政
処
分

  
  
（
件
数
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
無
登
録
業
者
等
に
関
し
て
寄
せ
ら
れ
た
情
報
件
数
：
2
7
,
8
2
4
件
（
平
成
2
8
年
度
：
2
9
,
1
6
0
件
）

（
ロ
）
禁
止
命
令
等
の
申
立
て
及
び
裁
判
所
の
禁
止
命
令
等
の
発
出
件
数
：
２
件
（
平
成
2
8
年
度
：
１
件
）

（
ハ
）
金
融
商
品
取
引
法
違
反
行
為
等
が
認
め
ら
れ
た
適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
届
出
者
の
う
ち
、

　
　
　
顧
客
資
産
の
流
用
等
が
認
め
ら
れ
た
届
出
者
に
対
す
る
行
政
処
分
件
数
：
２
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
4
件
）

投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
業
者
の
登
録
件

数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
業
者
の
登
録
件
数
：
2
5
社
（
平
成
2
8
年
度
：
1
9
社
）

18
7

1
9
2
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

プ
ロ
向
け
フ
ァ
ン
ド
業
者
に
対
す
る
業
務
廃
止
命
令
等
の
行
政
処
分
件
数
：
8
7
件
（
平
成
2
8
年
度
：
5
1
3
件
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

「
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成
2
9
年
法
律
第
4
6
号
）
を
平
成
2
9
年
６
月
に
公
布
し
、
政
省
令
等
の
整
備
に
係
る
手
続
を
経
て
同

年
1
2
月
１
日
に
施
行
し
た
。

実
務
手
引
書
・
モ
デ
ル
約
款
の
作
成
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
改
正
不
特
法
の
事
業
者
・
都
道
府
県
担
当
者
向
け
説
明
会
を
全
国
1
0
箇
所
で
開
催

す
る
な
ど
制
度
の
活
用
促
進
を
図
っ
て
い
る
。
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）

「
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成
2
8
年
法
律
第
6
2
号
）
が
第
1
9
0
回
国
会
で
成
立

し
、
平
成
2
8
年
６
月
に
公
布
さ
れ
、
平
成
2
9
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
サ
ー
バ
型
電
子
マ
ネ
ー
発
行
者
に
お
け
る
I
D
の
詐
取
被
害
の
防
止
及
び
回
復
に

向
け
た
態
勢
整
備
等
に
関
し
、
平
成
2
8
年
８
月
に
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
を
行
っ
た
（
改
正
日
か
ら
適
用
開
始
）
。

 
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
以
下
の
取
組
等
を
実
施
。

 
・
コ
ン
ビ
ニ
等
で
購
入
で
き
る
手
軽
さ
や
匿
名
性
な
ど
に
よ
り
悪
用
さ
れ
や
す
い
サ
ー
バ
型
電
子
マ
ネ
ー
の
発
行
者
主
要
約
1
0
先
に
対
し
て
、
重
点
的
に
モ
ニ

 
 
 
タ
リ
ン
グ
を
実
施
。

 
・
上
記
主
要
約
1
0
先
に
対
し
て
、
月
次
で
被
害
発
生
状
況
及
び
返
金
状
況
等
を
確
認
。

 
・
返
金
状
況
に
つ
い
て
は
、
平
成
2
9
年
上
半
期
に
お
け
る
I
D
の
詐
欺
被
害
申
出
金
額
の
合
計
約
８
億
円
の
う
ち
、
約
1
.
3
億
円
の
返
金
を
実
行
し
て
い
る
こ
と

 
 
 
を
確
認
。

 
・
さ
ら
に
、
特
に
被
害
件
数
・
金
額
が
多
い
先
に
対
し
、
平
成
2
9
年
３
月
及
び
９
月
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
よ
り
一
層
の
取
組
を
指
導
。

 
・
電
子
マ
ネ
ー
に
関
す
る
消
費
者
被
害
の
項
目
を
追
加
し
た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
等
を
活
用
し
、
全
国
の
高
校
等
や
地
方
公
共
団
体
へ
の
配
布
、
学
校
や
地
域
で
開

 
 
 
催
さ
れ
る
講
座
等
へ
の
講
師
派
遣
の
実
施
等
、
注
意
喚
起
を
実
施
。

サ
ー
バ
型
電
子
マ
ネ
ー
発
行
者
に

お
け
る
ID
の
詐
取
被
害
発
生
状
況

等
を
踏
ま
え
、
必
要
な
対
応
を
実
施

【
金
融
庁
】
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）

　
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
の
交
換
業
者
に
対
し
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
及
び
利
用
者
保
護
の
た
め
の
観
点
か
ら
の
各
種
規
制
を

盛
り
込
ん
だ
「
情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
銀
行
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
（
平
成
2
8
年
５
月
成
立
、
同
年
６
月
公
布
）

及
び
「
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
内
閣
府
令
」
等
の
関
係
法
令
等
が
平
成
2
9
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
。

　
制
度
等
の
周
知
に
あ
た
っ
て
は
、
政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
や
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
等
を
活
用
し
、
「
仮
想
通
貨
交
換
業
」
に
関
す
る
新
し
い
制
度
が
開
始
さ
れ
た

こ
と
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
仮
想
通
貨
を
利
用
す
る
際
に
は
、
財
務
局
等
の
登
録
を
受
け
た
事
業
者
か
ど
う
か
確
認
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
注
意
点
を
周
知

し
た
。

　
法
施
行
後
、
金
融
庁
に
お
い
て
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
登
録
審
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
や
仮
想
通
貨
市
場
の
動
向
把
握
を
行
う
た
め
、
専
門
チ
ー
ム
と
し
て

「
仮
想
通
貨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
」
を
設
置
し
、
体
制
な
ど
形
式
面
の
み
な
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
の
検
証
や
利
用
者
へ
の
説
明
態
勢
の
整
備
状
況
な

ど
、
実
質
的
な
審
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
2
9
年
1
2
月
2
6
日
ま
で
に
仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
し
て
1
6
社
を
登
録
し
た
。
ま
た
、
消
費
者
庁
及
び
警
察
庁

と
情
報
共
有
等
を
し
つ
つ
、
無
登
録
業
者
等
に
対
す
る
照
会
書
や
警
告
書
の
発
出
等
を
行
っ
た
。

　
現
在
、
仮
想
通
貨
価
格
の
乱
高
下
や
仮
想
通
貨
の
分
岐
な
ど
、
仮
想
通
貨
市
場
で
様
々
な
動
き
が
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
仮
想
通
貨
に
関
連
す
る
消
費
者
ト

ラ
ブ
ル
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
金
融
庁
に
お
い
て
、
登
録
後
に
あ
っ
て
も
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
お
け
る
利
用
者
へ
の
説
明
態
勢
や
実
際
の
説
明

状
況
等
に
つ
い
て
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
平
成
3
0
年
１
月
に
発
生
し
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
お
け
る
仮
想
通
貨
の
不
正
流
出
事
案
を
踏
ま
え
、
同
業
者
に
対
す
る
立
入
検
査
及
び
行
政

処
分
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
同
業
者
を
除
く
全
て
の
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
及
び
複
数
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
、
順
次
立
入
検
査
を
実
施
し
た
う
え

で
、
問
題
が
認
め
ら
れ
た
業
者
に
対
し
行
政
処
分
を
実
施
し
た
。

　
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
金
融
庁
及
び
消
費
者
庁
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
取
組
を
実
施
し
た
。

・
金
融
庁
と
消
費
者
庁
に
お
い
て
、
警
察
庁
と
連
携
し
て
、
利
用
者
に
対
し
て
、
価
格
変
動
リ
ス
ク
や
詐
欺
事
案
等
に
関
し
て
注
意
喚
起
を
実
施
（
平
成
2
9
年

 
 
９
月
2
9
日
）
。

・
金
融
庁
に
お
い
て
、
仮
想
通
貨
を
活
用
し
た
新
た
な
資
金
調
達
手
段
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（
I
n
i
t
i
a
l
 
C
o
i
n
 
O
f
f
e
r
i
n
g
）
の
増
加
を
踏
ま
え
、
利
用
者
に
対
し

 
 
て
、
価
格
下
落
の
可
能
性
や
詐
欺
の
可
能
性
等
に
関
す
る
注
意
喚
起
を
実
施
（
平
成
2
9
年
1
0
月
2
7
日
）
。

・
金
融
庁
及
び
消
費
者
庁
に
お
い
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
新
設
（
平
成
2
9
年
９
月
2
9
日
）
。

・
全
国
各
紙
の
新
聞
広
告
に
お
い
て
、
政
府
広
報
と
し
て
仮
想
通
貨
に
関
す
る
注
意
喚
起
を
実
施
（
平
成
3
0
年
３
月
1
7
日
）
。

・
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
改
正
資
金
決
済
法
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
含
む
研
修
を
実
施
（
平
成
2
9
年
度
：
５
回
）
。

仮
想
通
貨
市
場
や
仮
想
通
貨
交
換
業

者
の
実
態
を
踏
ま
え
、
利
用
者
保
護

の
観
点
か
ら
、
必
要
な
対
応
を
実
施

【
金
融
庁
】
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）

関
係
事
業
者
の
法
令
の
遵
守
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
、
業
者
へ
の
立
入
検
査
や
、
報
告
徴
収
等
の
適
正
な
執
行
等
を
行
う
と
と
も
に
、
平
成
2
7
年
７
月
、
平
成
2
8
年

６
月
に
取
り
ま
と
め
た
産
業
構
造
審
議
会
商
務
流
通
情
報
分
科
会
割
賦
販
売
小
委
員
会
報
告
書
、
報
告
書
追
補
版
を
踏
ま
え
、
割
賦
販
売
法
の
見
直
し
作
業
を
進

め
、
平
成
2
8
年
1
2
月
に
、
第
1
9
2
回
臨
時
国
会
に
て
「
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
成
立
（
平
成
3
0
年
６
月
施
行
予
定
）
。
さ
ら
に
、
関
係
政

省
令
を
改
正
し
、
平
成
2
9
年
1
2
月
に
公
布
し
た
。
ま
た
、
同
法
上
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
に
つ
い
て
は
、
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
取
引
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
協
議
会
」

（
事
務
局
：
（
一
社
）
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
協
会
）
が
策
定
す
る
「
実
行
計
画
」
を
実
務
上
の
指
針
と
し
て
位
置
付
け
、
着
実
に
取
組
を
進
め
る
。

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

苦
情
相
談
件
数
：

・
経
済
産
業
省
（
消
費
者
相
談
室
）
：
2
1
件
（
平
成
2
8
年
度
：
4
8
件
）

・
農
林
水
産
省
：
１
件
（
平
成
2
8
年
度
：
１
件
）

取
引
高
：
約
1
6
4
0
万
枚
（
平
成
2
8
年
度
：
約
2
5
8
0
万
枚
）

※
取
引
高
は
、
東
京
商
品
取
引
所
と
大
阪
堂
島
商
品
取
引
所
の
合
算

※
参
考
:
P
I
O
-
N
E
T
に
寄
せ
ら
れ
た
相
談
件
数
：
4
1
件
（
平
成
2
8
年
度
：
5
9
件
）

【
参
考
】

※
平
成
2
6
年
度
に
お
け
る
苦
情
相
談
件
数
：

・
経
済
産
業
省
（
消
費
者
相
談
室
）
：
5
5
件

・
農
林
水
産
省
：
３
件

取
引
高
：
約
2
3
0
0
万
枚
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）

　
1
0
0
％
（
平
成
2
8
年
度
）
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）

住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
保
険
法
人
へ
の
登
録
事
業
者
及
び
登
録
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
団
体
を
公
表
中
。
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）

未
届
施
設
（
実
態
調
査
中
の
も
の
を
含
む
。
）
が
あ
る
8
7
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
7
4
地
方
公
共
団
体
で
届
出
に
関
す
る
指
導
を
実
施
（
平
成
2
9
年
度
）
。

※
「
平
成
2
9
年
度
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
対
象
と
し
た
指
導
状
況
等
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
結
果
（
９
回
）
」
に
基
づ
く
。

2
6
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

身
元
保
証
等
高
齢
者
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
関
す
る
消
費
生
活
相
談
件
数
：
7
1
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
2
7
件
）
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
イ
）
地
方
公
共
団
体

　
　
　
に
お
け
る
イ
ン
フ

　
　
　
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン

　
　
　
セ
ン
ト
に
関
す
る

　
　
　
相
談
・
指
導
件
数

　
　
　
等

（
ロ
）
美
容
医
療
サ
ー
ビ

　
　
　
ス
に
係
る
消
費
者

　
　
　
か
ら
の
相
談
情
報

　
　
　
の
地
方
公
共
団
体

  
  
  
へ
の
提
供
回
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
1
2
月
1
日
時
点

（
イ
）
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
す
る
相
談
・
苦
情
件
数
（
う
ち
違
反
の
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
行
政

 
 
指
導
を
要
し
た
件
数
）
：
平
成
2
7
年
度
：
6
,
1
1
5
件
（
1
5
3
件
）
（
平
成
2
6
年
度
：
5
,
8
6
2
件
（
1
1
4
件
）
）

　
※
法
令
に
基
づ
か
な
い
調
査
に
対
す
る
任
意
の
回
答
に
基
づ
く
数
値
。

（
ロ
）
美
容
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
消
費
者
か
ら
の
相
談
情
報
の
地
方
公
共
団
体
へ
の
提
供
回
数
：
２
回
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）

年
報
に
お
い
て
平
成
2
9
年
の
数
値
を
確
定
（
平
成
3
0
年
６
月
頃
の
見
込
み
）

（
平
成
2
8
年
行
政
処
分
：
2
4
4
件
）

（
K
P
I
の
現
状
）

　
年
報
に
お
い
て
平
成
2
9
年
の
数
値
を
確
定
（
平
成
3
0
年
５
月
頃
の
見
込
み
）

（
平
成
2
8
年
行
政
処
分
：
5
7
件
、
立
入
検
査
：
2
,
8
3
7
件
）

86



（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）

　
・
平
成
2
9
年
６
月
及
び
1
2
月
に
指
針
に
関
す
る
取
組
状
況
調
査
を
実
施
。

　
・
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
の
相
談
窓
口
等
に
寄
せ
ら
れ
た
不
適
切
な
営
業
活
動
等
に
つ
い
て
、
事
実
関
係
の
確
認
や
指
導
を
実
施
。

（
ロ
）

　
・
全
国
各
地
で
の
説
明
会
開
催
な
ど
、
電
力
及
び
都
市
ガ
ス
の
小
売
全
面
自
由
化
に
つ
い
て
周
知
・
広
報
を
実
施
。

　
・
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
に
よ
る
セ
ミ
ナ
ー
等
を
全
国
各
地
で
開
催
。

　
　
（
平
成
2
8
年
度
：
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
と
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
連
携
協
定
締
結
（
平
成
2
8
年
1
2
月
）
）

（
ハ
）

　
・
電
力
・
都
市
ガ
ス
小
売
全
面
自
由
化
に
便
乗
し
た
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
状
況
に
つ
い
て
、
随
時
監
視
を
実
施
。

　
・
特
定
商
取
引
法
、
景
品
表
示
法
、
消
費
者
安
全
法
執
行
実
績
な
し
。
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（
２
）
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
応
じ
た
取
引
の
適
正
化

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

消
費
生
活
相
談
の
状
況
等
を
基
に
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
お
け
る
注
意
喚
起
を
実
施
し
た
回
数
：
1
2
回
（
平
成
2
8
年
度
：
１
回
）

（
※
　
平
成
2
9
年
度
：
商
品
先
物
取
引
１
回
、
振
り
袖
の
販
売
・
レ
ン
タ
ル
９
回
、
ひ
き
こ
も
り
支
援
を
目
的
と
し
て
掲
げ
る
民
間
事
業
の
利
用
２
回
、
平
成
2
8

年
度
：
商
品
先
物
取
引
１
回
）

リ
ス
ク
の
高
い
取
引
に
関
す
る
注
意
喚
起
を

実
施
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３ 適正な取引の実現 

（２）商品・サービスに応じた取引の適正化 

① 電気通信サービスに係る消費者保護の推進 

89



② 有料放送サービスに係る消費者保護制度の適切な運用 

90



③ 詐欺的な事案に対する対応 

④ 投資型クラウドファンディングを取り扱う金融商品取引業者等に係る制度の整

備  

91



⑤ 金融商品取引法に基づく適格機関投資家等特例業務（プロ向けファンド）に関

する制度の見直し 

⑥ 不動産特定共同事業法の改正に伴う制度整備・運用 

⑦ サーバ型電子マネーの利用に係る環境整備 

92



⑧ 仮想通貨と法定通貨の交換業者についての対応 

93



94



⑨ 安全・安心なクレジットカード利用環境の整備 

⑩ 商品先物取引法の迅速かつ適正な執行 

95



⑪ 旅行業における企業ガバナンスの強化及び弁済制度の在り方の見直し 

⑫ 住宅宿泊事業法の適正な運用 

96



⑬ 民間賃貸住宅の賃貸借における消費者保護 

97



⑭ 住宅リフォーム等における消費者保護 

98



⑮ 高齢者向け住まいにおける消費者保護 

⑯ 身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての対応 

99



⑰ 美容医療サービス等の消費者被害防止 
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101



⑱ 警備業務に関する消費者取引における情報提供の適正化及び苦情解決の円滑化 

⑲ 探偵業法の運用の適正化 

⑳ 電気・ガスの小売供給に係る取引の適正化 

102
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㉑ リスクの高い取引に関する注意喚起 

104
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（
３
）
情
報
通
信
技
術
の
進
展
に
対
応
し
た
取
引
の
適
正
化

３
　
適
正
な
取
引
の
実
現

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ ３ ） 情 報 通 信 技 術 の 進 展 に 対 応 し た 取 引 の 適 正 化

⑤
電
子
商
取

　
引
環
境
整

　
備
に
資
す

　
る
ル
ー
ル

　
整
備

「
電
子
商
取
引
及
び
情

報
財
取
引
等
に
関
す
る

準
則
」
の
改
訂
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

平
成
2
9
年
６
月
５
日
に
改
訂
を
実
施
（
平
成
2
8
年
度
は
６
月
３
日
）
。

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

④
イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
上

　
の
消
費
者

　
ト
ラ
ブ
ル

　
へ
の
対
応

調
査
報
告
書
（
消
費
者

庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
へ

の
ア
ク
セ
ス
件
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

調
査
報
告
書
（
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
件
数
：
約
1
0
6
,
5
7
0
件
（
平
成
2
8
年
度
：
約
3
8
,
0
0
0
件
）

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
技
術
・
サ
ー
ビ
ス
及
び
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
動
向
等
を
踏
ま
え
た
調
査
研
究
等
の
実
施
【
消
費

者
庁
、
関
係
省
庁
等
】

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
消
費
者
取
引
連
絡
会
の
開
催
等
【
消
費
者
庁
、
関
係
省
庁
等
】

※
調
査
研
究
等
の
結
果
を
活
用

「
電
子
商
取
引
及
び
情
報
財
取
引
等
に
関
す
る
準
則
」
の
改
訂
等
【
経
済
産
業
省
】
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３ 適正な取引の実現 

（３）情報通信技術の進展に対応した取引の適正化 

① 特定商取引法の通信販売での不法行為への対応 

② 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づく行政処分等の実施 

③ 迷惑メール追放支援プロジェクトの実施 
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④ インターネット上の消費者トラブルへの対応 

⑤ 電子商取引環境整備に資するルール整備 
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（
４
）
詐
欺
等
の
犯
罪
の
未
然
防
止
、
取
締
り

３
　
適
正
な
取
引
の
実
現

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ ４ ） 詐 欺 等 の 犯 罪 の 未 然 防 止 、 取 締 り

①
特
殊
詐
欺

　
の
取
締
り

　
、
被
害
防

　
止
の
推
進

特
殊
詐
欺
の
取
締
り
状

況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
の
取
締
り
状
況
（
暫
定
値
）

・
架
空
請
求
詐
欺
：
検
挙
件
数
：
1
,
0
3
9
件
、
検
挙
人
員
 
：
5
8
9
人
（
平
成
2
8
年
：
検
挙
件
数
1
,
1
4
9
件
、
検
挙
人
員
7
3
2
件
）

・
金
融
商
品
等
取
引
名
目
の
特
殊
詐
欺
：
検
挙
件
数
：
1
8
6
件
、
検
挙
人
員
：
7
5
人
（
平
成
2
8
年
：
検
挙
件
数
4
1
1
件
、
検
挙
人
員
1
6
6
人
）

②
被
害
の
拡

　
大
防
止
を

　
意
識
し
た

　
悪
質
商
法

　
事
犯
の
取

　
締
り
の
推

　
進

悪
質
商
法
事
犯
の
取
締

状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
の
取
締
り
状
況

・
利
殖
勧
誘
事
犯
：
4
3
事
件
（
前
年
：
2
4
事
件
）
、
検
挙
人
員
：
1
1
5
人
（
前
年
：
8
7
人
）

・
特
定
商
取
引
等
事
犯
：
1
6
4
事
件
（
前
年
：
1
3
1
事
件
）
、
検
挙
人
員
：
2
7
4
人
（
前
年
：
2
6
4
人
）

③
生
活
経
済

　
事
犯
に
係

　
る
被
害
拡

　
大
防
止
に

　
向
け
た
犯

　
行
助
長
サ

　
ー
ビ
ス
対

　
策
等
の
推

　
進

情
報
提
供
、
解
約
要
請

等
の
実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
の
情
報
提
供
、
解
約
要
請
等
の
実
施
状
況

・
生
活
経
済
事
犯
に
利
用
さ
れ
た
口
座
の
金
融
機
関
へ
の
情
報
提
供
件
数
：
1
9
,
6
8
0
件
（
前
年
：
2
4
,
6
7
1
件
）

・
携
帯
電
話
契
約
者
確
認
の
求
め
を
行
っ
た
件
数
：
3
,
3
9
4
件
（
前
年
：
7
,
1
8
6
件
）

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

架
空
請
求
や
金
融
商
品
等
取
引
名
目
等
の
特
殊
詐
欺
の
取
締
り
、
特
殊
詐
欺
を
助
長
す
る
犯
罪
の
取
締
り
、
犯
行
ツ
ー
ル
対
策
の
推

進
【
警
察
庁
】

特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止
の
た
め
の
広
報
啓
発
活
動
の
推
進
【
警
察
庁
】

特
殊
詐
欺
被
害
の
未
然
防
止
に
向
け
た
金
融
機
関
へ
の
注
意
喚
起
等
【
警
察
庁
、
金
融
庁
】

金
融
機
関
に
対
す
る
不
正
利
用
口
座
に
関
す
る
情
報
提
供
等
【
金
融
庁
】

関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
強
化
等
に
よ
る
悪
質
商
法
事
犯
（
利
殖
勧
誘
事
犯
及
び
特
定
商
取
引
等
事
犯
）
の
早
期
把
握
、
迅
速
か
つ

機
敏
な
口
座
凍
結
の
要
請
等
や
広
域
事
犯
に
対
応
す
る
た
め
の
合
同
・
共
同
捜
査
の
推
進
【
警
察
庁
】

口
座
凍
結
の
た
め
の
金
融
機
関
へ
の
情
報
提
供
、
携
帯
電
話
契
約
者
確
認
の
求
め
、
契
約
条
項
に
基
づ
く
レ
ン
タ
ル
携
帯
電
話
契

約
の
解
約
要
請
等
の
犯
行
助
長
サ
ー
ビ
ス
対
策
の
推
進
【
警
察
庁
、
関
係
省
庁
等
】
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（
４
）
詐
欺
等
の
犯
罪
の
未
然
防
止
、
取
締
り

３
　
適
正
な
取
引
の
実
現

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

④
偽
造
キ
ャ

　
ッ
シ
ュ
カ

　
ー
ド
等
に

　
よ
る
被
害

　
の
防
止
等

　
へ
の
対
応

「
偽
造
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
問
題
等
に
対
す

る
対
応
状
況
」
に
お
け

る
各
種
指
標
等

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
３
月
末
時
点

・
Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
対
応
Ａ
Ｔ
Ｍ
が
全
体
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
占
め
る
割
合
：
9
6
.
0
％
（
前
年
比
1
.
4
ポ
イ
ン
ト
増
）

・
生
体
認
証
機
能
付
Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
対
応
Ａ
Ｔ
Ｍ
が
全
体
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
占
め
る
割
合
：
5
0
.
6
％
（
前
年
比
1
.
1
ポ
イ
ン
ト
増
）

・
Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
導
入
済
金
融
機
関
：
8
8
.
5
％
（
前
年
比
0
.
4
ポ
イ
ン
ト
増
）

・
生
体
認
証
機
能
付
Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
導
入
済
金
融
機
関
：
2
0
.
9
％
（
前
年
比
0
.
5
ポ
イ
ン
ト
減
）

・
個
人
向
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
お
け
る
本
人
認
証
に
お
い
て
可
変
パ
ス
ワ
ー
ド
導
入
済
金
融
機
関
：
9
9
.
6
％
（
前
年
比
0
.
4
ポ
イ
ン
ト
増
）

・
法
人
向
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
に
お
け
る
本
人
認
証
に
お
い
て
可
変
パ
ス
ワ
ー
ド
導
入
済
金
融
機
関
：
9
6
.
8
％
（
前
年
比
0
.
5
ポ
イ
ン
ト
増
）

⑤
ヤ
ミ
金
融

　
事
犯
の
取

　
締
り
の
推

　
進

ヤ
ミ
金
融
事
犯
の
取
締

り
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
の
取
締
り
状
況

ヤ
ミ
金
融
事
犯
：
7
4
3
事
件
（
前
年
：
5
2
8
事
件
）
、
検
挙
人
員
：
8
8
1
人
（
前
年
：
6
6
2
人
）

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
事
犯
の

取
締
り
及
び
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
事
業

者
団
体
に
対
す
る

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
に
係
る

情
報
提
供
等
の
実
施
状

況
⑥
フ
ィ
ッ
シ

　
ン
グ
に
係

　
る
不
正
ア

　
ク
セ
ス
事

　
犯
へ
の
対

　
策
の
推
進

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年

　
・
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
行
為
（
識
別
符
号
の
入
力
を
不
正
に
要
求
す
る
行
為
の
禁
止
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
違
反
）
）
の
検
挙

　
　
件
数
：
４
件
（
前
年
：
１
件
）
（
警
察
庁
）

　
・
都
道
府
県
警
察
の
実
施
す
る
講
習
等
を
通
じ
て
、
注
意
喚
起
を
推
進
し
て
い
る
。
（
警
察
庁
）

　
・
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
協
議
会
や
J
P
C
E
R
T
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
や
緊
急
情
報
等
を
1
2
2
件
発
信
。

　
　
（
経
済
産
業
省
）

　
・
迷
惑
メ
ー
ル
対
策
推
進
協
議
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
「
送
信
ド
メ
イ
ン
認
証
技
術
導
入
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
技
術
的
対
策
の
普
及

　
　
促
進
を
実
施
。
（
総
務
省
）

（ ４ ） 詐 欺 等 の 犯 罪 の 未 然 防 止 、 取 締 り

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

金
融
機
関
へ
の
注
意
喚
起
【
金
融
庁
、
警
察
庁
】

金
融
機
関
に
お
け
る
取
組
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
【
金
融
庁
】

※
必
要
に
応
じ
、
調
査
内
容
に
つ
い
て
年
次
で
見
直
し
を
行
う
。

ヤ
ミ
金
融
事
犯
の
徹
底
し
た
取
締
り
、
金
融
機
関
に
対
す
る
口
座
凍
結
の
要
請
、
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
対
す
る
契
約
者
確
認
の

求
め
及
び
役
務
提
供
拒
否
に
関
す
る
情
報
提
供
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
対
す
る
違
法
な
広
告
の
削
除
要
請
等
に
よ
る
被
害
の
予
防
【
警

察
庁
】

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
事
犯
の
取
締
り
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
関
連
事
業
者

団
体
等
に
対
す
る
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
に
係
る
情
報
提
供
等
【
警
察
庁
、
総
務
省
、
経
済
産
業
省
】
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（
４
）
詐
欺
等
の
犯
罪
の
未
然
防
止
、
取
締
り

３
　
適
正
な
取
引
の
実
現

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

（ ４ ） 詐 欺 等 の 犯 罪 の 未 然 防 止 、 取 締 り

⑦
ウ
イ
ル
ス

　
対
策
ソ
フ

　
ト
等
を
活

　
用
し
た
被

　
害
拡
大
防

　
止
対
策

海
外
の
偽
サ
イ
ト
等
に

関
す
る
Ｕ
Ｒ
Ｌ
情
報
等

の
ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ

ト
事
業
者
等
へ
の
提
供

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年

ウ
イ
ル
ス
対
策
ソ
フ
ト
事
業
者
等
へ
情
報
を
提
供
：
7
,
9
4
8
件
（
前
年
同
期
：
5
,
8
6
5
件
）

⑧
イ
ン
タ
ー

　
ネ
ッ
ト
オ

　
ー
ク
シ
ョ

　
ン
詐
欺
の

　
取
締
り

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
に
係
る
犯
罪

の
取
締
り
及
び
犯
罪
の

取
締
り
の
状
況
に
応
じ

た
注
意
喚
起
の
実
施
状

況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
詐
欺
の
検
挙
件
数
：
2
1
2
件
（
前
年
同
期
：
2
0
8
件
）

都
道
府
県
警
察
の
実
施
す
る
講
習
等
を
通
じ
て
、
注
意
喚
起
を
推
進
し
て
い
る
。

⑨
模
倣
品
被

　
害
の
防
止

（
イ
）
模
倣
品
被
害
の

　
　
　
取
締
り
状
況

（
ロ
）
取
引
関
係
者
へ

　
　
　
の
協
力
依
頼
の

　
　
　
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
※
平
成
2
9
年
の
取
締
り
状
況
（
警
察
庁
、
財
務
省
）

　
・
商
標
権
侵
害
事
犯
：
3
0
2
事
件
（
前
年
：
3
0
4
事
件
）
、
検
挙
人
員
：
3
7
5
人
（
前
年
：
3
8
1
人
）

　
・
著
作
権
侵
害
事
犯
：
1
7
2
事
件
（
前
年
：
2
3
8
事
件
）
、
検
挙
人
員
：
2
0
7
人
（
前
年
：
2
6
7
人
）

　
・
全
国
の
税
関
に
お
け
る
知
的
財
産
侵
害
物
品
の
差
止
状
況

　
　
輸
入
差
止
件
数
：
3
0
,
6
2
7
件
（
前
年
比
：
1
1
7
.
6
％
）

　
　
輸
入
差
止
点
数
：
5
0
6
,
7
5
0
点
（
前
年
比
：
8
1
.
4
％
）

（
ロ
）

　
・
模
倣
品
を
扱
っ
て
い
る
可
能
性
の
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
販
売
サ
イ
ト
1
0
8
件
（
平
成
2
8
年
度
：
2
5
7
件
）
に
つ
い
て
特
定
商
取
引
法
の
遵
守
状
況

 
 
 
 
を
調
査
。
う
ち
、
7
9
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
6
0
件
）
に
改
善
指
導
を
実
施
。

　
・
ブ
ラ
ン
ド
権
利
者
等
に
対
し
て
、
悪
質
な
海
外
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
関
す
る
情
報
提
供
を
依
頼
。
（
消
費
者
庁
）

　
・
政
府
模
倣
品
・
海
賊
版
対
策
総
合
窓
口
に
寄
せ
ら
れ
る
消
費
者
等
か
ら
の
情
報
（
情
報
提
供
件
数
（
平
成
2
6
年
度
：
1
,
2
9
2
、
平
成
2
7
年
度
：
5
7
5
）
）

　
　
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
及
び
主
要
な
Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
運
営
者
等
に
定
期
的
に
共
有
。
（
経
済
産
業
省
）

Ｕ
Ｒ
Ｌ
情
報
等
の
提
供
に
よ
る
、
海
外
の
偽
サ
イ
ト
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
利
用
者
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
画
面
へ
の
警
告
表
示
等
の
実

施
【
警
察
庁
】

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
係
る
犯
罪
の
取
締
り
、
犯
罪
の
取
締
り
の
状
況
に
応
じ
た
注
意
喚
起
【
警
察
庁
】

模
倣
品
の
取
締
り
と
取
引
関
係
者
へ
の
協
力
依
頼

【
消
費
者
庁
、
警
察
庁
、
財
務
省
、
総
務
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
関
係
省
庁
等
】
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３ 適正な取引の実現 

（４）詐欺等の犯罪の未然防止、取締り 

① 特殊詐欺の取締り、被害防止の推進 

112



② 被害の拡大防止を意識した悪質商法事犯の取締りの推進 

③ 生活経済事犯に係る被害拡大防止に向けた犯行助長サービス対策等の推進 

④ 偽造キャッシュカード等による被害の防止等への対応 

113



⑤ ヤミ金融事犯の取締りの推進 

⑥ フィッシングに係る不正アクセス事犯への対策の推進 

114



⑦ ウイルス対策ソフト等を活用した被害拡大防止対策 

⑧ インターネットオークション詐欺の取締り 

⑨ 模倣品被害の防止 
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３ 適正な取引の実現 

（５）規格・計量の適正化 

① ＪＩＳ規格等の国内・国際標準化施策の実施 

② 新たなＪＡＳ規格等の検討 
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（
１
）
消
費
者
政
策
の
透
明
性
の
確
保
と
消
費
者
の
意
見
の
反
映

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ １ ） 消 費 者 政 策 の 透 明 性 の 確 保 と 消 費 者 の 意 見 の 反 映

施
策
名

３
０
年
度

３
１
年
度

①
消
費
者
政

　
策
の
実
施

　
の
状
況
の

　
報
告

「
消
費
者
事
故
等
に

関
す
る
情
報
の
集
約

及
び
分
析
の
取
り
ま

と
め
結
果
の
報
告
」

関
係
行
政
機
関
、
関

係
地
方
公
共
団
体
及

び
国
民
生
活
セ
ン

タ
ー
等
へ
の
報
告
書

提
供
数

②
消
費
者
事

　
故
等
に
関

　
す
る
情
報

　
の
集
約
及

　
び
分
析
の

　
取
り
ま
と

　
め
結
果
の

　
報
告

〔
参
考
〕

２
７
年
度

Ｋ
Ｐ
Ｉ

「
消
費
者
政
策
の
実

施
の
状
況
」
関
係
行

政
機
関
、
関
係
地
方

公
共
団
体
及
び
国
民

生
活
セ
ン
タ
ー
へ
の

報
告
書
提
供
数

２
８
年
度

２
９
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

・
報
告
書
提
供
先
：
2
,
2
6
0
か
所
（
平
成
2
8
年
度
：
2
,
2
0
1
か
所
）

・
報
告
書
提
供
数
：
2
,
5
6
7
冊
（
平
成
2
8
年
度
：
2
,
3
6
2
冊
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

・
報
告
書
提
供
先
：
2
,
2
6
0
か
所
（
平
成
2
8
年
度
：
2
,
2
0
1
か
所
）

・
報
告
書
提
供
数
：
2
,
5
6
7
冊
（
平
成
2
8
年
度
：
2
,
3
6
2
冊
）

消
費
者
政
策
の
実
施
の
状
況
の
報
告
【
消
費
者
庁
】

※
毎
年
度
、
そ
の
時
々
の
課
題
を
踏
ま
え
た
記
述
を
盛
り
込
む
。

消
費
者
事
故
等
に
関
す
る
情
報
の
集
約
及
び
分
析
の
取
り
ま
と
め
結
果
の
報
告
【
消
費
者
庁
】
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（
１
）
消
費
者
政
策
の
透
明
性
の
確
保
と
消
費
者
の
意
見
の
反
映

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ １ ） 消 費 者 政 策 の 透 明 性 の 確 保 と 消 費 者 の 意 見 の 反 映

④
審
議
会
等

　
へ
の
消
費

　
者
の
意
見

　
を
代
表
す

　
る
委
員
の

　
選
任

（
イ
）
「
消
費
者
意
識

 
 
 
 
 
 
基
本
調
査
」
ウ

 
 
 
 
 
 
ェ
ブ
サ
イ
ト
ア

 
 
 
 
 
 
ク
セ
ス
数

（
ロ
）
「
消
費
者
白

 
 
 
 
 
 
書
」
ウ
ェ
ブ
サ

 
 
 
 
 
 
イ
ト
ア
ク
セ
ス

 
 
 
 
 
 
数

（
ハ
）
理
論
的
・
先
進

　
　
　
的
な
調
査
・
研

　
　
　
究
の
実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
「
消
費
者
意
識
基
本
調
査
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
ア
ク
セ
ス
数
：
7
.
4
万
件

（
ロ
）
「
消
費
者
白
書
」
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
ア
ク
セ
ス
数
：
2
9
5
.
3
万
件

（
ハ
）

　
・
「
若
者
の
消
費
者
被
害
の
心
理
的
要
因
か
ら
の
分
析
に
係
る
検
討
会
」
を
２
回
開
催
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査

　
　
（
平
成
3
0
年
１
月
以
降
）
を
実
施

　
・
「
障
が
い
者
の
消
費
行
動
と
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
調
査
」
に
お
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
実
施

　
・
「
健
康
と
生
活
に
関
す
る
社
会
実
験
」
を
平
成
3
0
年
1
月
か
ら
実
施

（
K
P
I
の
現
状
）

世
論
調
査
（
平
成
2
7
年
９
月
）
で
消
費
者
代
表
者
の
考
え
を
調
査
し
た
。
ま
た
、
消
費
者
政
策
担
当
課
長
会
議
（
平
成
2
9
年
1
1
月
）
に
お
い
て
、
関
係
省
庁
等
へ
消

費
者
関
係
の
有
識
者
の
任
用
を
促
し
、
選
任
状
況
を
別
表
２
（
2
2
3
頁
）
の
と
お
り
取
り
ま
と
め
た
。

消
費
者
問
題
に
関
連
す
る
国
の
審
議
会
等
に
お
け
る
委
員
の
う
ち
、
消
費
者
の
意
見
を
代
表
す
る
委
員
が
選
任
さ
れ
て
い
る
会
議
の
割
合
は
、
1
2
.
4
％
で
あ
っ
た
。

（
平
成
2
8
年
度
：
1
0
.
7
％
）

消
費
者
の
意
見
を
代

表
す
る
者
の
選
任
人

数
及
び
消
費
者
の
意

見
を
代
表
す
る
委
員

が
選
任
さ
れ
て
い
る

会
議
の
割
合

③
消
費
者
政

　
策
の
企
画

　
立
案
の
た

　
め
の
調
査

　
の
実
施

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

理
論
的
・
先
進
的
な
調
査
・
研
究
【
消
費
者
庁
】

「
消
費
者
団
体
名
簿
」
の
公
表
【
消
費
者
庁
】

消
費
者
意
識
基
本
調
査
の
実
施
【
消
費
者
庁
】

※
毎
年
度
、
そ
の
時
々
の
課
題
を
踏
ま
え
て
調
査
項
目
を
見
直
し

消
費
者
被
害
額
の
推
計
【
消
費
者
庁
】

※
推
計
方
法
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し

そ
の
他
の
調
査
の
適
宜
実
施
【
消
費
者
庁
】

消
費
者
問
題
に
関
連
す
る
審
議
会
等
に
お
い
て
、
消
費
者
の
意
見
を
代
表
す
る
委
員
の
選
任
【
関
係
省
庁
等
】

消
費
者
の
意
見
を
代
表
す
る
委
員

の
範
囲
の
考
え
方
を
整
理
し
、
こ

れ
ま
で
の
選
任
実
績
に
つ
い
て
検

証 【
消
費
者
庁
】

消
費
者
の
意
見
を
代
表
す
る
委
員
の
選
任
実
績
に
つ
い
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
関
係
の
有

識
者
の
任
用
を
促
進
【
消
費
者
庁
】
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成

（１）消費者政策の透明性の確保と消費者の意見の反映 

① 消費者政策の実施の状況の報告 

② 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告 

③ 消費者政策の企画立案のための調査の実施 

122



④ 審議会等への消費者の意見を代表する委員の選任 
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NO-FOODLOSS PROJECT
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148



（
３
）
消
費
者
団
体
、
事
業
者
・
事
業
者
団
体
等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
の
支
援
・
促
進

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
在
京
の
消
費
者
団
体
と
の
意
見
交
換
を
３
回
開
催
（
平
成
2
8
年
度
：
５
回
）
。

（
ロ
）
地
方
の
消
費
者
団
体
と
連
携
し
、
地
方
消
費
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
８
回
開
催
（
平
成
2
8
年
度
：
８
回
）
。

149



150



（
３
）
消
費
者
団
体
、
事
業
者
・
事
業
者
団
体
等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
の
支
援
・
促
進
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（
３
）
消
費
者
団
体
、
事
業
者
・
事
業
者
団
体
等
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
の
支
援
・
促
進

 
 
（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
8
年
度

（
イ
）
法
の
認
知
度
　
大
企
業
労
働
者
：
4
6
％
、
中
小
企
業
労
働
者
：
4
3
％
（
大
企
業
労
働
者
９
ポ
イ
ン
ト
増
、
中
小
企
業
労
働
者
1
4
ポ
イ
ン
ト
増
（
い
ず
れ
も

　
　
前
回
調
査
（
平
成
2
4
年
度
）
比
）
）

（
ロ
）
通
報
窓
口
の
整
備
状
況
（
設
置
率
）
　
中
小
企
業
：
4
0
％
（
前
回
調
査
（
平
成
2
4
年
度
）
比
横
ば
い
）
、
市
区
町
村
：
5
2
％
（
平
成
2
7
年
度
比
横
ば
い
）

（
ハ
）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
要
項
目
へ
の
準
拠
状
況
（
事
業
者
）
：
4
0
％
（
平
成
2
4
年
度
比
1
0
ポ
イ
ン
ト
増
）

事
業
者
団
体
等
の
主
導
に
よ
る
中
小
企
業
に
お
け
る
内

部
通
報
制
度
の
導
入
促
進

徳
島
県
内

市
町
村
に

お
け
る
通

報
窓
口
整

備
率
1
0
0
％

達
成
【
消
費

者
庁
】
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（３）消費者団体、事業者・事業者団体等による自主的な取組の支援・促進 

① 消費者団体等との連携及び支援等 

② 消費者志向経営の推進に向けた方策の検討・実施と情報提供、消費者団体と事

業者団体との連携促進等 
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③ 公益通報者保護制度の推進 
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（
４
）
公
正
自
由
な
競
争
の
促
進
と
公
共
料
金
の
適
正
性
の
確
保

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

（ ４ ） 公 正 自 由 な 競 争 の 促 進 と 公 共 料 金 の 適 正 性 の 確 保
公
共
料
金
等
の
決
定

過
程
に
お
け
る
消
費

者
参
画
及
び
料
金
適

正
性
、
情
報
提
供
の

状
況

②
公
共
料
金

　
等
の
決
定

　
過
程
の
透

　
明
性
及
び

　
料
金
の
適

　
正
性
の
確

　
保

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

延
べ
4
1
名
の
事
業
者
等
に
対
し
て
1
3
件
の
排
除
措
置
命
令
を
実
施
し
た
ほ
か
、
延
べ
3
2
名
の
事
業
者
に
対
し
て
課
徴
金
納
付
命
令
を
実
施
。

（
平
成
2
8
年
度
：
延
べ
5
1
名
の
事
業
者
等
に
1
1
件
の
排
除
措
置
命
令
、
延
べ
3
2
名
の
事
業
者
に
課
徴
金
納
付
命
令
（
平
成
2
8
年
1
2
月
に
行
っ
た
、
独
占
禁
止
法
第

6
3
条
第
１
項
及
び
同
条
第
２
項
に
基
づ
く
罰
金
調
整
後
）
）
。

ま
た
、
3
0
6
件
の
企
業
結
合
審
査
を
実
施
（
平
成
2
8
年
度
：
3
1
9
件
の
企
業
結
合
審
査
を
実
施
）
。

法
的
措
置
の
実
施
件

数
、
企
業
結
合
審
査

の
実
施
状
況

①
競
争
政
策

　
の
強
力
な

　
実
施
の
た

　
め
の
各
種

　
対
応

価
格
カ
ル
テ
ル
・
入
札
談
合
等
へ
の
厳
正
な
対
処
と
的
確
な
企
業
結
合
審
査
の
実
施
【
公
正
取
引
委
員
会
】

公
共
料
金
等
の
決
定
過
程
の
透
明
性
、
消
費
者
参
画
の
機
会
及
び
料
金
適
正
性
の
確
保
に
向
け
た
課
題
に
関
す
る
検
討
、
実
施

【
消
費
者
庁
、
消
費
者
委
員
会
、
各
公
共
料
金
所
管
省
庁
】

電
力
の
小
売
料
金
全
面
自
由
化
に
当
た
っ
て
、
決
定
過
程
の
透
明
性
確
保
及
び
消
費
者
参

画
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
検
討
、
情
報
提
供
の
推
進
【
消
費
者
庁
、
消
費
者
委
員
会
、

経
済
産
業
省
】

都
市
ガ
ス
の
小
売
料
金
全
面
自
由
化
に
当
た
っ
て
、
決
定
過
程
の
透

明
性
確
保
及
び
消
費
者
参
画
の
機
会
の
確
保
に
関
す
る
検
討
、
情
報

提
供
の
推
進
【
消
費
者
庁
、
消
費
者
委
員
会
、
経
済
産
業
省
】

電
気
料
金
値
上

げ
後
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ

（
東
京
電
力
）

【
消
費
者
庁
、

消
費
者
委
員
会
、

経
済
産
業
省
】

電
気
料
金
値
上

げ
後
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ

（
関
西
・
九

州
・
東
北
・
四

国
・
北
海
道
電

力
）
【
消
費
者

庁
、
消
費
者
委

員
会
、
経
済
産

業
省
】

電
気
料
金
値
上

げ
後
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ

（
中
部
電
力
）

【
消
費
者
庁
、

消
費
者
委
員
会
、

経
済
産
業
省
】

原
発
再
稼
働
に

伴
う
電
気
料
金

引
き
下
げ
に
関

す
る
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
（
関
西

電
力
）
【
消
費

者
庁
、
消
費
者

委
員
会
、
経
済

産
業
省
】
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（
４
）
公
正
自
由
な
競
争
の
促
進
と
公
共
料
金
の
適
正
性
の
確
保

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

（ ４ ） 公 正 自 由 な 競 争 の 促 進 と 公 共 料 金 の 適 正 性 の 確 保

②
公
共
料
金

　
等
の
決
定

　
過
程
の
透

　
明
性
及
び

　
料
金
の
適

　
正
性
の
確

　
保

（
K
P
I
の
現
状
）

・
公
共
料
金
等
専
門
調
査
会
（
平
成
2
8
年
度
か
ら
開
催
。
平
成
2
9
年
４
月
か
ら
同
年
５
月
ま
で
に
７
回
開
催
）
に
お
け
る
審
議
を
通
じ
て
、
電
力
・
ガ
ス

 
 
小
売
全
面
自
由
化
に
関
し
、
料
金
の
適
正
性
の
確
保
や
消
費
者
へ
の
分
か
り
や
す
い
情
報
提
供
等
に
つ
い
て
検
討
及
び
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ
た
。

 
 
ま
た
、
同
年
８
月
に
は
、
関
西
電
力
に
よ
る
高
浜
原
子
力
発
電
所
３
・
４
号
機
の
再
稼
動
に
伴
う
値
下
げ
の
内
容
の
適
正
性
等
に
つ
い
て
検
討
及
び

 
 
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ
た
。
（
消
費
者
委
員
会
）

・
原
価
算
定
期
間
が
終
了
し
た
中
部
電
力
の
小
売
電
気
料
金
に
つ
い
て
、
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
の
料
金
審
査
専
門
会
合
に
お
い
て
事
後
評
価

 
 
を
行
っ
た
。
ま
た
、
平
成
2
9
年
７
月
に
は
、
関
西
電
力
に
よ
る
高
浜
原
子
力
発
電
所
３
・
４
号
機
の
再
稼
動
に
伴
う
値
下
げ
の
内
容
の
適
正
性
等
に
つ

 
 
い
て
、
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
の
料
金
審
査
専
門
会
合
に
お
い
て
確
認
を
行
っ
た
。

・
電
力
会
社
か
ら
託
送
供
給
等
約
款
の
認
可
申
請
を
受
け
て
、
電
力
取
引
監
視
等
委
員
会
の
電
気
料
金
審
査
専
門
会
合
に
お
い
て
、
委
員
や
オ
ブ
ザ
ー
バ

 
 
ー
と
し
て
消
費
者
代
表
や
消
費
者
庁
も
参
加
し
、
中
立
的
・
客
観
的
か
つ
専
門
的
な
観
点
か
ら
審
査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
経
済
産
業
省
が
本
認
可
申
請

 
 
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
手
続
を
実
施
し
た
。
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
た
査
定
方
針
を
踏
ま
え
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
電
力
会
社
に
申
請
内
容

 
 
を
修
正
し
た
申
請
書
を
提
出
す
る
よ
う
指
示
し
、
修
正
さ
れ
た
申
請
を
認
可
し
た
。
（
経
済
産
業
省
）

・
消
費
者
委
員
会
｢
電
力
託
送
料
金
に
関
す
る
調
査
会
報
告
書
｣
を
参
考
に
し
つ
つ
、
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
に
お
い
て
、
託
送
料
金
の
事
後
評

　
価
を
定
期
的
に
行
う
方
針
を
決
定
し
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
事
後
評
価
の
進
め
方
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
（
経
済
産
業
省
）

・
東
京
都
特
別
区
・
武
三
地
区
の
タ
ク
シ
ー
運
賃
組
替
え
に
つ
い
て
、
関
係
省
庁
と
調
整
の
上
、
物
価
問
題
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
を
開
催
し
了
承
を

　
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
料
金
適
正
性
を
確
保
。
（
消
費
者
庁
）

電
力
託
送
料

金
認
可
後
の

フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ

【
消
費
者
庁
、

消
費
者
委
員

会
、
経
済
産

業
省
】

託
送
収
支
の
事
後
評
価

【
消
費
者
庁
、
経
済
産
業
省
】

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
（
東
京
都
特
別
区
・
武
三

地
区
）
の
運
賃
組
替
え
後
３
年
以
内
に
、
組
替
え
後
の
状
況

に
つ
い
て
事
後
検
証
を
実
施
【
国
土
交
通
省
、
消
費
者
庁
、

消
費
者
委
員
会
】
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（４）公正自由な競争の促進と公共料金の適正性の確保 

① 競争政策の強力な実施のための各種対応 
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② 公共料金等の決定過程の透明性及び料金の適正性の確保 
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（
５
）
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
と
事
業
活
動
の
推
進

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

①
低
炭
素
社

　
会
作
り
に

　
向
け
た
国

　
民
運
動
の

　
推
進

（ ５ ） 環 境 の 保 全 に 配 慮 し た 消 費 行 動 と 事 業 活 動 の 推 進

（
イ
）
地
球
温
暖
化
に

 
 
 
 
 
 
対
す
る
理
解

 
 
 
 
 
 
度
、
関
心
度

 
 
 
 
 
（
平
成
3
2
年

 
 
 
 
 
 
 
度
ま
で
に
）

 
 
・
温
暖
化
問
題
な
ど

 
 
 
 
へ
の
関
心
度
9
0
％

 
 
・
C
O
O
L
 
C
H
O
I
C
E
認

 
 
 
 
知
度
5
0
％

 
 
・
C
O
O
L
 
C
H
O
I
C
E
賛

 
 
 
 
同
（
個
人
6
0
0
万

 
 
 
 
人
、
企
業
・
団
体

 
 
 
 
4
0
万
団
体
）

（
ロ
）
具
体
的
な
取
組

 
 
 
 
 
 
の
進
展
（
平
成

 
 
 
 
 
 
4
2
年
度
ま
で

 
 
 
 
 
 
に
）

 
 
・
ク
ー
ル
ビ
ズ
及
び

 
 
 
 
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
の

 
 
 
 
実
施
1
0
0
％

 
 
・
省
エ
ネ
導
入
割

 
 
 
 
合
8
3
.
2
％

 
 
・
照
度
削
減
率

 
 
 
 
2
1
.
3
％

 
 
・
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の

 
 
 
 
実
施
（
自
家
用

 
 
 
 
車
2
5
％
、
自
家

 
 
 
 
用
貨
物
車
3
5
％
）

 
 
・
カ
ー
シ
ェ
リ
ン
グ

 
 
 
 
の
実
施
0
.
8
5
％

国
民
運
動
賛
同
の
状
況
や
施
策
の
実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
低
炭
素
社
会
作
り
に
向
け
た

地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
の
国
民
運
動
「
C
O
OL
 
CH
O
IC
E」
を
更
に
推
進
す
る
具
体
的
施

策
を
深
化
・
発
展
【
環
境
省
】

省
エ
ネ
・
低
炭
素
型
の
「
製
品
」

「
サ
ー
ビ
ス
」
「
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
」
な
ど
地
球
温
暖
化
対
策
に
資

す
る
賢
い
選
択
を
促
す
国
民
運
動

「
C
OO
L
 C
H
OI
C
E」
を
企
業
・
団

体
等
と
連
携
し
て
推
進
し
、
国
民

運
動
の
賛
同
数
拡
大
や
認
知
率
の

向
上
を
図
り
、
国
民
に
具
体
的
な

行
動
喚
起
を
促
す
施
策
を
実
施

【
環
境
省
】
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（
５
）
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
と
事
業
活
動
の
推
進

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
（
平
成
2
9
年
1
2
月
１
日
時
点
）

（
イ
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
リ
・
ス
タ
イ
ル
（
R
e
-
S
t
y
l
e
）
」
の
ユ
ニ
ー
ク
ユ
ー
ザ
数
（
月
平
均
）
：
5
,
0
5
8
人
/
月
（
平
成
2
8
年
度
：
4
,
2
1
6
人
/
月
）

（
ロ
）
「
選
ぼ
う
！
３
Ｒ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
参
加
企
業
数
と
実
施
店
舗
数
（
平
成
2
8
年
度
：
2
4
企
業
、
1
,
1
6
0
店
舗
）

②
循
環
型
社

　
会
形
成
に

　
向
け
た
情

　
報
提
供
事

　
業

（ ５ ） 環 境 の 保 全 に 配 慮 し た 消 費 行 動 と 事 業 活 動 の 推 進

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
地
球
温
暖
化
に
対
す
る
理
解
度
、
関
心
度

　
・
C
O
O
L
 
C
H
O
I
C
E
賛
同
（
個
人
約
5
1
5
万
人
、
企
業
・
団
体
約
２
万
団
体
(
平
成
3
0
年
３
月
末
時
点
)
）

（
ロ
）
具
体
的
な
取
組
の
進
展
状
況
※
地
球
温
暖
化
対
策
計
画
（
平
成
2
8
年
５
月
1
3
日
閣
議
決
定
）
抜
粋

　
・
ク
ー
ル
ビ
ズ
及
び
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
の
実
施
　
ク
ー
ル
ビ
ズ
（
業
務
）
の
実
施
率
：
7
1
.
3
％
、
ク
ー
ル
ビ
ズ
（
家
庭
）
の
実
施
率
：
7
7
％
、
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ

 
 
 
（
業
務
）
の
実
施
率
：
7
1
％
、
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ
（
家
庭
）
の
実
施
率
：
8
1
.
2
％

　
・
省
エ
ネ
導
入
割
合
（
省
エ
ネ
型
（
電
機
除
湿
器
）
購
入
割
合
（
平
成
2
5
年
度
）
7
1
.
6
％
、
省
エ
ネ
型
（
乾
燥
機
付
全
自
動
洗
濯
機
）
購
入
割
合

 
 
 
 
（
平
成
2
5
年
度
）
7
7
.
1
％
）

 
 
・
照
度
削
減
率
（
照
度
削
減
率
の
変
化
量
（
平
成
2
5
年
度
）
-
５
％
）

 
 
・
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
実
施
（
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
（
乗
用
車
）
の
実
施
率
（
平
成
2
5
年
度
）
６
％
、
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
（
自
家
用
乗
用
車
）
の
実
施
率

 
 
 
（
平
成
2
5
年
度
）
９
％
）

 
 
・
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
（
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
率
（
平
成
2
5
年
度
）
0
.
2
3
％
）

①
低
炭
素
社

　
会
作
り
に

　
向
け
た
国

　
民
運
動
の

　
推
進

（
イ
）
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
　
　
「
リ
・
ス
タ
イ

　
　
　
ル
（
R
e
-

　
　
　
S
t
y
l
e
）
」
の

　
　
　
ユ
ニ
ー
ク
ユ
ー

　
　
　
ザ
数
(
月
平
均
)

（
ロ
）
「
選
ぼ
う
！
３

　
　
　
Ｒ
キ
ャ
ン
ペ
ー

　
　
　
ン
」
参
加
企
業

　
　
　
数
と
実
施
店
舗

　
　
　
数

＜
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
リ
・
ス
タ
イ
ル
（
Re
-S
ty
le
）
」
に
よ
る
情
報
提
供
＞

年
間
を
通
じ
て
、
様
々
な
コ
ン
テ
ン
ツ
等
の
発
信
に
よ
り
、
３
Ｒ
の
態
度
変
容
、
行
動
喚
起
を
促
す
サ
イ
ト
の
運
用
と
適
時
改
善

【
環
境
省
】

※
毎
年
度
、
３
Ｒ
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
も
、
若
者
の
興
味
を
ひ
く
よ
う
な
最
新
の
動
向
や
イ
ベ
ン
ト
を
検
討
し
、
掲
載
を
行
う
。

毎
年
1
0月
の
３
Ｒ
推
進
月
間
に

お
け
る
「
環
境
に
や
さ
し
い
買

い
物
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
）
の
実

施
【
環
境
省
】

「
３
Ｒ
推
進
月
間
」
を
中
心
に
複
数
月
に
わ
た
り
実
施
す
る
「
選
ぼ
う
！
３
Ｒ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
）
の
実
施
【
環
境

省
】
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（
５
）
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
と
事
業
活
動
の
推
進

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

③
循
環
型
社

　
会
に
向
け

　
た
普
及
啓

　
発
事
業
の

　
実
施
等

「
３
Ｒ
促
進
ポ
ス

タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
へ

の
応
募
数
　
現
状
維

持 （
応
募
数
1
0
,
2
8
9

件
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

・
３
Ｒ
促
進
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
応
募
数
：
8
,
7
0
0
件
（
平
成
2
8
年
度
：
8
,
4
5
8
件
）
（
環
境
省
）

（ ５ ） 環 境 の 保 全 に 配 慮 し た 消 費 行 動 と 事 業 活 動 の 推 進

３
１
年
度

毎
年
1
0月
の
３
Ｒ
推
進
月
間
に
お
け
る
「
３
Ｒ
推
進
全
国
大
会
」
の
開
催
等
に
よ
る
普
及
啓
発
、
「
リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・

リ
サ
イ
ク
ル
推
進
功
労
者
等
表
彰
」
及
び
「
資
源
循
環
技
術
・
シ
ス
テ
ム
表
彰
」
の
後
援
、
関
係
機
関
の
意
見
を
踏
ま
え
た
改
善

【
環
境
省
、
経
済
産
業
省
】

※
毎
年
度
、
各
地
の
地
域
特
性
を
踏
ま
え
た
実
効
的
な
イ
ベ
ン
ト
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
検
討
し
、
実
施
す
る
。
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（
５
）
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
と
事
業
活
動
の
推
進

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

（ ５ ） 環 境 の 保 全 に 配 慮 し た 消 費 行 動 と 事 業 活 動 の 推 進

④
経
済
社
会

　
に
お
け
る

　
生
物
多
様

　
性
の
保
全

　
と
持
続
可

　
能
な
利
用

　
の
促
進

（
イ
）
「
に
じ
ゅ
う
ま

 
 
 
 
 
 
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク

 
 
 
 
 
 
ト
」
の
う
ち
主

 
 
 
 
 
 
に
事
業
者
等
の

 
 
 
 
 
 
登
録
件
数

※
に
じ
ゅ
う
ま
る
プ
ロ
ジ

　
ェ
ク
ト
：
生
物
多
様
性

　
条
約
第
1
0
回
締
約
国
会

 
 
議
（
C
O
P
1
0
）
で
採
択
さ

 
 
れ
た
「
愛
知
目
標
」
の

 
 
達
成
に
向
け
、
事
業
者

 
 
を
含
む
様
々
な
主
体
が

 
 
目
標
に
貢
献
す
る
取
組

 
 
を
登
録
す
る
仕
組
み
。

（
ロ
）
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

 
 
 
 
 
 
を
利
用
し
た
イ

 
 
 
 
 
 
ベ
ン
ト
等
へ
の

 
 
 
 
 
 
出
展
回
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
「
に
じ
ゅ
う
ま
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
う
ち
主
に
事
業
者
等
の
登
録
件
数
：
平
成
2
8
年
度
：
1
1
1
件
（
平
成
2
7
年
度
：
8
3
件
）

（
ロ
）
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
利
用
し
た
イ
ベ
ン
ト
等
へ
の
出
展
回
数
：
９
回
（
平
成
2
8
年
度
：
５
回
）

＜
「
生
き
も
の
マ
ー
ク
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
利
用
し
た
国
民
理
解
の
促
進
＞

事
例
集
及
び
活
用
の
た
め
の
手
引
き
の
提
供
を
通
じ
た
、
農
林
水
産
業
と
生
物
多
様
性
の
関
係
に
関
す
る
国
民
理
解
の
促
進
【
農
林

水
産
省
】

「
生
物
多
様
性
民
間
参
画
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
の
改
訂
【
環
境
省
】

＜
事
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
と
多
様
な
主
体
の
連
携
・
協
働
の
促
進
＞

「
生
物
多
様
性
民
間
参
画
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
第
２
版
）
」
の
普
及
に
よ
る
、
個
々
の
事
業
者
に
よ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
も
考
慮
し

た
自
主
的
な
取
組
の
促
進
、
事
業
者
間
及
び
多
様
な
主
体
間
の
連
携
・
協
働
の
促
進
【
環
境
省
】

※
毎
年
度
、
取
組
事
例
の
収
集
等
、
事
業
者
等
に
対
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
時
々
の
課
題
を
踏
ま
え
、
施
策
の
見
直
し
を
行
う
。
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（
５
）
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
と
事
業
活
動
の
推
進

４
　
消
費
者
が
主
役
と
な
っ
て
選
択
・
行
動
で
き
る
社
会
の
形
成

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

（ ５ ） 環 境 の 保 全 に 配 慮 し た 消 費 行 動 と 事 業 活 動 の 推 進

⑤
有
機
農
産

　
物
を
始
め

　
と
す
る
環

　
境
に
配
慮

　
し
た
農
産

　
物
の
理
解

　
と
関
心
の

　
増
進

消
費
行
動
や
事
業
活

動
の
推
進
に
資
す
る

施
策
の
実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

１
．
①
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
エ
コ
農
と
食
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
設
立
（
平
成
2
8
年
７
月
）
。

　
　
②
環
境
保
全
型
農
業
推
進
コ
ン
ク
ー
ル
を
実
施
（
平
成
2
8
年
３
月
２
日
）
。

　
　
③
マ
ッ
チ
ン
グ
フ
ェ
ア
（
平
成
2
7
年
９
月
か
ら
平
成
2
9
年
1
2
月
ま
で
計
５
回
）
及
び
有
機
農
業
の
啓
発
を
図
る
セ
ミ
ナ
ー

　
　
　
（
平
成
2
7
年
1
1
月
か
ら
平
成
2
9
年
1
2
月
ま
で
計
1
5
回
）
を
開
催
。

２
．
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
を
利
用
し
た
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
制
度
に
関
す
る
啓
発
、
生
産
行
程
管
理
記
録
作
成
の
為
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
普
及
、

　
　
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
の
見
直
し
を
実
施
。

＜
消
費
者
理
解
に
向
け
た
施
策
の
展
開
＞

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
を
踏
ま
え
た
具
体
的
施
策
の
構
築
・
促
進
【
農
林
水
産

省
】

＜
有
機
農
業
推
進
法
等
＞

有
機
農
業
・
有
機
農
産
物
等
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
よ
る
情
報
発
信
、

消
費
者
と
の
交
流
等
【
農
林
水
産
省
】

＜
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
制
度
に
お
け
る
表
示
の
適
正
化
及
び
啓
発
＞

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
る
、
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
制
度
に
関
す
る
表
示
の
適
正
化
、
消
費
者
等
へ
の
啓
発
【
農
林
水
産

省
】

国
内
で
の
生
産
実
態
を
踏
ま
え
た
現
行
の
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
規
格
の
見
直
し
（
平
成
2
8年
度
）
と
、
そ
の
施
行
状
況
を
踏
ま
え
た
必
要
な

対
応
の
実
施
【
農
林
水
産
省
】

＜
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
提
供
＞

生
産
行
程
管
理
記
録
の
作
成
の
た
め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
生
産
者
へ
の
提
供
【
農
林
水
産
省
】

有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
認
定
の
申
請
予
定
者
へ
の
提
供
【
農
林
水
産
省
】

既
に
有
機
Ｊ
Ａ
Ｓ
認

定
を
取
得
し
て
い
る

生
産
者
へ
の
提
供

【
農
林
水
産
省
】

生
産
行
程
管

理
記
録
の
作

成
の
た
め
の

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
作
成

【
農
林
水
産

省
】
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４ 消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成 

（５）環境の保全に配慮した消費行動と事業活動の推進 

① 低炭素社会作りに向けた国民運動の推進 

② 循環型社会形成に向けた情報提供事業 
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③ 循環型社会に向けた普及啓発事業の実施等 
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④ 経済社会における生物多様性の保全と持続可能な利用の促進 

⑤ 有機農産物を始めとする環境に配慮した農産物の理解と関心の増進 
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（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

④
消
費
者
紛

　
争
に
係
る

　
裁
判
外
紛

　
争
解
決
手

　
続
（
以
下

　
「
Ａ
Ｄ
Ｒ

　
」
と
い
う

　
。
）
の
実

　
施

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に

お
け
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
施

状
況

（ １ ） 被 害 救 済 、 苦 情 処 理 及 び 紛 争 解 決 の 促 進

⑥
商
品
先
物

　
Ａ
Ｄ
Ｒ
制

　
度
の
円
滑

　
な
運
営

商
品
先
物
取
引
協
会
の

苦
情
処
理
手
続
及
び
紛

争
解
決
手
続
の
実
施
状

況
（
処
理
件
数
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

苦
情
処
理
手
続
：
４
件
（
平
成
2
8
年
度
：
６
件
）

紛
争
解
決
手
続
：
８
件
（
平
成
2
8
年
度
：
８
件
）

⑤
金
融
Ａ
Ｄ

　
Ｒ
制
度
の

　
円
滑
な
運

　
営

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

申
請
件
数
：
1
7
2
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
6
7
件
）

手
続
終
了
件
数
：
1
6
4
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
8
1
件
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
上
半
期

苦
情
処
理
手
続
の
処
理
件
数
：
3
,
6
4
6
件
（
平
成
2
8
年
度
：
8
,
2
8
3
件
）

紛
争
解
決
手
続
の
処
理
件
数
：
5
9
3
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
,
2
6
7
件
）

指
定
紛
争
解
決
機
関
の

苦
情
処
理
手
続
及
び
紛

争
解
決
手
続
の
実
施
状

況
（
処
理
件
数
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
紛
争
解
決
委
員
会
に
よ
る
和
解
の
仲
介
等
の
実
施
、
そ
の
結
果
の
概
要
の
公
表
及
び
他
の
消
費
者
紛
争
の
Ａ

Ｄ
Ｒ
機
関
と
の
連
携
【
消
費
者
庁
】

指
定
紛
争
解
決
機
関
の
監
督
等
に
よ
る
金
融
Ａ
Ｄ
Ｒ
制
度
の
円
滑
な
実
施
【
金
融
庁
】

金
融
ト
ラ
ブ
ル
連
絡
調
整
協
議
会
等
の
枠
組
み
を
活
用
し
た
指
定
紛
争
解
決
機
関
等
の
連
携
強
化
【
金
融
庁
】

紛
争
の
迅
速
な
解
決
及
び
制
度
の
周
知
【
経
済
産
業
省
、
農
林
水
産
省
】
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（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ １ ） 被 害 救 済 、 苦 情 処 理 及 び 紛 争 解 決 の 促 進

⑦
住
宅
ト
ラ

　
ブ
ル
に
関

　
す
る
紛
争

　
処
理

（
イ
）
Ａ
Ｄ
Ｒ
及
び
相

　
　
　
談
の
実
施
状
況

（
ロ
）
研
修
会
の
実
施

　
　
　
状
況

　
　
　
札
幌
市
、
仙
台

　
　
　
市
、
東
京
都
、

　
　
　
名
古
屋
市
、
大

　
　
　
阪
市
、
福
岡
市

　
　
　
で
開
催

⑧
犯
罪
利
用

 
 
預
金
口
座

 
 
等
に
係
る

 
 
資
金
に
よ

 
 
る
被
害
回

 
 
復
分
配
金

 
 
の
支
払
等

 
 
に
関
す
る

 
 
法
律
（
以

 
 
下
「
振
り

 
 
込
め
詐
欺

 
 
救
済
法
」

 
 
と
い
う
。

 
 
）
に
基
づ

 
 
く
被
害
者

 
 
の
救
済
支

 
 
援
等

被
害
者
へ
の
返
金
の
状

況

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
住
宅
紛
争
審
査
会
で
は
対
象
と
な
る
新
築
住
宅
に
関
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
、
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
で
は
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
関
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
を
受
付

　
　
中
。
ま
た
、
（
公
財
）
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
・
紛
争
処
理
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
リ
フ
ォ
ー
ム
に
関
す
る
相
談
を
受
付
中
。

（
ロ
）
札
幌
市
、
仙
台
市
、
東
京
都
、
名
古
屋
市
、
大
阪
市
、
福
岡
市
で
７
回
（
東
京
２
回
）
開
催
。

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
末
ま
で
の
累
計

被
害
者
へ
の
返
金
額
：
1
4
6
億
円
（
平
成
2
8
年
度
末
ま
で
の
累
計
：
1
3
4
億
円
）３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

・
住
宅
性
能
表
示
を
受
け
た
住
宅
及
び
保
険
を
付
し
た
新
築
住
宅
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
施

・
建
設
工
事
の
請
負
契
約
に
関
す
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
施

【
国
土
交
通
省
】

民
間
賃
貸
住
宅
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
相
談
を
受
け
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
等
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
通
じ
た
関
係
者
間
の

情
報
共
有
【
国
土
交
通
省
】

民
法
改
正
（
債
権
法
部
分
）
に
関
す
る
周
知
【
国
土
交
通
省
】

振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
基
づ
く
返
金
制
度
の
周
知
徹
底
、
金
融
機
関
に
よ
る
「
被
害
が
疑
わ
れ
る
者
」
に
対
す
る
積
極
的
な
連
絡

等
の
促
進
【
金
融
庁
、
財
務
省
】

・
リ
フ
ォ
ー
ム
ト
ラ
ブ
ル
を
含
む
相
談
の
受
付

・
基
礎
ぐ
い
工
事
問
題
に
関
す
る
相
談
の
受
付

【
国
土
交
通
省
】
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（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ １ ） 被 害 救 済 、 苦 情 処 理 及 び 紛 争 解 決 の 促 進

⑨
多
重
債
務

　
問
題
改
善

　
プ
ロ
グ
ラ

　
ム
（
平
成

　
1
9
年
４
月

　
2
0
日
多
重

　
債
務
者
対

　
策
本
部
決

　
定
）
の
実

　
施

（
イ
）
貸
金
業
者
か
ら

　
　
　
５
件
以
上
無
担

　
　
　
保
無
保
証
借
入

　
　
　
の
残
高
が
あ
る

　
　
　
人
数

（
ロ
）
多
重
債
務
に
関

　
　
　
す
る
消
費
生
活

　
　
　
相
談
の
件
数
・

　
　
　
内
容

⑩
自
殺
対
策

　
基
本
法
に

　
基
づ
く
総

　
合
的
な
自

　
殺
対
策
の

　
強
化

自
殺
死
亡
率

（
人
口
1
0
万
人
当
た
り

の
自
殺
者
数
）

平
成
3
7
年
1
3
.
0
人
（
平

成
2
8
年
1
6
.
8
人
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
1
2
月
末
時
点

（
イ
）
貸
金
業
者
か
ら
５
件
以
上
無
担
保
無
保
証
借
入
の
残
高
が
あ
る
人
数
：
8
.
5
万
人
（
平
成
2
8
年
度
：
９
万
人
）

（
ロ
）
多
重
債
務
に
関
す
る
消
費
生
活
相
談
の
件
数
（
平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
時
点
）
：
2
4
,
4
5
2
件
（
平
成
2
8
年
度
：
2
6
,
0
5
5
件
）

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
8
年

自
殺
死
亡
率
（
人
口
1
0
万
人
当
た
り
の
自
殺
者
数
）
：
1
6
.
8
（
前
年
：
1
8
.
5
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

＜
多
重
債
務
問
題
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
＞

・
多
重
債
務
問
題
及
び
消
費
者
向
け
金
融
等
に
関
す
る
懇
談
会
の
開
催

【
消
費
者
庁
、
金
融
庁
、
警
察
庁
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
財
務
省
、
経
済
産
業
省
】

※
関
係
省
庁
が
十
分
連
携
の
上
、
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
関
係
団
体
が
一
体
と
な
っ
て
以
下
の
施
策
を
推
進
す
る
。

・
丁
寧
に
事
情
を
聞
い
て
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
相
談
窓
口
の
整
備
・
強
化
【
金
融
庁
、
消
費
者
庁
、
関
係
省
庁
等
】

・
借
り
ら
れ
な
く
な
っ
た
人
に
対
す
る
顔
の
見
え
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
貸
付
け
の
提
供
【
厚
生
労
働
省
、
関
係
省
庁
等
】

・
多
重
債
務
者
発
生
予
防
の
た
め
の
金
融
経
済
教
育
の
強
化
【
文
部
科
学
省
、
金
融
庁
、
消
費
者
庁
、
関
係
省
庁
等
】

・
ヤ
ミ
金
の
撲
滅
に
向
け
た
取
締
り
の
強
化
【
警
察
庁
、
金
融
庁
、
関
係
省
庁
等
】

自
殺
対
策
基
本
法
及
び
自
殺
総
合
対
策
大
綱
に
基
づ
く
、
相
談
窓
口
の
充
実
等
、
総
合
的
な
自
殺
対
策
の
強
化
【
厚
生
労
働
省
】

※
現
行
の
自
殺
総
合
対
策
大
綱
（
平
成
2
9年
７
月
閣
議
決
定
）
は
、
お
お
む
ね
５
年
を
目
途
に
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成

3
4
年
夏
頃
に
見
直
し
を
予
定
し
て
い
る
。
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（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ １ ） 被 害 救 済 、 苦 情 処 理 及 び 紛 争 解 決 の 促 進

⑪
ギ
ャ
ン
ブ

　
ル
等
依
存

　
症
対
策
の

　
強
化

（
イ
）
消
費
生
活
相
談

　
　
　
窓
口
の
設
置
状

　
　
　
況

（
ロ
）
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等

　
　
　
に
関
す
る
消
費

　
　
　
生
活
相
談
件
数

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
消
費
生
活
相
談
窓
口
の
設
置
状
況
（
平
成
2
9
年
４
月
１
日
時
点
）

　
　
全
て
の
地
方
公
共
団
体
に
設
置
（
う
ち
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
は
8
2
9
か
所
（
平
成
2
8
年
４
月
１
日
時
点
　
7
9
9
か
所
）
）

　
　
消
費
生
活
相
談
員
：
3
,
4
3
2
人
（
平
成
2
8
年
４
月
１
日
時
点
　
3
,
3
9
3
人
）
）

（
ロ
）
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
に
関
す
る
消
費
生
活
相
談
件
数
：
5
1
0
件
（
平
成
2
8
年
度
：
5
3
7
件
）

　
　
（
※
「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
」
及
び
「
多
重
債
務
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
設
定
し
、
検
索
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

「
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
の
強
化
に
つ
い
て
」
等
を
踏
ま
え
た
関
係
府
省
等
と
の
連
携
の
下
で
の
取
組
の

推
進

【
消
費
者
庁
】

地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
地
域
に
お
け
る
自
主
的
な
取
組
の
推
進
の
依
頼

【
消
費
者
庁
】

消
費
生
活
相
談
員
等
を
対
象
と
し
た
研
修
の
実
施
【
消
費
者
庁
】

消
費
者
向
け
の
注
意
喚
起
・
普
及
啓
発
の
作
成
と
、
注
意
喚
起
等
の
実
施

【
消
費
者
庁
】

関
係
機
関
と
の
連
携
方
法
な
ど
を
整
理
し
た
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
、
運
用

【
消
費
者
庁
】

資
料

作
成

注
意
喚
起
等
の
実
施

マ
ニ
ュ

ア
ル
策

定
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
運
用
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（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ １ ） 被 害 救 済 、 苦 情 処 理 及 び 紛 争 解 決 の 促 進

⑫
生
活
困
窮

者
自
立
支
援

法
に
基
づ
く

支
援
の
推
進

（
イ
）
自
立
相
談
支
援

 
 
 
 
 
 
事
業
に
お
け
る

 
 
 
 
 
 
生
活
困
窮
者
の

 
 
 
 
 
 
年
間
新
規
相
談

 
 
 
 
 
 
件
数

（
ロ
）
任
意
の
法
定
事

 
 
 
 
 
 
業
の
実
施
率

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
自
立
相
談
支
援
事
業
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
の
年
間
新
規
相
談
件
数
（
平
成
2
8
年
度
）
 
 
2
2
2
,
4
2
6
件

（
ロ
）
任
意
の
法
定
事
業
の
実
施
率
（
平
成
2
9
年
度
）

　
・
就
労
準
備
支
援
事
業
：
4
4
％
、
家
計
相
談
支
援
事
業
：
4
0
％
、
一
時
生
活
支
援
事
業
：
2
8
％
、
子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業
：
5
6
％

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
、
自
立
相
談
支
援
事
業
の
着
実
な
実
施
、
就
労
準
備
支
援
、
家
計
相
談
支
援
等
の
推
進
【
厚
生
労

働
省
】

第
２
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し

て
の
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
制
度
の

在
り
方
に
つ
い
て
、

関
係
審
議
会
等
に

お
い
て
検
討

【
厚
生
労
働
省
】

関
係
審
議
会
等
に

お
け
る
検
討
の
結

果
に
基
づ
い
て
、

平
成
3
0年
通
常
国

会
に
所
要
の
法
案

を
提
出

【
厚
生
労
働
省
】
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（
１
）
被
害
救
済
、
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
の
促
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ １ ） 被 害 救 済 、 苦 情 処 理 及 び 紛 争 解 決 の 促 進

⑬
成
年
年
齢

引
下
げ
を
見

据
え
た
関
係

府
省
庁
連
絡

会
議
の
開
催

成
年
年
齢
引
下
げ
の
国

民
へ
の
浸
透
の
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

今
後
、
把
握
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
現
状
で
は
、
記
述
が
不
可
能
で
あ
る
。

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

成
年
年
齢
引
下
げ
を
見
据
え
た
環
境
整
備
に
関
す
る
関
係
府

省
庁
連
絡
会
議
を
開
催
し
、
関
係
行
政
機
関
相
互
の
密
接
な

連
携
・
協
力
を
確
保
し
、
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
取
組
を
推

進
【
法
務
省
、
金
融
庁
、
消
費
者
庁
、
文
部
科
学
省
、
経
済

産
業
省
、
関
係
府
省
庁
】

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、
若
年
者
へ
の
実
践
的
な
消
費

者
教
育
の
実
施
を
推
進
【
消
費
者
庁
、
文
部
科
学
省
、
法
務
省
、

金
融
庁
】

若
年
者
に
対
す
る
返
済
能
力
や
支
払
可
能
見
込
額
の
調
査
を

一
層
適
切
に
行
う
取
組
を
推
進
【
金
融
庁
、
経
済
産
業
省
】

成
年
年
齢
引
下
げ
に
関
連
し
て
生
ず
る
様
々
な
影
響
を
把
握

す
る
た
め
、
国
民
へ
の
浸
透
度
等
の
調
査
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
活
用
し
て
、
効
果
的
な
広
報
・
周
知
の
媒
体
や
方
法
に

つ
き
検
討
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
教
育
を
は
じ
め
と
し
た

環
境
整
備
の
施
策
に
い
か
す
。
【
法
務
省
、
関
係
府
省
庁
】
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⑥ 商品先物ＡＤＲ制度の円滑な運営 

⑦ 住宅トラブルに関するＡＤＲの実施 

181



⑧ 振り込め詐欺救済法に基づく被害者の救済支援等 

⑨ 多重債務問題改善プログラム（平成 19 年４月 20 日多重債務者対策本部決定）

の実施 

182



⑩ 自殺対策基本法に基づく総合的な自殺対策の強化 

⑪ ギャンブル等依存症対策の強化 

183



⑫ 生活困窮者自立支援法に基づく支援の推進 

⑬ 成年年齢引下げを見据えた関係府省庁連絡会議の開催 
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（
２
）
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
対
応
し
た
消
費
者
利
益
の
擁
護
・
増
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ２ ） 高 度 情 報 通 信 社 会 の 進 展 に 対 応 し た 消 費 者 利 益 の 擁 護 ・ 増 進

①
青
少
年
が

　
安
全
に
安

　
心
し
て
イ

　
ン
タ
ー
ネ

　
ッ
ト
を
利

　
用
で
き
る

　
環
境
の
整

　
備

「
青
少
年
が
安
全
に
安

心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
の
施
策
に

関
す
る
基
本
的
な
計

画
」
に
基
づ
く
施
策
の

実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

「
青
少
年
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
い
て
、
関
係
省
庁
か
ら
の
報
告
に
よ
り
、
「
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
」
に
基
づ
く
施
策
の
実
施
状
況
を
把
握
し
た
。

②
個
人
情
報

　
保
護
法
制

　
の
周
知
（

　
個
人
情
報

　
保
護
法
改

　
正
前
）

※
平
成
2
8
年

　
以
降
は
、

　
「
③
パ
ー

　
ソ
ナ
ル
デ

　
ー
タ
の
利

　
活
用
に
関

　
す
る
制
度

　
改
正
」
に

　
お
い
て
実

　
施

個
人
情
報
保
護
法
に
関

す
る
説
明
会
の
開
催
状

況
（
開
催
場
所
、
参
加

者
数
、
肯
定
的
評
価
の

割
合
）

（
K
P
I
の
現
状
）

平
成
2
7
年
９
月
か
ら
同
年
1
2
月
に
か
け
て
「
個
人
情
報
保
護
法
に
関
す
る
説
明
会
」
を
開
催
。

開
催
場
所
：
1
0
か
所
、
参
加
者
数
：
2
,
0
0
2
人
、
各
開
催
場
所
に
お
け
る
肯
定
的
評
価
：
約
8
5
％

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

基
本
的
計
画
に
基
づ
く
、
青
少
年

の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
整
備

の
た
め
の
施
策
の
総
合
的
か
つ
効
果

的
な
推
進
【
内
閣
府
、
関
係
省
庁

等
】

「
基
本
的
計

画
」
の
見
直
し

【
内
閣
府
、
関

係
省
庁
等
】

説
明
会
の
開
催
、

広
報
資
料
の
作

成
等
に
よ
る
周

知
・
啓
発

【
消
費
者
庁
】

基
本
的
計
画
に
基
づ
く
、
青
少
年
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
環
境
整
備
の
た
め
の
施
策

の
総
合
的
か
つ
効
果
的
な
推
進
【
内
閣
府
、
関

係
省
庁
等
】

「
基
本
的
計
画
」
の
見

直
し
【
内
閣
府
、
関
係

省
庁
等
】

「
基
本
的
計
画
」
の
見

直
し
【
内
閣
府
、
関
係

省
庁
等
】
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（
２
）
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
対
応
し
た
消
費
者
利
益
の
擁
護
・
増
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ２ ） 高 度 情 報 通 信 社 会 の 進 展 に 対 応 し た 消 費 者 利 益 の 擁 護 ・ 増 進

③
パ
ー
ソ
ナ

　
ル
デ
ー
タ

　
の
利
活
用

　
に
関
す
る

　
制
度
改
正

　
（
個
人
情

　
報
保
護
法

　
改
正
後
の

　
個
人
情
報

　
保
護
法
制

　
の
周
知
を

　
含
む
。
）

個
人
情
報
保
護
制
度
に

関
す
る
説
明
会
等
の
実

施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
（
平
成
2
9
年
1
2
月
１
日
時
点
）

・
平
成
2
9
年
５
月
の
改
正
個
人
情
報
保
護
法
の
全
面
施
行
に
向
け
て
、
平
成
2
8
年
1
0
月
以
降
順
次
、
同
法
に
基
づ
く
政
令
・
規
則
等
が
公
布
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
Ｑ
＆
Ａ
、
事
務
局
レ
ポ
ー
ト
等
が
公
表
さ
れ
た
。

・
個
人
情
報
保
護
法
の
説
明
会
に
お
い
て
改
正
法
及
び
改
正
法
に
基
づ
く
政
令
・
規
則
等
の
説
明
も
行
っ
た
。

　
（
平
成
2
9
年
度
（
４
月
～
1
1
月
）
：
1
5
1
回
（
平
成
2
8
年
度
：
1
9
2
回
）
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

法
律
の

審
議
状

況
・
施

行
に
関

す
る
状

況
を
踏

ま
え
た

各
施
策

の
実
施

【
内
閣

官
房
、

消
費
者

庁
、
総

務
省
、

経
済
産

業
省
、

関
係
省

庁
等
】

平
成
2
8
年
1

月
1
日
に
個

人
情
報
保
護

委
員
会
が
設

置
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
て
、

当
該
委
員
会

を
主
体
と
し

て
改
正
個
人

情
報
保
護
法

に
基
づ
く
政

令
・
規
則
等

の
作
成
や
個

人
情
報
保
護

法
制
の
周

知
・
啓
発
を

含
め
た
施
策

を
実
施
【
個

人
情
報
保
護

委
員
会
、
関

係
省
庁
等
】

改
正
法

の
施
行

に
向
け

て
、
法

令
等
の

周
知
・

啓
発
を

含
め
た

各
種
施

策
の
実

施
【
個

人
情
報

保
護
委

員
会
、

関
係
省

庁
等
】

改
正
個
人
情
報
保
護
法
の
平
成
2
9
年
５
月

の
全
面
施
行
を
受
け
て
、
個
人
の
権
利
利

益
の
保
護
を
図
り
つ
つ
デ
ー
タ
流
通
の
円
滑

化
を
図
る
た
め
、
法
律
・
政
令
・
規
則
・
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
の
周
知
・
啓
発
・
相
談
対
応
等
を

含
め
た
各
種
施
策
の
実
施
【
個
人
情
報
保

護
委
員
会
】

・
改
正
個
人
情
報
保
護
法
の
平
成
2
9

年
５
月
の
全
面
施
行
後
３
年
を
目
途

に
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
基

本
方
針
の
策
定
及
び
推
進
等
個
人
情

報
保
護
委
員
会
の
所
掌
事
務
を
実
効

的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
人
的
体
制

の
整
備
、
財
源
の
確
保
そ
の
他
の
措

置
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
実
施
。

・
同
法
の
全
面
施
行
後
３
年
ご
と
に

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
国
際
的

動
向
、
情
報
通
信
技
術
の
進
展
、
個

人
情
報
を
活
用
し
た
新
産
業
の
創

出
・
発
展
の
状
況
等
に
つ
い
て
検
討

を
実
施
。

・
こ
れ
ら
の
検
討
の
結
果
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
じ
る

【
個
人
情
報
保
護
委
員
会
】
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（
２
）
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
対
応
し
た
消
費
者
利
益
の
擁
護
・
増
進

５
　
消
費
者
の
被
害
救
済
、
利
益
保
護
の
枠
組
み
の
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ ２ ） 高 度 情 報 通 信 社 会 の 進 展 に 対 応 し た 消 費 者 利 益 の 擁 護 ・ 増 進

④
マ
イ
ナ
ン

　
バ
ー
制
度

　
の
周
知
と

　
適
正
な
運

　
用
等

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の

円
滑
な
運
用
及
び
適
正

な
取
扱
い
確
保
に
関
す

る
説
明
会
等
の
広
報
の

実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度
（
平
成
3
0
年
１
月
3
1
日
時
点
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
説
明
会
開
催
：
7
7
回
（
平
成
2
8
年
度
：
1
6
0
回
）

・
媒
体
を
用
い
た
広
報
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
便
乗
し
た
詐
欺
の
注
意
喚
起
に
つ
い
て
）

・
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
：
平
成
3
0
年
１
月
全
国
3
9
局
（
平
成
2
8
年
度
：
9
3
局
）

・
新
聞
広
告
：
２
回
（
平
成
2
9
年
８
月
、
平
成
3
0
年
１
月
）
（
平
成
2
8
年
度
：
２
回
）

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
説
明
会
実
績
：
1
0
0
回
（
平
成
2
8
年
度
：
1
2
8
回
）

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

平
成
2
7
年
1
0
月

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
通
知
開
始
、

平
成
2
8
年
１
月

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の

利
用
開
始

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
正
し
い
情
報
の
周
知
・
広
報
活
動

・
特
定
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
保
護
措
置
の
周
知
・
啓
発
、
行
政
機
関
等
が
実
施

す
る
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
制
度
の
推
進
【
内
閣
府
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
（
改
組
前
の
特
定
個
人
情
報
保
護
委
員
会
を
含

む
。
）
、
関
係
省
庁
等
】

平
成
2
9
年
1
1
月

情
報
連
携
や

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ

ル
に
お
け
る

本
格
運
用
開
始
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５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備 

（２）高度情報通信社会の進展に対応した消費者利益の擁護・増進 

① 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備 

② 個人情報保護法制の周知（個人情報保護法改正前） 
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③ パーソナルデータの利活用に関する制度改正（個人情報保護法改正後の個人情

報保護法制の周知を含む。） 
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④ マイナンバー制度の周知と適正な運用等 
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（
３
）
消
費
生
活
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
対
応
し
た
消
費
者
利
益
の
擁
護
・
増
進

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

・
越
境
消
費
者
相
談
受
付
件
数
：
4
,
0
8
6
件
（
平
成
2
8
年
度
：
4
,
4
7
5
件
）

・
海
外
連
携
機
関
の
管
轄
す
る
国
・
地
域
数
：
新
規
２
機
関
、
計
1
2
機
関
（
合
計
2
3
か
国
・
地
域
）
（
平
成
2
8
年
度
：
1
2
機
関
、
2
2
か
国
・
地
域
）

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
在
留
外
国
人
の
対
応
を
含
む
消
費
生
活
相
談
体
制
の
強
化
に
向
け
た
地
方
公
共
団
体
の
取
組
を
支
援
す
る
た
め
「
地
方
消
費
者
行
政
推
進
交
付
金
」

　
　
を
交
付
し
た
。
3
5
都
道
府
県
に
お
い
て
通
訳
の
活
用
等
の
体
制
整
備
が
図
ら
れ
て
い
る
（
平
成
2
8
年
1
2
月
時
点
）
。

（
ロ
）
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
在
留
外
国
人
か
ら
の
相
談
体
制
の
整
備
の
検
討
材
料
と
す
る
た
め
、
電
話
通
訳
サ
ー
ビ
ス
会
社
等
に
運
用
面
や
費
用

 
 
 
 
面
等
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
と
と
も
に
、
訪
日
外
国
人
へ
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
注
意
喚
起
の
実
施
に
向
け
た
検
討
・
調
整
を
行
っ
た
。

30
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（
３
）
消
費
生
活
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
対
応
し
た
消
費
者
利
益
の
擁
護
・
増
進

（
K
P
I
の
現
状
）

平
成
2
9
年
７
月
に
、
ベ
ト
ナ
ム
競
争
庁
（
Ｖ
Ｃ
Ａ
）
職
員
が
来
日
し
、
消
費
者
庁
か
ら
日
本
の
消
費
者
政
策
の
紹
介
等
の
研
修
を
行
い
、
ベ
ト
ナ
ム
消
費
者
行
政

に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
た
。

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

第
9
3
回
・
第
9
4
回
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
消
費
者
政
策
委
員
会
、
第
1
4
回
・
第
1
5
回
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
製
品
安
全
作
業
部
会
に
参
加
し
、
消
費
者
政
策
に
関
す
る
日
本
の
取
組
の
紹
介

や
各
国
の
取
組
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
製
品
安
全
作
業
部
会
で
は
議
長
に
再
々
選
さ
れ
た
。
（
平
成
2
8
年
度
：
第
9
1
回
・
第
9
2
回
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
消
費
者
政

策
委
員
会
、
第
1
2
回
・
第
1
3
回
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
製
品
安
全
作
業
部
会
に
参
加
。
ま
た
、
平
成
2
8
年
６
月
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
関
す
る
閣
僚
級
会
合
に
参

加
。
）

（
K
P
I
の
現
状
）

平
成
2
9
年
９
月
に
ア
ジ
ア
消
費
者
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
、
意
見
交
換
等
を
行
っ
た
。
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（
３
）
消
費
生
活
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
対
応
し
た
消
費
者
利
益
の
擁
護
・
増
進

（
K
P
I
の
現
状
）

平
成
2
9
年
４
月
、
1
1
月
に
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
の
本
会
合
に
出
席
。
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
が
推
奨
す
る
「
詐
欺
防
止
月
間
」
（
平
成
2
9
年
５
月
）
を
実
施
。
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５ 消費者の被害救済、利益保護の枠組みの整備 

（３）消費生活のグローバル化の進展に対応した消費者利益の擁護・増進 

① 越境消費者トラブルへの対応の強化 

② 在留外国人の相談に対する体制の強化 

194



③ 二国間・地域間・多国間における消費者問題に関する政策対話等の実施 

④ 東南アジア諸国の消費者法制の整備・運用の支援 

⑤ 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）消費者政策委員会等の国際会議への積極的な参

画 

195



⑥ 消費者保護及び執行のための国際ネットワーク（ＩＣＰＥＮ）等を通じた消費

者保護関係機関との国際的な連携 
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（
１
）
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
の
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化

６
　
国
や
地
方
の
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

消
費
者
委
員
会
の
意
見

表
明
及
び
こ
れ
に
関
す

る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の

実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

提
言
２
件
、
意
見
表
明
1
3
件
、
報
告
書
２
件
の
公
表
、
８
件
の
答
申
の
発
出
及
び
建
議
１
件
に
係
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
。

（
平
成
2
8
年
度
：
建
議
２
件
、
提
言
１
件
、
意
見
表
明
８
件
、
報
告
書
２
件
の
公
表
、
５
件
の
答
申
の
発
出
及
び
建
議
２
件
に
係
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実

施
。
）

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（ １ ） 国 （ 独 立 行 政 法 人 を 含 む 。 ） の 組 織 体 制 の 充 実 ・ 強 化

①
消
費
者
行

　
政
体
制
の

　
更
な
る
整

　
備
等
（
所

　
管
法
律
の

　
点
検
・
評

　
価
及
び
他

　
の
法
律
へ

　
の
関
与
の

　
在
り
方
等

　
の
検
討
・

　
措
置
）

点
検
、
評
価
及
び
検
討

の
取
組
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

・
実
証
に
基
づ
い
た
政
策
の
分
析
・
研
究
機
能
を
ベ
ー
ス
と
し
た
新
し
い
消
費
者
行
政
の
発
展
の
拠
点
と
し
て
、
平
成
2
9
年
７
月
2
4
日
に
、
徳
島
県

　
に
「
消
費
者
行
政
新
未
来
創
造
オ
フ
ィ
ス
」
を
開
設
。

・
平
成
2
9
年
1
1
月
に
「
消
費
者
行
政
新
未
来
創
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
検
証
専
門
調
査
会
」
を
設
置
し
、
同
年
1
2
月
以
降
、
専
門
調
査
会
等
を
開
催
。

　
（
消
費
者
委
員
会
）

・
平
成
2
9
年
８
月
に
平
成
2
8
年
度
の
消
費
者
庁
の
政
策
を
評
価
し
た
政
策
評
価
書
を
公
表
。
結
果
を
踏
ま
え
、
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備
の
た
め

　
の
予
算
要
求
、
機
構
定
員
要
求
を
実
施
。

②
消
費
者
庁

　
に
お
け
る

　
国
際
担
当

　
の
体
制
強

　
化

体
制
整
備
の
状
況
及
び

連
携
強
化
の
取
組
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

国
際
業
務
実
施
体
制
整
備
に
関
し
、
平
成
2
8
年
度
か
ら
設
置
さ
れ
た
国
際
室
に
お
い
て
業
務
を
開
始
。
ま
た
、
庁
内
国
際
担
当
者
と
連
携
し
て
国
際
会
議
に
参

加
。

③
消
費
者
委

　
員
会
の
事

　
務
局
体
制

　
の
充
実
・

　
強
化
等

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

所
管
法
律
の
点
検
、
評
価
及
び
他
の
法
律
へ
の
関
与
の
在
り
方
等
の
検
討
・
措
置
【
消
費
者
庁
】

※
毎
年
度
、
消
費
者
行
政
体
制
の
更
な
る
整
備
に
つ
い
て
点
検
・
評
価
を
実
施

庁
内
国
際
担
当
者
間
の
連
携
強
化
【
消
費
者
庁
】

国
際
業
務
対
応

強
化
の
た
め
の

体
制
整
備
【
消

費
者
庁
】

事
務
局
体
制
の
充
実
・
強
化
【
内
閣
府
】

消
費
者
委
員
会
に
よ
る
資
料
の
提
出
の
要
求
等
、
消
費
者
庁
を
始
め
関
係
省
庁
に
よ
る
迅
速
か
つ
適
切
な
対
応

消
費
者
委
員
会
が
建
議
等
の
意
見
表
明
を
行
っ
た
施
策
に
関
す
る
実
施
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
【
内
閣
府
、
関
係
省
庁
等
】
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（
１
）
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
の
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化

６
　
国
や
地
方
の
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ １ ） 国 （ 独 立 行 政 法 人 を 含 む 。 ） の 組 織 体 制 の 充 実 ・ 強 化

④
障
害
者
の

　
消
費
者
被

　
害
の
防
止

　
策
の
強
化

（
イ
）
消
費
生
活
セ
ン

　
　
　
タ
ー
等
に
お
け

　
　
　
る
体
制
整
備
取

　
　
　
組
の
状
況

（
ロ
）
国
民
生
活
セ
ン

　
　
　
タ
ー
に
お
け
る

　
　
　
障
害
者
か
ら
の

　
　
　
相
談
体
制
の
整

　
　
　
備
状
況
及
び
ウ

　
　
　
ェ
ブ
サ
イ
ト
等

　
　
　
に
よ
る
障
害
者

　
　
　
に
配
慮
し
た
情

　
　
　
報
提
供
の
実
施

　
　
　
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

（
イ
）
よ
り
多
く
の
高
齢
者
・
障
害
者
に
対
す
る
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
周
知
及
び
円
滑
な
相
談
対
応
を
図
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
検
討

（
ロ
）

・
障
害
者
か
ら
の
消
費
生
活
相
談
に
対
す
る
体
制
の
整
備
と
し
て
、
障
害
者
か
ら
の
消
費
生
活
相
談
の
受
付
状
況
を
把
握

　
（
平
成
2
9
年
度
：
9
6
件
（
平
成
2
8
年
度
：
1
1
3
件
）
)
し
、
引
き
続
き
相
談
対
応
を
実
施
。

・
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ウ
ェ
ブ
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
調
査
（
J
I
S
 
X
 
8
3
4
1
-
3
:
2
0
1
6
に
基
づ
く
検
証
）
を
実
施
し
、
音
声
読
み
上
げ

　
ソ
フ
ト
へ
の
対
応
、
弱
視
、
色
覚
障
害
者
等
へ
の
配
慮
の
措
置
に
関
し
て
問
題
が
存
在
す
る
個
所
の
改
善
を
実
施
。

・
「
く
ら
し
の
豆
知
識
」
は
N
P
O
法
人
カ
ラ
ー
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
機
構
の
C
U
D
マ
ー
ク
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
デ
イ
ジ
ー
版
を
作
成
・
配
布
。

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
障
害
者
に
対
す
る
消
費
生
活
相
談
の
取
組
を
推
進

【
消
費
者
庁
】

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
お
け
る
障
害
者
の
消
費
生
活
相
談
へ
の
対
応
の
た
め
の

体
制
整
備
・
取
組
の
推
進
【
消
費
者
庁
】

障
害
者
の
消
費

生
活
相
談
へ
の

対
応
方
策
に
つ

い
て
検
討
【
消

費
者
庁
】

検
討
結
果
を

踏
ま
え
た
体

制
整
備
を
推

進
【
消
費
者

庁
】

ニ
ー
ズ
や
受
付

状
況
を
踏
ま
え

た
強
化
策
を
検

討
【
消
費
者

庁
】

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
デ
イ
ジ
ー
版
資
料
等
に
お
け
る
障
害
者
に
配
慮
し
た
情
報
提
供
の
実
施
【
消

費
者
庁
】
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（
１
）
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
の
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化

６
　
国
や
地
方
の
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ １ ） 国 （ 独 立 行 政 法 人 を 含 む 。 ） の 組 織 体 制 の 充 実 ・ 強 化

⑤
国
民
生
活

　
セ
ン
タ
ー

　
に
よ
る
消

　
費
生
活
セ

　
ン
タ
ー
等

　
へ
の
相
談

　
支
援
機
能

　
強
化

関
係
省
庁
の
連
携
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

消
費
者
政
策
担
当
課
長
会
議
を
１
回
開
催
（
平
成
2
9
年
1
1
月
）
し
、
消
費
者
政
策
に
お
け
る
取
組
等
の
状
況
報
告
や
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
（
平
成
2
8
年
度
：
１

回
）

研
修
の
実
施
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

昇
任
時
相
談
窓
口
等
体
験
研
修
に
3
0
府
省
等
か
ら
9
7
人
が
参
加
し
た
。
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
の
9
3
.
8
％
が
本
研
修
は
今
後
の
業
務
遂
行
に
「
有
益
」
で
あ

る
と
回
答
し
た
（
平
成
2
8
年
度
：
9
7
.
3
％
）
。

⑦
消
費
者
・

　
生
活
者
を

　
主
役
と
す

　
る
行
政
を

　
担
う
国
家

　
公
務
員
の

　
意
識
改
革

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

（
イ
）
相
談
支
援
の
実

　
　
　
施
状
況

（
ロ
）
消
費
者
相
談

　
　
　
1
1
0
番
の
実
施

　
　
　
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）
※
平
成
2
9
年
度

（
イ
）
相
談
支
援
の
実
施
状
況

・
相
談
受
付
件
数
：
1
9
,
7
0
1
件
（
経
由
相
談
件
数
：
7
,
0
7
4
件
、
平
日
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
相
談
件
数
：
3
,
5
9
4
件
、
お
昼
の
消
費
生
活
相
談
件
数
：
2
,
9
4
4
件
、

　
休
日
相
談
件
数
：
6
,
0
8
9
件
)
（
平
成
3
0
年
３
月
末
ま
で
の
Ｐ
Ｉ
Ｏ
－
Ｎ
Ｅ
Ｔ
登
録
分
）
（
平
成
2
8
年
度
の
相
談
受
付
件
数
：
1
9
,
7
8
1
件
（
経
由
相

　
談
件
数
：
7
,
5
8
9
件
、
平
日
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
相
談
件
数
：
3
,
7
3
9
件
、
お
昼
の
消
費
生
活
相
談
件
数
：
3
,
0
2
2
件
、
休
日
相
談
件
数
：
5
,
4
3
1
件
）
）

・
越
境
消
費
者
相
談
受
付
件
数
：
4
,
0
8
6
件
（
平
成
2
8
年
度
4
,
4
7
5
件
）

（
ロ
）
消
費
者
相
談
1
1
0
番
の
実
施
状
況

・
熊
本
地
震
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
1
1
0
番
（
平
成
2
8
年
４
月
1
8
日
～
７
月
1
4
日
に
実
施
）

　
受
付
件
数
：
8
7
5
件

・
6
0
歳
以
上
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
相
談
1
1
0
番
（
平
成
2
9
年
９
月
1
4
日
、
1
5
日
に
実
施
）

　
受
付
件
数
：
8
8
件
（
平
成
2
8
年
度
：
9
5
件
（
平
成
2
8
年
９
月
1
5
日
、
1
6
日
に
実
施
）
）

・
ジ
ャ
パ
ン
ラ
イ
フ
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
平
成
2
9
年
1
2
月
2
9
日
～
平
成
3
0
年
１
月
３
日
に
実
施
）

　
受
付
件
数
：
2
7
3
件

⑥
消
費
者
政

　
策
の
推
進

　
等
に
向
け

　
た
関
係
省

　
庁
等
の
連

　
携
強
化

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
経
由
相
談
の
強
化
、
お
昼
の
消
費
生
活
相
談
及
び
「
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
通
じ
た
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
等
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
【
消
費
者
庁
】

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
及
び
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
消
費
者
相
談

11
0番
に
つ
い
て
、
被
害
状
況
等
に
鑑
み
て
テ
ー
マ
等
を
検
討

し
、
実
施
【
消
費
者
庁
】

機
動
的
な
消
費
者
政
策
担
当
課
長
会
議
の
開
催
【
消
費
者
庁
、
関
係
省
庁
】

※
開
催
時
期
や
そ
の
時
々
の
課
題
踏
ま
え
、
議
題
を
設
定

「
昇
任
時
相
談
窓
口
等
体
験
研
修
」
の
実
施
【
消
費
者
庁
、
人
事
院
】
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（
１
）
国
（
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
）
の
組
織
体
制
の
充
実
・
強
化

６
　
国
や
地
方
の
消
費
者
行
政
の
体
制
整
備

３
２
年
度

３
３
年
度

３
４
年
度

（ １ ） 国 （ 独 立 行 政 法 人 を 含 む 。 ） の 組 織 体 制 の 充 実 ・ 強 化

⑧
消
費
者
か

　
ら
の
情
報

　
・
相
談
の

　
受
付
体
制

　
の
充
実

各
窓
口
で
の
情
報
・
相

談
の
受
付
・
対
応
状
況

（
K
P
I
の
現
状
）

消
費
者
政
策
担
当
課
長
会
議
（
平
成
2
9
年
1
1
月
）
に
お
い
て
、
各
府
省
庁
に
お
け
る
各
窓
口
で
の
情
報
・
相
談
の
受
付
体
制
の
維
持
・
強
化
を
促
し
、
受
付
体
制

の
状
況
を
別
表
３
（
2
2
4
頁
）
の
と
お
り
取
り
ま
と
め
た
。

施
策
名

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

３
０
年
度

３
１
年
度

〔
参
考
〕

Ｋ
Ｐ
Ｉ

各
府
省
庁
等
が
設
置
す
る
、
消
費
者
か
ら
の
情
報
・
相
談
を
受
け
付
け
る
体
制
の
維
持
・
強
化
【
消
費
者
庁
、

関
係
省
庁
等
】

受
付
手
段
の
拡

充
を
検
討
【
消

費
者
庁
関
係
省

庁
】
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６ 国や地方の消費者行政の体制整備

（１）国（独立行政法人を含む。）の組織体制の充実・強化 

① 消費者行政体制の更なる整備等（所管法律の点検・評価及び他の法律への関与

の在り方等の検討・措置） 

② 消費者庁における国際担当の体制強化 

③ 消費者委員会の事務局体制の充実・強化等 
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④ 障害者の消費者被害の防止策の強化 

202



203



⑦ 消費者・生活者を主役とする行政を担う国家公務員の意識改革 

⑧ 消費者からの情報・相談の受付体制の充実 

  

204



10
4

30

30

205



206



30

207



20
15

27
9

28

208



209



６ 国や地方の消費者行政の体制整備 

（２）地方における体制整備 

① 地方消費者行政の充実・強化に向けた地方公共団体への支援等 

210



211



② 地域の見守りネットワークの構築（消費者安全確保地域協議会、消費生活協力

員、消費生活協力団体） 

③ 地方公共団体との政策・措置に関する情報等の共有 

212



④ 都道府県における法執行強化 

⑤ 「消費者ホットライン」の運用 

213



⑥ 消費生活以外の相談窓口に寄せられた消費生活に関する相談の誘導 

⑦ 消費生活相談情報の活用 

214



215



（別表１－１）

件数 件数 件数 件数
101 97 114 106

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

18 19 534 98
法令違反 17 法令違反 16 法令違反 520 法令違反 87

親会社の破綻 1
業務改善命令発動要件に該
当

3
投資者保護上問題のある業
務運営

13
投資者保護上問題のある業
務運営

8

－ 登録拒否要件に該当 1 行政官庁の処分違反 1 行政官庁の処分違反 2

－ － －
顧客情報保護のためのセ
キュリティ管理体制等の不
備

1

2 0 0 0
親会社の破綻 2

8 4 6 1
法令違反 8 法令違反 4 法令違反 6 法令違反 1

5 6 7 6
法令違反 5 法令違反 2 法令違反 6 法令違反 2
－ 登録取消要件に該当 4 登録取消要件に該当 1 登録取消要件に該当 4
－ 登録拒否要件に該当 1 － －

501 77
法令違反 500 法令違反 75
行政官庁の処分違反 1 行政官庁の処分違反 2

課徴金納付命令決定等 44 課徴金納付命令決定等 47 課徴金納付命令決定等 49 課徴金納付命令決定等 30
不公正取引 35 不公正取引 43 不公正取引 42 不公正取引 28
開示書類の虚偽記載等 9 開示書類の虚偽記載等 4 開示書類の虚偽記載等 7 開示書類の虚偽記載等 2

6 8 7 4
有価証券報告書等の虚偽記
載等

2
有価証券報告書等の虚偽記
載等

3 風説の流布・偽計 2 相場操縦・相場固定 2

風説の流布・偽計 1 風説の流布・偽計 2 相場操縦・相場固定 3 インサイダー取引 2
相場操縦・相場固定 2 相場操縦・相場固定 1 インサイダー取引 2 －
インサイダー取引 1 インサイダー取引 2 － －

6 3 1 2

無登録営業 6 無登録営業 2 無登録営業 1 無登録営業 2
－ 虚偽告知等 1 － －

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

免許取消 141 免許取消 137 免許取消 168 未集計
事務所不確知 78 事務所不確知 88 事務所不確知 83
免許の基準違反 25 免許の基準違反 20 免許の基準違反 38
社員の地位を失った場合の
営業保証金の未供託

24
社員の地位を失った場合の
営業保証金の未供託

12
社員の地位を失った場合の
営業保証金の未供託

33

その他 14 その他 17 その他 14
業務停止 74 業務停止 63 業務停止 55
社員の地位を失った場合の
営業保証金の未供託

48
社員の地位を失った場合の
営業保証金の未供託

37
社員の地位を失った場合の
営業保証金の未供託

25

重要事項説明違反 8 重要事項説明違反 9 重要事項説明違反 9
取引主任者の不設置 6 媒介契約違反 4 不正又は著しく不当な行為 6
その他 12 その他 13 その他 15

指示 34 指示 27 指示 28
重要事項説明違反 11 取引士の不設置 6 重要事項説明違反 8
取引主任者の不設置 9 重要事項説明違反 6 取引士の不設置 7
限度額を超える報酬の受領 3 媒介契約違反 2 媒介契約違反 2
その他 11 契約書の不交付 2 契約書の不交付 2
－ その他 11 その他 9

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

- 1 4 3

運送機関に関する事項の未
確認

1
他の法令に違反するサービ
スの提供を受けることの
あっせん

4
他の法令に違反するサービ
スの提供を受けることの
あっせん

3

旅程管理措置の不実施 1 － －
1 2 1

運送機関に関する事項の未
確認

1
他の法令に違反するサービ
スの提供を受けることの
あっせん

2
他の法令に違反するサービ
スの提供を受けることの
あっせん

1

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　違反類型ごとの件数について、整理が困難な場合は、行政処分等の種別とその件数のみを記載している。
　　なお、違反類型間の件数は重複している場合がある。

１　弁護士法（法務省）
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

件数 件数 件数 件数

懲戒処分 懲戒処分 懲戒処分 懲戒処分
※　本処分件数は、日本弁護士連合会ウェブサイトに掲載されているものであり、集計期間は暦年である。また、違反行為ごとの件数については整理していない。

登録取消登録取消

無登録業者・無届募集等に対
する裁判所への禁止命令

業務改善命令 業務改善命令 業務改善命令 業務改善命令

資産の国内保有命令資産の国内保有命令資産の国内保有命令資産の国内保有命令

３　宅地建物取引業法（国土交通省、消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

件数

２　金融商品取引法（金融庁）

無登録業者・無届募集等に対
する裁判所への禁止命令

無登録業者・無届募集等に対
する裁判所への禁止命令

無登録業者・無届募集等に対
する裁判所への禁止命令

業務廃止命令 業務廃止命令

犯則事件の告発犯則事件の告発犯則事件の告発犯則事件の告発

業務停止命令 業務停止命令 業務停止命令 業務停止命令

登録取消登録取消

件数 件数 件数 件数

≪国土交通省≫

件数 件数 件数

４　旅行業法（観光庁、消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

≪観光庁≫

業務改善命令

業務停止 業務停止 業務停止

業務改善命令 業務改善命令

執行実績なし

５　軌道法（国土交通省）

６　無尽業法（金融庁）

７　金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（金融庁）

８　農業協同組合法（農林水産省、金融庁）

特定商取引法の適用除外とされた法律の行政処分等の執行実績
（平成26年度から平成29年度まで）
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※　執行実績なし

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

戒告 1 戒告 26 戒告 0 戒告 0
競業禁止規定違反 1 継続的専門研修の不履行 25
－ 過失による虚偽証明 1

業務改善命令 3 業務改善命令 4 業務改善命令 3 業務改善命令 1
著しく不当な業務運営 3 著しく不当な業務運営 4 著しく不当な業務運営 3 過失による虚偽証明 1

8 20 0 7
信用失墜行為 5 過失による虚偽証明 10 過失による虚偽証明 3
著しく不当な業務運営 2 信用失墜行為 7 信用失墜行為 4
過失による虚偽証明 1 著しく不当な業務運営 3 －

課徴金納付命令決定 0 課徴金納付命令決定 1 課徴金納付命令決定 0 課徴金納付命令決定 0
過失による虚偽証明 1

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数
1 4 3 3
16 26 40 31

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数
39 53 64 33

件数 件数 件数 件数
22 20 45 17

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

0 2 0 -
断定的判断の提供 2
再勧誘の禁止 2
不招請勧誘の禁止 1
取引後の損失補てん・利益
提供の禁止

1

虚偽の告知 1
迷惑勧誘 1
告知義務・意思確認義務違
反

1

両建て勧誘の禁止 1
仕切り拒否 1
重要な事項について誤解を
生ぜしめるべき表示

1

適合性の原則違反 1
1 3 1

一任売買 1 断定的判断の提供 2 仕切り拒否 1

両建て勧誘の禁止 1 再勧誘の禁止 2
受託契約準則の準拠義務違
反

1

仕切り拒否 1 不招請勧誘の禁止 1
取引後の損失補てん・利益
提供の禁止

2

虚偽の告知 1
迷惑勧誘 1
告知義務・意思確認義務違
反

1

両建て勧誘の禁止 1
仕切り拒否 1
重要な事項について誤解を
生ぜしめるべき表示

1

適合性の原則違反 1
商品取引責任準備金の不適
切な使用

1

仲介業者の管理体制が不十
分

1

仲介業者の商品引取事故時
損失補てん措置不適切

1

９　公認会計士法（金融庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

12　協同組合による金融事業に関する法律（金融庁）

10　水産業協同組合法（農林水産省、金融庁）

11　中小企業等協同組合法（経済産業省、国土交通省、財務省、金融庁）

件数 件数 件数 件数

業務（一部）停止 業務（一部）停止 業務（一部）停止 業務（一部）停止

安全確保命令 安全確保命令 安全確保命令 安全確保命令
安全確保指導 安全確保指導 安全確保指導 安全確保指導

13　海上運送法（国土交通省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（第３四半期まで）

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
懲戒処分 懲戒処分 懲戒処分 懲戒処分

14　放送法（総務省）

15　司法書士法（法務省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（第２四半期まで）

16　土地家屋調査士法（法務省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（第２四半期まで）

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
懲戒処分 懲戒処分 懲戒処分 懲戒処分

17　商品先物取引法（農林水産省、経済産業省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

業務停止命令

業務改善命令

件数 件数 件数 件数

≪農林水産省、経済産業省≫

業務改善命令

業務停止命令 業務停止命令

業務改善命令

執行実績なし
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件数 件数 件数 件数
14 14

件数 件数 件数 件数

55 45 30

70 50 63

178 138 248

122 148 198

275 378 241

576 482 381

件数 件数 件数 件数

300 357 460 121

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

懲戒処分 59 懲戒処分 41 懲戒処分 39 懲戒処分 15
第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）

10
第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）

7
第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）

9 第46条該当（一般の懲戒） 14

第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）、第45条2項該当（相
当の注意を怠り脱税相談等
をした場合の懲戒）及び第
46条該当（一般の懲戒）

1
第45条2項該当（相当の注
意を怠り脱税相談等をした
場合の懲戒）

3 第46条該当（一般の懲戒） 26

第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）及び第46条該当（一般
の懲戒）

1

第46条該当（一般の懲戒） 40

第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）及び第45条2項該当
（相当の注意を怠り脱税相
談等をした場合の懲戒）

1

第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）及び第46条該当（一般
の懲戒）

4 －

第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）及び第46条該当（一般
の懲戒）

5 第46条該当（一般の懲戒） 28 － －

第45条2項該当（相当の注
意を怠り脱税相談等をした
場合の懲戒）及び第46条該
当（一般の懲戒）

2

第45条1項該当（故意に脱
税相談等をした場合の懲
戒）及び第46条該当（一般
の懲戒）

2 － －

第48条の20第1項該当（税
理士法人の懲戒）

1 － － －

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数
0 2 0 0
1 3 6 3

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数
18 18 17

※　執行実績なし

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

懲戒処分 11 懲戒処分 3 懲戒処分 2 懲戒処分 1
申請書等の虚偽作成 6 申請書等の虚偽作成 2 申請書等の虚偽作成 2 申請書等の虚偽作成 1
他の法令違反 3 不適切な情報発信 1 － －
業務懈怠 2 － － －

※　執行実績なし

18　行政書士法（総務省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
懲戒処分 懲戒処分

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

＜乗合旅客＞
車両の使用停止

＜乗合旅客＞
車両の使用停止

＜乗合旅客＞
車両の使用停止

未集計

※１　特定商取引法の違反類型に関する懲戒処分等の件数のみ。
※２　平成28年度分については平成29年度に、平成29年度分については平成30年度に、それぞれ調査実施予定。

19　道路運送法（国土交通省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

＜貸切旅客＞
勧告・警告等

＜貸切旅客＞
勧告・警告等

＜貸切旅客＞
勧告・警告等

＜乗用旅客＞
車両の使用停止

＜乗用旅客＞
車両の使用停止

＜乗用旅客＞
車両の使用停止

＜乗合旅客＞
勧告・警告等

＜乗合旅客＞
勧告・警告等

＜乗合旅客＞
勧告・警告等

＜貸切旅客＞
車両の使用停止

＜貸切旅客＞
車両の使用停止

＜貸切旅客＞
車両の使用停止

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

自動車分解整備事業者等の行
政処分等

自動車分解整備事業者等の行
政処分等

自動車分解整備事業者等の行
政処分等

自動車分解整備事業者等の行
政処分等

＜乗用旅客＞
勧告・警告等

＜乗用旅客＞
勧告・警告等

＜乗用旅客＞
勧告・警告等

20　道路運送車両法（国土交通省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

21　税理士法（財務省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

件数 件数 件数 件数

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
安全確保命令 安全確保命令 安全確保命令 安全確保命令

22　信用金庫法（金融庁）

23　内航海運業法（国土交通省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（第３四半期まで）

26　労働金庫法（厚生労働省、金融庁）

27　倉庫業法（国土交通省）

28　国民年金法（厚生労働省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

安全確保指導 安全確保指導 安全確保指導 安全確保指導

24　長期信用銀行法（金融庁）

25　航空法（国土交通省）

※　地方厚生（支）局が実施するもので、単位は基金。

29　割賦販売法（経済産業省、消費者庁）

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
監査実施数（※） 監査実施数 監査実施数 未集計

31　積立式宅地建物販売業法（国土交通省）

30　社会保険労務士法（厚生労働省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

件数 件数 件数 件数
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処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

業務改善 1 業務改善 2 執行実績なし - 執行実績なし -
内部管理態勢の不備 1 内部管理態勢の不備 2

業務停止 1 業務停止 1
内部管理態勢の不備 1 内部管理態勢の不備 1

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

業務改善命令 4 業務改善命令 5 業務改善命令 10 業務改善命令 12
変更届出書提出義務違反 1 禁止行為 1 禁止行為 5 禁止行為 2

信用情報の目的外利用 1
預金通帳等の保管等の制限
違反

2 書面交付義務違反 4 書面交付義務違反 5

書面交付義務違反 1
利息、保証料等に係る制限
等違反

1 変更届出書提出義務違反 2 登録営業所以外の営業 1

信用情報の未提供 1 返済能力調査義務違反 2 報告書提出義務違反 3 帳簿の備付け義務違反 5

禁止行為 1 書面交付義務違反 3 返済能力調査義務違反 1
利息、保証料等に係る制限
等違反

2

－ 帳簿の備付け義務違反 1 帳簿の備付け義務違反 2 返済能力調査義務違反 4
－ 標識の掲示義務違反 1 － 信用情報の提供義務違反 1
－ 報告書提出義務違反 2 － －

業務停止 4 業務停止 7 業務停止 9 業務停止 4
登録申請書虚偽記載 2 報告徴収命令違反 1 変更届出書提出義務違反 1 変更届出書提出義務違反 1
変更届出書提出義務違反 1 禁止行為 2 禁止行為 2 禁止行為 1
広告等違反 1 変更届出書提出義務違反 3 書面交付義務違反 2 書面交付義務違反 2
信用情報の使用義務違反 1 広告等違反 2 帳簿の備付け義務違反 2 －
書面交付義務違反 2 帳簿の備付け義務違反 2 信用情報の提供義務違反 1 －
預金通帳等の保管等の制限
違反

1 書面交付義務違反 4 誇大広告の禁止 1 －

不祥事件の届出義務違反 1
利息、保証料等に係る制限
等違反

1 主任者の設置義務違反 1 －

禁止行為 1 返済能力調査義務違反 2 － －

業務運営に関する措置 1
預金通帳等の保管等の制限
違反

1 － －

帳簿の備付け義務違反 2 標識の掲示義務違反 1 － －
－ 登録申請書虚偽記載 1 － －

－
公正証書に係る制限義務違
反

1 － －

－ 主任者の設置義務違反 1 － －
登録取消 4 登録取消 4 登録取消 2 登録取消 0
信用情報の使用義務違反 1 所在地不明 2 欠格事由 1
登録営業所等以外での営業 1 欠格事由 1 所在地不明 1
主任者の設置義務違反 1 報告書提出義務違反 2 －
条件等の掲示義務違反 1 検査忌避 1 －
標識の掲示義務違反 1 － －
名簿の備付け義務違反 1 － －
帳簿の備付け義務違反 2 － －
禁止行為 1 － －
書面交付義務違反 4 － －
欠格事由 1 － －
利息に係る制限違反 1 － －
検査忌避 1 － －

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

報告徴収 2 報告徴収 3 報告徴収 1 報告徴収 3

第26条違反（説明義務） 2 第26条違反（説明義務） 2
第26条の２（書面交付義
務）

1 第26条違反（説明義務） 1

－
第27条違反（苦情処理義
務）

1 －
第26条違反（説明義務）及
び第27条違反（苦情処理義
務）

2

立入検査 1 立入検査 0 立入検査 0 立入検査
第26条違反（説明義務） 1

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数
29 21 41
6 10 21

1,499 1,493 1222
506 432 272

※　執行実績なし

※　執行実績なし

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

1 - - -
契約締結書面の記載不備 1

32　銀行法（金融庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

件数 件数 件数 件数

≪金融庁（都道府県）≫

34　電気通信事業法（総務省）

件数 件数 件数 件数

33　貸金業法（金融庁、消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

35　鉄道事業法（国土交通省）

※　特定商取引法の違反類型に関する懲戒処分等の件数のみ。

36　貨物自動車運送事業法（国土交通省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（第２四半期まで）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

件数 件数 件数 件数

事業停止 事業停止 事業停止
車両の使用停止 車両の使用停止

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
許可の取消 許可の取消 許可の取消 未集計

件数 件数 件数 件数

指示 執行実績なし 執行実績なし 執行実績なし

車両の使用停止

37　貨物利用運送事業法（国土交通省）

38　商品投資に係る事業の規制に関する法律（経済産業省、農林水産省、金融庁）

39　不動産特定共同事業法（国土交通省、金融庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

勧告・警告等 勧告・警告等 勧告・警告等
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処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

2 - - -
経営管理態勢、法令等遵守
体制の不備

2

※　執行実績なし

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

懲戒処分 2 懲戒処分 1 懲戒処分 2 懲戒処分 2
弁理士法第29条（信用失墜
行為の禁止）違反

2
弁理士法第29条（信用失墜
行為の禁止）違反

1
弁理士法第29条（信用失墜
行為の禁止）違反

2
弁理士法第29条（信用失墜
行為の禁止）違反

2

－
弁理士法第62条（会則を守
る義務）違反

1 － －

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

12 6 6 5
指示 54 指示 41 指示 44 指示 51
変更届出義務違反 27 変更届出義務違反 23 変更届出義務違反 21 変更届出義務違反 24
書類備付け義務違反 11 書類備付け義務違反 9 書類備付け義務違反 13 書類備付け義務違反 3
その他 16 その他 9 その他 10 その他 24

指示 20 指示 10 指示 5 集計中
※警察庁分の件数は、暦年集計。また、国土交通大臣（都道府県知事）から通知を受けたものを含む。

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　執行実績なし

※　執行実績なし

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
違反類型 違反類型 違反類型 違反類型

業務改善命令 1 執行実績なし - 執行実績なし - 業務改善命令 8
委託先管理義務違反 1 内部管理態勢の不備等 1

システムリスクにかかる管
理態勢の不備

2

経営管理態勢及び内部管理
態勢の重大な不備

1

経営管理態勢及び業務運営
態勢の不備

2

法令違反、法令遵守等にか
かる内部管理態勢の不備

1

法令違反、法令等遵守にか
かる内部管理態勢の不備

1

業務停止 2

法令違反、法令遵守等にか
かる内部管理態勢の不備

1

法令違反、法令等遵守にか
かる内部管理態勢の不備

1

※　未施行

40　保険業法（金融庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

件数 件数 件数 件数

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月1日時点）

件数 件数 件数 件数

業務改善命令 執行実績なし 執行実績なし 執行実績なし

41　資産の流動化に関する法律（金融庁）

42　弁理士法（経済産業省）

43　自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（警察庁、国土交通省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

件数 件数 件数 件数

50　住宅宿泊事業法（観光庁）

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

件数 件数 件数 件数

44　農林中央金庫法（農林水産省、金融庁）

45　裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（法務省）

46　信託業法（金融庁）

47　株式会社商工組合中央金庫法（経済産業省、財務省、金融庁）

48　電子記録債権法（法務省、金融庁）

49　資金決済に関する法律（金融庁）

≪警察庁（都道府県公安委員会）≫

≪国土交通省≫ ≪国土交通省（都道府県）≫

営業停止 営業停止 営業停止 営業停止
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（別表１－２）

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数

58,727 58,874 56,877 30,130
96,580 97,187 98,164 59,165

173,869 162,656 156,217
262,920 265,197 265,575
274,467 284,725 284,087
2,480,547 2,468,352 2,448,030

24 22 29
168 140 167
673 614 607
2 107 90
976 1,202 1,139 1,014

44,565

件数 件数 件数 件数

3 - - -

34 　

1 　 　

件数 件数 件数 件数

4 7 35 1

件数 件数 件数 件数

30 13 10 35

3 3 - 5

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数
892 885 802 845
114 112 106 107

件数 件数 件数 件数
14 8 9 5

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数
16 23 14 15
24 11 14 17

※　特定商取引に関する法律に基づく消費者庁の業務停止命令及び指示については、地方経済産業局等による処分件数も含む。

件数 件数 件数 件数
1
0 0 2 1
0 0 2 1

件数 件数 件数 件数
91 101 103 107

6

件数 件数 件数 件数
1 - -

件数 件数 件数 件数
7 7 - 2

８　有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（厚生労働省）

６　生活関連物資等の買占め及び売り惜しみに対する緊急措置に関する法律（消費者庁）

７　消費生活用製品安全法（消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

指示指示 指示

５　不当景品類及び不当表示防止法（消費者庁）

≪消費者庁≫

重大製品事故の公表

処分内容等

４　家庭用品品質表示法（消費者庁、経済産業省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度

　 　 　命令※３

処分内容等 処分内容等 処分内容等
平成29年度（12月１日時点まで）

処分内容等
≪消費者庁≫

≪消費者庁（都道府県）≫
指示 措置命令 執行実績なし 措置命令

重大製品事故の報告 重大製品事故の報告 重大製品事故の報告 重大製品事故の報告

措置命令措置命令

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月１日時点まで）
処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

指示

措置命令措置命令

平成27年度 平成28年度

※１　件数は、平成26年度は旧法に基づく農林水産省による法執行の実績。
※２　件数は、平成26年度は旧法に基づく法執行の実績で、全34件のうち14件は農林水産省及び消費者庁による実績。残り20件は都道府県による実績。
※３　件数は、平成26年度は旧法に基づく都道府県による法執行の実績。
※４　食品表示に関する規定は廃止され、食品表示法に規定された。

処分内容等 処分内容等 処分内容等

重大製品事故の公表 重大製品事故の公表 重大製品事故の公表

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
業務停止命令 業務停止命令 業務停止命令

平成29年度（12月31日時点まで）
処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

平成26年度 平成27年度 平成28年度

14　特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（総務省、消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

平成29年度（12月１日時点まで）

10　特定商取引に関する法律（消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

規制基準違反事例

９　国民生活安定緊急措置法（消費者庁）

11　特定商品等の預託等取引契約に関する法律（消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

規制基準違反事例 規制基準違反事例

平成26年度

消費者庁が所管する法律（※）の行政処分等の執行実績
（平成26年度から平成29年度まで）

処分内容等 処分内容等

－ － 改善命令－

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
≪厚生労働省（本省）≫

※　執行規定を有する法律で、共管法を含む。

２　食品衛生法（厚生労働省、消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

１　物価統制令（消費者庁）

営業許可施設数（新規） 営業許可施設数（新規） 営業許可施設数（新規） 営業許可施設数（新規）
営業許可施設数（継続） 営業許可施設数（継続） 営業許可施設数（継続） 営業許可施設数（継続）

検査命令 検査命令 検査命令 検査命令
モニタリング検査 モニタリング検査 モニタリング検査 モニタリング検査

≪厚生労働省（都道府県）≫
収去 収去 収去 収去

営業禁止命令 営業禁止命令 営業禁止命令 営業禁止命令
営業停止命令 営業停止命令 営業停止命令 営業停止命令

営業施設総数 営業施設総数 営業施設総数 営業施設総数
物品廃棄命令 物品廃棄命令 物品廃棄命令 物品廃棄命令

改善命令 改善命令 改善命令 改善命令

収去
≪消費者庁（都道府県）≫

※１
食中毒事案の報告件数 食中毒事案の報告件数 食中毒事案の報告件数 食中毒事案の報告件数

※１　国内で流通する食品の表示に関する行政検査関係。
※２　食品表示に関する規定は廃止され、食品表示法に規定された。

≪JAS規格関係≫

指示
※２ 　

≪品質表示関係≫
命令

※１ 執行実績なし 執行実績なし 執行実績なし

平成26年度 平成27年度
３　農林物資の規格化等に関する法律（農林水産省、消費者庁）

平成28年度 平成29年度（12月31日時点まで）
処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

規制基準違反事例

指示 指示 指示 指示

処分内容等 処分内容等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

業務停止命令

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

処分内容等

12　住宅の品質確保の促進等に関する法律（国土交通省、消費者庁）

 行政指導
業務停止命令 業務停止命令 業務停止命令 業務停止命令
措置命令 措置命令 措置命令 措置命令

処分内容等

措置命令 措置命令 執行実績なし 措置命令

立入検査 立入検査 立入検査 立入検査

処分内容等 処分内容等

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等
執行実績なし 勧告 執行実績なし 執行実績なし

13　健康増進法（厚生労働省、消費者庁）
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件数 件数 件数 件数
3 1 6

1

件数 件数 件数 件数
1,248 1,304 1,286 1,280

1,658 1,593 1,619 1,400

9,172 9,385 7,281 5,597

50 49 49 50
1 0 0 0
10 9 10 10

4事案
11件

3事案
6件

2事案
5件

3事案
7件

※　執行実績なし

件数 件数 件数 件数

170 145 76 40

2 4 1 -

36 180 6

件数 件数 件数 件数

23 7 5
2 1

5 12 8

指示 指示 指示

19　食品表示法（消費者庁、財務省、農林水産省）
平成26年度

≪財務省≫
指導 指導

消費者事故等の公表 消費者事故等の公表 消費者事故等の公表 消費者事故等の公表

≪消費者庁≫
指導及び助言 指導及び助言

指導 指導 指導 未集計
≪経済産業省≫

平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月31日時点まで）
処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
15　個人情報の保護に関する法律（内閣府）

勧告
※１ － －

※１　経済産業省による実施。

※３　個人情報の保護に関する法律は、消費者庁から内閣府（個人情報保護委員会）に移管されたため、本欄では、平成28年度までの記載としている。

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

報告の徴収
※１ 助言 報告の聴取

※２

※２　平成28年度は国土交通省と経済産業省が「報告の徴収」を２件ずつ、厚生労働省と金融庁が１件ずつ実施。
　　　なお、平成28年度の枠には平成28年4月1日から平成29年5月29日（改正個人情報保護法の全面施行日の直前）までの報告件数を掲載。

重大事故の通知 重大事故の通知 重大事故の通知 重大事故の通知

消費者事故等（重大事故等は
除く。）の通知件数

消費者事故等（重大事故等は
除く。）の通知件数

消費者事故等（重大事故等は
除く。）の通知件数

消費者事故等（重大事故等は
除く。）の通知件数

16　消費者安全法（消費者庁）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

注意喚起（財産分野） 注意喚起（財産分野） 注意喚起（財産分野） 注意喚起（財産分野）

消費者安全調査委員会の意見
件数

消費者安全調査委員会の意見
件数

消費者安全調査委員会の意見
件数

消費者安全調査委員会の意見
件数

消費者事故等（財産事案）の
通知件数

消費者事故等（財産事案）の
通知件数

消費者事故等（財産事案）の
通知件数

消費者事故等（財産事案）の
通知件数

注意喚起（生命身体分野） 注意喚起（生命身体分野） 注意喚起（生命身体分野） 注意喚起（生命身体分野）

処分内容等 処分内容等 処分内容等 処分内容等

指導 執行実績なし

17　米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（消費者庁、農林水産省、財務省）

18　消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（消費者庁、財務省、経済産業省）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度（12月１日時点まで）

指導及び助言 指導及び助言

≪消費者庁（都道府県等）≫

≪消費者庁、財務省、農林水産省≫
指示 指示 指示

命令 － 命令

222



 

調査結果概要 

223



主な相談等窓口 

窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等 

消費者ホットライン 
身近な消費生活に関する相談窓口
（消費生活センター、国民生活セ
ンター等）※を案内する。 

消費者庁 TEL:188 

公益通報者保護制度相
談ダイヤル 

企業の従業員、民間事業者、
行政機関職員等から寄せられ
る「公益通報者保護法」に関
する各種相談を受け付ける。 

消費者庁 TEL:03-3507-9262 

個人情報保護法相談
ダイヤル 

民間事業者が守るルールであ
る「個人情報保護法」に関す
る質問や苦情、通報を一元的
に受け付ける。 

個人情報保護委
員会 

TEL:03-6457-9849 

食の安全ダイヤル 
消費者等からの食品の安全性に関
する情報提供、質問、意見等を受
け付ける。 

食品安全委員会 

TEL:03-6234-1177 

（メール問合せ窓口） 

https://form.cao.go.jp/sho
kuhin/opinion-0001.html 

公正取引委員会審査局
管理企画課情報管理室 

独占禁止法違反被疑事実に関
する情報提供について、電話
や書面のほか電子申告を受け
付ける。 

公正取引委員会 

TEL:03-3581-5471 

電子窓口：
http://www.jftc.go.jp/soud
an/denshimadoguchi/index.h
tml 

公正取引委員会 
官房総務課 

独占禁止法等に関する一般相
談について、来訪や電話等に
よる相談を受け付ける。 

公正取引委員会 TEL:03-3581-5471 

 
各都道府県警察本部及
び警察署の相談窓口 

犯罪の未然防止など生活の安
全を守るための相談等に応じ
る。 

警察庁 

TEL:♯9110 

・警察相談専用電話「♯
9110」番 

・各都道府県警察のウェブサ
イト参照 

金融サービス利用者
相談室 

金融サービス利用者からの相談等
を一元的に受け付ける。 

金融庁 

TEL:0570-016811 

（ナビダイヤル） 

TEL:03-5251-6811 

（ＩＰ電話） 

FAX：03-3506-6699 

ウェブサイト受付窓口： 

https://www.fsa.go.jp/opin
ion/ 

中小企業等金融円滑
化相談窓口 

様々な状況に置かれた借り手
の相談・要望・苦情に一元的
に答える。 

金融庁 

下記ウェブサイト参照 

http://www.fsa.go.jp/news/
24/ginkou/20130222-1a.html
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窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等 

カードローンホット
ライン 

利用者からの預金取扱等金融
機関のカードローンに関する
情報を受け付ける。 

金融庁 

TEL:0570-00-6825 

（ナビダイヤル） 

TEL:03-5251-6825 

（ＩＰ電話） 

下記ウェブサイト参照 

http://www.fsa.go.jp/news/
29/ginkou/20170901.html 

多重債務相談窓口 
多重債務に関する相談を受け
付ける。 

金融庁 
下記ウェブサイト参照 

http://www.fsa.go.jp/souda
n/index.html 

ディスクロージャ
ー・ホットライン 

金融商品取引法上の開示義務
違反等に係る情報を受け付け
る。 

金融庁 

FAX：03-3506-6266 

ウェブサイト受付窓口：  

http://www.fsa.go.jp/recei
pt/d_hotline/ 

証券取引等監視委員
会情報提供窓口 

証券市場に関する一般投資家
等からの情報を受け付ける。 

金融庁（証券取
引等監視委員
会） 

TEL:0570-00-3581 

(ナビダイヤル) 

TEL:03-3581-9909 

 （一部のＩＰ電話等） 

FAX：03-5251-2136 

ウェブサイト受付窓口： 

https://www.fsa.go.jp/sesc
/watch/ 

年金運用ホットライ
ン 

投資運用業者による疑わしい
年金運用等に関する情報を受
け付ける。 

金融庁（証券取
引等監視委員
会） 

TEL:03-3506-6627 

MAIL：pension-
hotline@fsa.go.jp 

下記ウェブサイト参照
http://www.fsa.go.jp/sesc/
support/pension.htm 

公認会計士・監査審
査会情報受付窓口 

公認会計士・監査法人の監査
業務に関する情報、公認会計
士・監査法人の監査業務以外
に関する情報、公認会計士試
験の実施に関する情報を受け
付ける。 

金融庁（公認会
計士・監査審査
会） 

FAX：03-5251-7241 

MAIL：cpaaob@fsa.go.jp 

下記ウェブサイト参照 

http://www.fsa.go.jp/cpaao
b/uketuke/01.html 

金融モニタリング情報
収集窓口 

深度あるモニタリングを行う観点
から、金融機関に関する情報を収
集している。 

金融庁 

FAX：03-3581-6202 

ウェブサイト受付窓口：
https://www.fsa.go.jp/kens
a/ 

電気通信消費者相談
センター 

利用者が電気通信サービスを
利用している際のトラブル等
について電話による相談を受
け付ける。 

総務省 TEL:03-5253-5900 
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窓口名称 役割 所管省庁等 電話番号等 

生活困窮者の自立支
援に関する相談窓口 

生活全般にわたる困りごとの
相談を受け付ける。  

厚生労働省 

下記ウェブサイト参照 

http://www.mhlw.go.jp/stf/
seisakunitsuite/bunya/0000
073432.html 

農林水産省「消費者
の部屋」 

農林水産省の所管事項につい
て消費者の相談等を受け付
け、情報提供等を行う。 

農林水産省 

TEL:03-3591-6529 

FAX：03-5512-7651 

下記ウェブサイト参照 

http://www.maff.go.jp/j/he
ya/sodan/index.html 

経済産業省消費者相
談室 

経済産業省所管の法律、物資
やサービス及び消費者取引に
ついて、消費者からの苦情、
相談、問合せなどを受け付
け、助言や情報提供等を行
う。 

経済産業省 

TEL:03-3501-4657 

FAX：03-3501-6202 

MAIL：shohisha-
soudan@meti.go.jp 

下記ウェブサイト参照 

http://www.meti.go.jp/intr
o/consult/consult_01.html#
WIN07 

※各地方経済産業局消費者相
談室での受付も可能 
 

電力・ガス取引監視等
委員会相談窓口 

 

電力・ガス・熱の適正取引の確
保、ネットワーク部門の中立性確
保の観点から、消費者が小売供給
契約を結ぶ際のトラブル等や、電
気供給事業者間における電力取引
に係る契約のトラブル等の解決支
援を行う。 
 

経済産業省（電
力・ガス取引監
視等委員会） 

 

TEL: 03-3501-5725 
MAIL： dentorii@meti.go.jp

国土交通ホットライ

ンステーション 

国土交通行政に関する要望、
意見等を一元的に受け付け
る。 
 

国土交通省 
下記ウェブサイト参照 

http://www.mlit.go.jp/usef
ul/hotline1.html  

自動車不具合情報ホ
ットライン 

リコール情報等の案内及び、
リコールにつながる不具合を
早期に発見するため、自動車
ユーザーからの不具合情報を
受け付ける。 

国土交通省 

TEL：0120-744-960 

下記ウェブサイト参照 

http://www.mlit.go.jp/RJ/ 

ＭＯＥメール 
環境政策における意見・提案
等を受け付ける。 

環境省 

下記ウェブサイト参照 

http://www.env.go.jp/moema
il 
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法テラス・サポート 
ダイヤル 

利用者からの問合せ内容に応じて，
法制度に関する情報と，相談機関・
団体等（弁護士会，司法書士会，地
方公共団体の相談窓口等）に関する
情報を提供する。 

日本司法支援セ
ンター 

TEL: 0570-078374 
メール問合せ窓口： 
https://www.houterasu.or.j
p/cgi-
bin/toiawase/show_entry.cg
i  
下記ウェブサイト参照 
http://www.houterasu.or.jp
/madoguchi_info/index.html
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